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議案第50号 山鹿市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例 

議案第51号 令和３年度山鹿市一般会計予算補正予算（第６号） 

議案第52号 令和３年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第53号 山鹿市過疎地域持続的発展計画 

認定第１号 令和２年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

認定第２号 令和２年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

認定第３号 令和２年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第４号 令和２年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

認定第５号 令和２年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

認定第６号 令和２年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第７号 令和２年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 
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認定第８号 令和２年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第９号 令和２年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 

認定第10号 令和２年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

認定第11号 令和２年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

報告第12号 令和２年度決算に基づく財政の健全化判断比率及び公営企業の資金

不足比率の報告について 

報告第13号 一般財団法人山鹿市地域振興公社の経営状況の報告について 

報告第14号 株式会社小栗郷の経営状況の報告について 

報告第15号 株式会社鹿本町振興公社の経営状況の報告について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（20名） 

１番  関 口 和 良 

２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 

４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 

８番  山 下 誠 治 

９番  古 川 和 博 

10番  金 光 一 誠 

11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 

14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 

20番  永 田 紘 二 
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―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 

教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長    大 林 秀 樹 

市 民 部 長    中 尾 雄 二 

福 祉 部 長    佐 藤 ア キ 

経 済 部 長    石 井 耕一郎 

経済部首席審議員    池 田 淳 志 

建 設 部 長    古 江 光 拡 

教 育 部 長    渡 邊 義 明 

市民医療センター事務部長     木 下   実 

消防本部消防長    中 原 茂 昭 

総 務 部 次 長    木 村 隆 男 

福 祉 部 次 長    山 﨑 寿 雄 

建 設 部 次 長    松 尾 正 都 

水 道 局 長    阿蘇品   健 

教 育 部 次 長    園 田 正 尚 

財 務 課 長    迎 田 祐 樹 

市 民 課 長    山 城 一 夫 

税 務 課 長    新 堀 竜一郎 

国 民 年 金 課 長    野 満 ふみ子 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    中 村 武 志 

書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開会 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

ただいまから令和３年（第４回）山鹿市議会９月定例会を開会いたします。 

会議に先立ち、市長から挨拶の申し出があっておりますので、これを許可いたし

ます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

皆さん、おはようございます。 

初めに、ことしの夏は、世界が注目する東京オリンピック・パラリンピックが新

型コロナの緊急事態宣言下で開会されることで、記憶に残る特別な夏となりました。

１年延長されたにもかかわらず、気力と体力を保ち、努力を続けてきた多くの日本

人選手たちが、入賞やメダルを獲得したことに、国民の多くが歓喜したと思います。 

市内にあるオムロンハンドボールチーム所属の永田しおり選手が出場した女子ハ

ンドボール競技では、日本代表が45年ぶりの勝利を挙げたことも記憶の１ページに

残る出来事だったと思います。 

また、一昨日から始まったパラリンピックにおいても、日本人選手の活躍する姿

を楽しみにしております。 

さて、ことしは例年より早い梅雨入りでしたが、その分、梅雨明けも早く、その

後は猛暑の毎日が続きました。昨年のような規模ではなかったものの、本市でも梅

雨前線の影響から多くの市道や河川、農地、林道などで被害が生じております。 

全国では、７月３日に静岡県熱海市伊豆山で大規模な土石流が発生しました。多

くの建物や尊い人命が失われた上に、いまだに行方がわからない方がおられること

を思いますと、自然の猛威と容赦ない仕打ちに無力感と悲壮感をひしひしと感じて

おります。 

月が改まり、今月11日から１週間以上にわたり、これも例年にない時期に停滞し

た前線による豪雨が続きました。広島県、佐賀県、長崎県、福岡県に大雨特別警報

が発表され、西日本各地でこれまでにない雨量を記録し、土石流や河川の氾濫、広

範囲の浸水等による人的・物的被害が多数発生しました。 

本市でも８月の平均値の4.5倍を超える雨量を記録し、幸い人的な被害はなかっ

たものの、７月の梅雨前線豪雨の被災箇所がさらに被害を受けたり、住家被害が出

るなど、甚大な被害が生じております。 

ことしの豪雨災害でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとと

もに、被災された皆様方に衷心よりお見舞いを申し上げます。 
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市としましては、被災箇所の復旧に全力で取り組むとともに、今後の台風シーズ

ンを見据えた防災・減災対策を強力に推進してまいります。 

一方、新型コロナウイルス感染症につきましては、国は、昨日、全国的な感染急

増を受け、すでに発令していた緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の適用地域を

見直し、緊急事態宣言を21都道府県に、まん延防止等重点措置を12県とし、明日か

ら適用することとしております。 

熊本県も、まん延防止等重点措置の適用地域となっており、重点措置区域である

熊本市を中心に、県外への不要不急の移動自粛や飲食店への営業時間短縮要請など

を行っております。 

しかしながら、全国的にデルタ株への置きかわりが急速に進み、県内の１日の感

染者数は一時300名を超え、現時点でも国のステージ４に該当する状況が続いてお

ります。感染拡大防止に歯どめがかからず、医療提供体制が逼迫しつつあり、対策

の難しさが改めて浮き彫りになっています。 

本市においても、８月22日現在、12歳以上の方の２回目のワクチン接種率が約

53％となる一方、飲食店でクラスターが発生し、その後も感染者が連日確認される

など、感染拡大が懸念される状況にございます。 

市としましては、今後も市民の皆様と一緒になって感染拡大防止に最大限努めな

がら、低迷している市経済の回復と安定に向けて、全力で取り組んでまいりますの

で、引き続きご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

結びに、本定例会においてご審議いただきます議案は、条例３件、予算６件、そ

の他２件の計11件と、認定11件、報告４件でございます。これら諸議案の内容につ

きましては、担当職員が説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い

申し上げまして、開会のご挨拶といたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○服部香代 議長 

直ちに、本日の会議を開きます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、山下誠治議員、

豊田新二郎議員を指名いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 会期の決定 

○服部香代 議長 

日程第２、会期の決定を議題といたします。 
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お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月15日までの21日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、会期は21日間と決定いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第３ 議案第43号～議案第53号・認定第１号～認定第11号 

報告第12号～報告第15号 

○服部香代 議長 

日程第３、議案第43号から報告第15号までの全案件を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

議案第43号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。 

本案は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活が困窮してい

る世帯及び低所得の子育て世帯に対し、迅速に支援を行うための経費につきまして、

令和３年度一般会計補正予算（第２号）として、地方自治法第179条第１項の規定

により、６月30日に専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求めるものです。 

３ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の補正額は7184万7000円です。 

予算の内容につきまして申し上げます。 

９ページをお願いいたします。 

（款）民生費、（目）社会福祉総務費の補正額2804万7000円は、国の新型コロナ

ウイルス感染症セーフティーネット強化交付金を活用した生活困窮世帯向けの新型

コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に係るものです。１世帯につき、最大

30万円を給付するものです。 

10ページをお願いいたします。 

（目）児童福祉総務費の補正額4380万円は、国の子育て世帯生活支援特別給付金

を活用した低所得の子育て世帯向けの子育て世帯生活支援特別給付金に係るもので

す。児童１人当たり５万円を支給するものです。 

続きまして、議案第44号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上

げます。 

本案は、令和３年梅雨前線豪雨により被害を受けた農林業用施設及び土木施設の
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災害復旧に係る経費につきまして、令和３年度一般会計補正予算（第３号）として、

地方自治法第179条第１項の規定により、７月13日に専決処分を行いましたので、

同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。 

３ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の補正額は7070万円です。 

予算の内容につきまして申し上げます。 

９ページをお願いいたします。 

（款）災害復旧費、（目）農業用施設災害復旧費から、10ページ、（目）土木施

設災害復旧費までにつきましては、豪雨により被害を受けております農林業用施設

及び土木施設に係る応急対策及び測量設計に要する経費です。 

続きまして、議案第45号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上

げます。 

本案は、新型コロナウイルスワクチン接種を迅速かつ的確に実施するための経費

につきまして、令和３年度一般会計補正予算（第４号）として、地方自治法第179

条第１項の規定により、７月26日に専決処分を行いましたので、同条第３項の規定

によりこれを報告し、承認を求めるものであります。 

３ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の補正額は１億556万4000円です。 

予算の内容につきまして申し上げます。 

13ページをお願いいたします。 

（款）衛生費、（目）予防費の補正額１億556万4000円は、新型コロナウイルス

ワクチンの接種状況等に鑑み、接種関連経費を増額するものです。 

続きまして、議案第46号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上

げます。 

本案は、熊本県市町村総合事務組合の構成団体である、くまもと県北病院機構設

立組合の名称が変更されたことに伴い、熊本県市町村総合事務組合規約を変更する

ことについて、関係地方公共団体と協議する必要が生じましたが、議会を招集する

時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第１項の規定により、令和３年８

月２日に専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により、これを報告し、

承認を求めるものです。 

附則といたしまして、この規約は熊本県知事の許可のあった日から施行し、令和

３年４月１日から適用することとしております。 

続きまして、議案第47号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上

げます。 
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本案は、令和３年８月11日からの豪雨により被害を受けた農林業用施設及び土木

施設の災害復旧に係る経費につきまして、令和３年度一般会計補正予算（第５号）

として、地方自治法第179条第１項の規定により、８月18日に専決処分を行いまし

たので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。 

３ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の補正額は１億2077万3000円です。 

予算の内容につきまして申し上げます。 

９ページをお願いいたします。 

（款）災害復旧費、（目）農業用施設災害復旧費から、10ページ、（目）土木施

設災害復旧費までにつきましては、豪雨により被害を受けております農林業用施設

及び土木施設に係る応急対策に要する経費です。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

中尾市民部長。 

［中尾雄二 市民部長 登壇］ 

○中尾雄二 市民部長 

議案第48号 山鹿市手数料条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げ

ます。 

本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律が改正され、個人番号カードの発行に係る手数料の徴収権者が地方公共団体情報

システム機構と定められたことに伴い、個人番号カードの再交付手数料に関する規

定を削除するものです。 

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものです。 

続きまして、議案第49号 山鹿市税特別措置条例の一部を改正する条例について、

ご説明申し上げます。 

本案は、過疎地域自立促進特別措置法が失効し、新たに過疎地域の持続的発展の

支援に関する特別措置法が施行されたこと、及び促進地域における固定資産税の課

税免除に係る地方交付税の特別措置の適用期限が延長されたことに伴い、条例を改

正する必要があり、提案するものです。 

改正の内容は、過疎地域における固定資産税の課税免除の対象となる設備等の取

得期限を令和６年３月31日までに、促進地域における固定資産税の課税免除の対象

となる施設等に係る計画の同意期限を令和５年３月31日までに延長するものです。 

附則としまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の第２条第１号、第３

条及び第４条の規定は、令和３年４月１日から適用するものです。 
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以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

議案第50号 山鹿市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例について、ご説明

申し上げます。 

本案は、産業導入地区等における奨励措置に係る対象工場の要件の緩和等を行い、

あわせてその適用期限を延長するため、条例を改正する必要があり提案するもので

す。 

改正の内容につきましては、産業導入地区等における工場等の設置に係る奨励措

置について、道路貨物運送業等に対する雇用者数に関する要件を廃止するとともに、

その方法を課税免除から奨励金の交付に変更した上で、適用期限を５年間、令和８

年３月31日まで延長するものでございます。 

なお、附則としまして、この条例は公布の日から施行し、必要な経過措置を定め

るものです。 

以上、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

議案第51号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第６号）につきまして、ご説

明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の補正額は８億5726万2000円です。 

内訳につきましては、新型コロナウイルス感染症対策関連経費３億886万5000円、

令和３年梅雨前線豪雨により被害を受けた農林業用施設及び土木施設の災害復旧に

係る経費２億4155万円、国・県精算返納金２億5997万1000円、その他の一般行政経

費4687万6000円です。 

補正後の総額は296億7453万4000円であります。 

４ページをお願いいたします。 

第２表は債務負担行為補正です。新型コロナウイルス対策農業経営安定資金利子

補給について、追加するものです。 

５ページをお願いいたします。 
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第３表は地方債補正です。災害復旧事業について、追加するものです。 

続きまして、補正予算の主な内容につきまして、歳出によりご説明申し上げます。 

21ページをお願いいたします。 

（款）衛生費、（目）予防費の補正額1607万3000円は、季節性インフルエンザの

流行を抑制し、安定的な医療提供体制を確保するため、18歳までの子供のインフル

エンザ予防接種費用の一部を助成するものです。また、国の感染症対策特別促進事

業を活用し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予防接種履歴の市町村

間での情報共有を図るためのシステム改修に取り組むものです。 

23ページをお願いいたします。 

（款）農林水産業費、（目）林業振興費の補正額1283万4000円は、木材価格が高

騰している現状に鑑み、市有林の一部を皆伐し、山鹿産材の市場供給量を拡充する

ものです。 

24ページをお願いいたします。 

（款）商工費、（目）商工振興費の中の脱コロナプレミアム商品券事業２億7500

万円は、新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けている地元経済の活性

化を図るため、商品券の発行による消費喚起に取り組むものです。今回は市民の方

を対象に、額面１万5000円の商品券を１万円で、５万冊発行いたします。商品券の

額面総額は７億5000万円です。商品券につきましては、感染症の状況を見極めつつ、

11月からの使用開始を予定しており、年末に向けて、それから年明けにかけて、地

域経済の活性化及び景気の下支えを図ってまいります。 

次の営業時間短縮要請協力金事業3356万6000円は、７月末から熊本県が実施して

いる営業時間短縮要請に協力した飲食店等の事業者に対する協力金の一部を負担す

るものです。 

25ページをお願いいたします。 

（款）教育費、（目）中学校費の学校管理費の補正額240万円は、市内中学校各

部の全国大会等への競技出場を支援するものです。 

27ページをお願いいたします。 

（款）災害復旧費、（目）農業用施設災害復旧費から、28ページ、（目）土木施

設災害復旧費までの補正額２億4155万円は、令和３年梅雨前線豪雨に係る災害復旧

に要するものです。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 
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○佐藤アキ 福祉部長 

議案第52号 令和３年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億4856万7000円を追加し、70億1173万

7000円とするものです。 

補正予算の内容につきまして、ご説明申し上げます。 

５ページをお願いいたします。 

下段の歳出、（款）諸支出金、（目）償還金の補正額１億4856万7000円でござい

ます。令和２年度の介護給付費及び地域支援事業費の確定に伴います国・県支出金

の精算返納金及び補助金の返納金でございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

議案第53号 山鹿市過疎地域持続的発展計画について、ご説明申し上げます。 

まず、これまでの経緯でございますが、本市におきましては、合併前の鹿北町、

菊鹿町、鹿央町の３町が、過疎地域自立促進特別措置法に基づいて過疎地域の指定

を受けており、合併後は同法の特例措置により、市全域がみなし過疎地域となりま

した。そこで、過疎地域自立促進計画を策定し、過疎対策事業を推進してきたとこ

ろでございます。 

このたび、令和２年度末をもって過疎地域自立促進特別措置法が失効し、本年４

月１日より、新法である過疎地域の自立的発展の支援に関する特別措置法が施行さ

れました。本市は、新法におきましても、引き続き市全域がみなし過疎地域の指定

を受けることとなりました。 

過疎対策事業債を起債するためには、これまでと同様に、過疎計画での位置づけ

が必要となっておりますので、熊本県過疎地域持続的発展方針に基づき、令和３年

度から令和７年度までの５年間の計画を策定するものです。 

今回、あらかじめ県との協議が終了しましたので、法第８条第１項の規定に基づ

き、議会の議決を得る必要があり、提案するものです。 

続きまして、認定第１号、令和２年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、ご説明申し上げます。 

２ページをお願いいたします。 
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歳入から申し上げます。 

予算現額401億1739万3500円、調定額384億2340万6030円に対しまして、収入済額

は378億3509万1884円です。不納欠損額は3030万572円、収入未済額は５億5801万

3574円です。 

３ページをお願いいたします。 

歳出合計欄、予算現額401億1739万3500円に対しまして、支出済額は360億9561万

6866円、翌年度繰越額が20億4524万9775円、不用額が19億7652万6859円です。執行

率は90％です。 

68ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書です。 

３の歳入歳出差引額17億3947万5000円のうち、翌年度へ繰り越すべき財源は４億

9760万円であり、結果、実質収支額は12億4187万5000円です。 

なお、決算に係る附属資料としまして、主要施策の成果に関する説明書及び財政

状況に関する資料を作成しておりますので、あわせてご参照ください。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

山﨑福祉部次長。 

［山﨑寿雄 福祉部次長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部次長 

認定第２号 令和２年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、ご説明申し上げます。 

１ページをお願いします。 

歳入合計の欄によりご説明をいたします。 

予算現額71億3587万円、調定額72億8375万6899円に対しまして、収入済額は70億

6273万1264円、不納欠損額は2407万4400円、収入未済額は１億9695万1235円でござ

います。 

２ページをお願いします。 

歳出合計の欄により、ご説明をいたします。 

予算現額71億3587万円に対しまして、支出済額は68億8135万2225円、不用額は２

億5451万7775円でございます。 

７ページをお願いします。 

歳入歳出差引残額は１億8137万9039円でございます。 

18ページをお願いします。 

実質収支に関する調書です。歳入歳出差引額及び実質収支額ともに１億8137万
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9000円でございます。このうち、地方自治法第233条の２の規定により、9000万円

を国民健康保険事業特別会計財政調整基金へ編入いたしております。 

続きまして、認定第３号 令和２年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について、ご説明申し上げます。 

１ページをお願いします。 

歳入合計の欄によりご説明いたします。 

予算現額８億4283万円、調定額８億2706万2625円に対しまして、収入済額は８億

2533万1925円、不納欠損額は13万4500円、収入未済額は159万6200円でございます。 

２ページをお願いします。 

歳出合計の欄によりご説明いたします。 

予算現額８億4283万円に対しまして、支出済額は８億739万5732円、不用額は

3543万4268円でございます。 

５ページをお願いします。 

歳入歳出差引残額は1793万6193円でございます。 

10ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書です。歳入歳出差引額及び実質収支額ともに1793万6000円

でございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

松尾建設部次長。 

［松尾正都 建設部次長 登壇］ 

○松尾正都 建設部次長 

認定第４号 令和２年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入総計表の歳入合計欄によりご説明いたします。 

予算現額８億4208万円、調定額８億2493万8817円に対しまして、収入済額８億

576万1802円、収入未済額1917万7015円でございます。 

２ページをお願いいたします。 

歳出総計表の歳出合計欄によりご説明いたします。 

予算現額８億4208万円に対しまして、支出済額は８億576万1802円でございます。 

５ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額はゼロ円でございます。 

以上で、説明を終わります。 
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○服部香代 議長 

山﨑福祉部次長。 

［山﨑寿雄 福祉部次長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部次長 

認定第５号 令和２年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、ご説明申し上げます。 

１ページをお願いします。 

歳入合計の欄によりご説明いたします。 

予算現額71億71万2000円、調定額69億2591万1708円に対しまして、収入済額は69

億621万5567円、不納欠損額は403万3678円、収入未済額は1566万2463円でございま

す。 

２ページをお願いします。 

歳出合計の欄によりご説明いたします。 

予算現額71億71万2000円に対しまして、支出済額は65億6891万7631円、不用額は

５億3179万4369円でございます。 

７ページをお願いします。 

歳入歳出差引残額は３億3729万7936円でございます。 

20ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書です。歳入歳出差引額及び実質収支額ともに３億3729万

8000円でございます。このうち、地方自治法第233条の２の規定により、8500万円

を介護給付費準備基金へ編入いたしております。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

池田経済部首席審議員。 

［池田淳志 経済部首席審議員 登壇］ 

○池田淳志 経済部首席審議員 

認定第６号から第８号までの財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、ご説

明申し上げます。 

まず、認定第６号 令和２年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、

ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入について、合計欄で説明いたします。 

予算現額46万7000円、調定額153万5574円に対しまして、収入済額は153万5574円

であります。 
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２ページをお願いいたします。 

歳出につきましては、予算現額46万7000円に対しまして、支出済額９万7682円で

あります。 

５ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額は143万7892円であります。 

次に、認定第７号 令和２年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、

ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入について、合計欄で説明いたします。 

予算現額746万6000円、調定額740万6395円に対しまして、収入済額は740万6395

であります。 

２ページをお願いいたします。 

歳出につきましては、予算現額746万6000円に対しまして、支出済額439万3804円

であります。 

５ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額は301万2591円であります。 

最後に、認定第８号 令和２年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入について、合計欄で説明いたします。 

予算現額50万円、調定額82万436円に対しまして、収入済額は82万436円でありま

す。 

２ページをお願いいたします。 

歳出につきましては、予算現額50万円に対しまして、支出済額６万6963円であり

ます。 

５ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額は75万3473円であります。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

阿蘇品水道局長。 

［阿蘇品健 水道局長 登壇］ 

○阿蘇品健 水道局長 

認定第９号 令和２年度山鹿市水道事業会計決算の認定について、ご説明申し上

げます。 
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１ページをお願いいたします。 

収益的収入及び支出につきまして、収入から申し上げます。 

（第１款）水道事業収益は、予算額５億9365万円に対しまして、決算額は５億

8337万8559円でございます。 

次に、支出であります。 

（第１款）水道事業費用は、予算額５億7097万8000円に対しまして、決算額は５

億5960万8637円となっております。 

２ページをお願いいたします。 

資本的収入及び支出につきまして、収入から申し上げます。 

（第１款）資本的収入は、予算額１億5557万3000円に対しまして、決算額は１億

4333万91円であります。 

次に、支出であります。 

（第１款）資本的支出は、予算額３億6984万4000円に対しまして、決算額は３億

5378万4185円となっております。 

５ページをお願いいたします。 

令和２年度水道事業会計剰余金処分計算書(案)であります。 

剰余金の処分につきましては、地方公営企業法第32条の規定に基づき、未処分利

益剰余金2237万8883円のうち、資本金としまして1013万7521円を組み入れ、減債積

立金に500万円、建設改良積立金に724万1362円を、それぞれ積み立てるものでござ

います。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

木下市民医療センター事務部長。 

［木下実 市民医療センター事務部長 登壇］ 

○木下実 市民医療センター事務部長 

認定第10号 令和２年度山鹿市病院事業会計決算の認定について、ご説明申し上

げます。 

１ページをお願いいたします。 

収益的収入及び支出について申し上げます。 

（第１款）事業収益は、予算額39億2802万5000円、決算額は40億7077万1047円と

なっております。 

次に、支出、（第１款）事業費用は、予算額38億6904万2000円、決算額は37億

4582万5396円であります。 

次、２ページになります。 
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資本的収入及び支出です。 

（第１款）資本的収入は、予算額５億3401万8000円、決算額は４億4527万2400円

でございます。 

次に、（第１款）資本的支出、予算額９億8825万2000円、決算額８億9692万1958

円となっております。 

続きまして、３ページ、損益計算書になります。 

１の医業収益29億6729万8419円、２の医業費用35億7510万5168円となり、差し引

き６億780万6749円が医業損失でございます。 

次に、経常収支になりますが、医業損失に３の医業外収益を加え、４の医業外費

用を差し引いた結果、２億7522万1521円が経常利益となっております。 

最終的な令和２年度の総収支につきましては、経常利益に５の特別利益を加え、

６の特別損失を差し引いた結果、２億8455万5806円が当年度の純利益でございます。 

したがいまして、前年度繰越欠損金10億9331万4485円から、当年度純利益２億

8455万5806円を控除した結果、８億875万8679円を翌年度繰越欠損金といたしてお

ります。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

松尾建設部次長。 

［松尾正都 建設部次長 登壇］ 

○松尾正都 建設部次長 

認定第11号 令和２年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について、ご説明申し

上げます。 

１ページをお願いいたします。 

収益的収入及び支出について、収入よりご説明いたします。 

（第１款）下水道事業収益、予算額12億7120万円に対しまして、決算額は13億

204万1994円でございます。 

次に、支出について、ご説明いたします。 

（第１款）下水道事業費用、予算額12億1749万6000円に対しまして、決算額は11

億7543万7316円でございます。 

２ページをお願いいたします。 

資本的収入及び支出について、収入よりご説明いたします。 

（第１款）資本的収入、予算額３億4640万9500円に対しまして、決算額は１億

4338万9926円でございます。 

次に、支出について、ご説明いたします。 
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（第１款）資本的支出、予算額７億817万円に対しまして、決算額は５億3708万

1689円でございます。 

５ページをお願いいたします。 

令和２年度山鹿市下水道事業会計剰余金処分決算書(案)でございます。 

剰余金の処分につきましては、地方公営企業法第32条の規定に基づき、未処分利

益剰余金２億2696万2453円のうち、資本金として6905万8095円を組み入れ、減債積

立金として１億2090万8137円を積み立てるものです。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

報告第12号 令和２年度決算に基づく財政の健全化判断比率及び公営企業の資金

不足比率につきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及

び第22条第１項の規定により、ご報告申し上げます。 

１、健全化判断比率の１つ目、実質赤字比率につきましては、一般会計の収支は

黒字決算のため、比率なしです。 

２つ目、連結実質赤字比率につきましても、一般会計、特別会計及び公営企業会

計を連結した収支合計が黒字決算のため、比率なしです。 

３つ目、実質公債費比率につきましては、9.5％です。 

次の将来負担比率につきましては、地方債の償還額等の将来負担額よりも普通交

付税に後年度算入される地方債の算入額や財政調整基金等が上回っており、比率な

しです。 

続きまして、２、資金不足比率につきましては、公営事業会計において資金不足

は生じておりませんので、比率なしでございます。 

以上、報告申し上げます。 

○服部香代 議長 

木村総務部次長。 

［木村隆男 総務部次長 登壇］ 

○木村隆男 総務部次長 

報告第13号 一般財団法人山鹿市地域振興公社の経営状況につきまして、地方自

治法の規定によりご報告申し上げます。 

３ページをお願いします。 

令和２年度の事業報告です。 
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２、事業の内容、（１）自主事業及び公益目的事業としまして、３ページから６

ページに掲載の地域資源を生かした文化、福祉、観光、スポーツなどに関する地域

振興事業を実施いたしております。 

しかしながら、一部の事業につきまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止と、参加者の安全等を考慮し、中止しております。 

６ページをお願いいたします。 

（２）受託事業としましては、指定管理者として、八千代座やさくら湯などの施

設の管理運営業務を行うとともに、山鹿灯籠踊り保存会に関する業務や、観光振興

に係る業務等を受託しております。 

次の７ページから８ページには、各受託施設の入場者数や使用料収入などの利用

状況を掲載しておりますが、全ての施設において、新型コロナウイルス感染症の影

響を受け、減少している状況でございます。 

次に、９ページから11ページにかけまして、収支計算書を掲載しております。 

まず、９ページの収入でございますが、一番右下の経常収益の合計は２億8689万

1735円でございます。 

次に、10ページの支出でございます。 

同じく、一番右下の経常費用の合計は２億1326万1592円でございます。 

11ページをお願いいたします。 

収入合計から支出合計を差し引いた一番右下の当期一般正味財産増減額の7363万

143円が翌年度への繰越金となります。この繰越金額には基本財産の3000万円を含

んでおります。 

次の12ページ以降には、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録を、16ペー

ジ以降には、令和３年度の事業計画及び収支予算書を掲載しておりますので、ご参

照いただきたいと存じます。 

以上、ご報告申し上げます。 

○服部香代 議長 

池田経済部首席審議員。 

［池田淳志 経済部首席審議員 登壇］ 

○池田淳志 経済部首席審議員 

報告第14号及び第15号、法人の経営状況につきまして、地方自治法の規定により

ご報告申し上げます。 

まず、報告第14号、株式会社小栗郷でございます。 

３ページをお願いいたします。 

令和２年度の事業報告でございます。 
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株式会社小栗郷は、小栗館、お栗茶屋、木遊館及びカントリーパークの管理運営

に当たっております。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響などにより、年間の売り上げ

は前年比約80％となりました。運営につきましては、厳しい環境の中、徹底した経

費削減に取り組むとともに、来場者、生産者目線に沿った職場づくり、売り場づく

りに取り組んでまいりましたが、結果としましては、来客者数は前年比24.3％減の

24万3000人、売上高については前年比18.6％減の３億1892万円、当期純利益は1181

万7416円の損失となっております。 

４ページから７ページにかけまして、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変

動計算書を掲載しております。 

また、８ページから９ページにかけましては、令和３年度の事業計画書及び損益

計算書を掲載しておりますので、ご参照ください。 

続きまして、報告第15号 株式会社鹿本町振興公社の経営状況でございます。 

３ページをお願いいたします。 

令和２年度の事業報告でございます。 

株式会社鹿本町振興公社は、水辺プラザかもと内の温泉施設を含む物産館及び食

事施設などの複合施設と、その周辺、上内田川の河川公園の管理運営に当たってお

ります。 

令和２年度は、こちらも先ほどご説明しましたように、新型コロナウイルス感染

拡大などにより、大きな影響を受けました。対策として、営業時間の変更、徹底し

た経費削減など、職員一丸となって収益確保に取り組みましたが、黒字化には至ら

ず、結果としましては、来客者数は前年比45.2％減の24万9000人、レストランを含

む売上高が前年比38.6％減の２億3670万円、当期純利益金は679万8466円の損失と

なっております。 

４ページから６ページにかけまして、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変

動計算書を掲載しております。 

また、７ページから８ページにかけましては、令和３年度の事業計画書及び損益

計算書を掲載しておりますので、ご参照ください。 

ご報告申し上げました２つの法人につきましては、さらに経営基盤の強化による

経営の安定化を促してまいりたいと考えております。 

以上、ご報告申し上げます。 

○服部香代 議長 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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散 会 

○服部香代 議長 

今期定例会において受理しました請願等の取扱いについては、お手元の請願等文

書表のとおりといたします。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

午前11時08分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２日(木曜日) 
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令和３年（第４回）山鹿市議会９月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

令和３年９月２日（木曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．隈部賢治 

一般質問 

（１）山鹿市消防団の将来像について 

２．関口和良 

一般質問 

（１）ＩＣＴ教育について 

（２）買い物弱者の支援策について 

（３）まちなみ再生事業と稼ぐ観光地再生事業について 

（４）ふるさと納税について 

３．豊田新二郎 

一般質問 

（１）まち・ひと・しごと創生について 

（２）ふるさとやまが大使について 

（３）火の国サラマンダーズとの地域活性化連携協定について 

４．永田壮拡 

一般質問 

（１）建設発生土の処理と土砂埋め立て規制について 

（２）教育問題について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（20名） 

１番  関 口 和 良 

２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 
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４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 

８番  山 下 誠 治 

９番  古 川 和 博 

10番  金 光 一 誠 

11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 

14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 

20番  永 田 紘 二 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 

教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長    大 林 秀 樹 

市 民 部 長    中 尾 雄 二 

福 祉 部 長    佐 藤 ア キ 

経 済 部 長    石 井 耕一郎 

経済部首席審議員    池 田 淳 志 

建 設 部 長    古 江 光 拡 

教 育 部 長    渡 邊 義 明 

消防本部消防長    中 原 茂 昭 

総 務 部 次 長    木 村 隆 男 

市 民 部 次 長    白 石 浩 二 

福 祉 部 次 長    山 﨑 寿 雄 

教育部首席教育審議員    村 上   清 
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環 境 課 長    森   賢 治 

長 寿 支 援 課 長    林   弘 子 

農 林 整 備 課 長    高 森 智 重 

建 設 課 長    樺   浩 介 

都 市 計 画 課 長    隈 部 光 麿 

消防本部消防総務課長    黒 田 武 徳 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    中 村 武 志 

書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 質疑・一般質問 

○服部香代 議長 

日程第１、質疑・一般質問を行います。 

発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。隈部賢治議員。 

［５番 隈部賢治 議員 登壇］ 

○隈部賢治 議員 

皆さん、おはようございます。 

議席番号５番、隈部賢治です。 

発言通告に従い、一般質問を行います。 

私は、平成29年度から令和２年度までの４年間、山鹿市消防団団長として、そし

て平成29年度から熊本県消防協会理事を１年、常務理事を１年、副会長を２年務め

させていただきました。これまでの消防団歴36年間の経験をもとに、山鹿市消防団

の将来像について、私の考えるところと団長をしていたときの分析を交え、質問を

させていただきます。 

まず 初に、私が団長に就任をして取りかかったことが、山鹿市消防団の組織改

革ということで、部の統合の推進をしてきました。現在も継続中になります。 

山鹿市が合併をして16年という年月が流れましたが、消防団も新山鹿市消防団と

なって、改革できたところと、旧体制の方針から抜け出せないところが、今現在で

も多く残っていると思います。 

また、合併当初は旧市町の団員がそのまま新市に移行したため、団員数は多いに

こしたことはないが、当初は山鹿市人口規模からして、多くの団員を抱えていたと

思います。旧町それぞれ単位では団員配置、バランスは取れていたかも知れません

が、平成17年の合併初年度は山鹿市全体で2415名の団員数を抱え、地域の特性、実

情もそれぞれ異なりますが、全体的に見ればバランスが悪いものになっていたと思

います。 

また、合併後の問題として、地域によっては年々と後継者に恵まれず団員を抜け

られない地区や、若い人はいるが入団に同意が得られず入団拒否されたり、高齢に

なり退団したことで地区の団員数が減ることで、地区で活動団員が確保できない等

の、職場、生活、家族形態、社会環境の変化により、団員の確保が問題になってお
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りました。 

私が消防団長を務めた平成29年度の団員数は2087名でしたが、令和２年度は1915

名に減少し、４年で実に198名減少している状況でした。合併当初の団員の平均年

齢は、平成17年度は33歳、令和２年度は37歳で、団員の平均年齢も上がってきてお

ります。平成17年度の山鹿市消防団の分団編成は20分団あり、各部141の部があり

ました。令和２年度は117部で24部減少しました。これは平成19年度に旧鹿北町が

いち早く部の統合をし、班編制をされ、活動できる組織としてスタートしましたが、

再度、統合しなくては活動できない状況に来ております。 

また、令和２年度の各部の人数でいいますと、多いところで25名いますが、少な

い部は２名という部もあります。団員の職業でいいますと、平成17年度の自営業者

は全体の約40％でしたが、令和２年度は23％に減少しております。このことは何を

意味するかといいますと、昼間の火災や災害等の緊急出動ができる団員数が少ない

ということになります。火災時に２名では火は消せません。 低でも４名いなけれ

ば水は出せません。出場できる団員が減少をしているのが現実で、山鹿市の現状で

あると考えます。こんな中でも消防団の責務は、山鹿市民の生命、身体、財産、そ

して安心安全を守るのが責務になります。非常勤消防とはいえ、緊急出動や火災時

の対応、行方不明捜索、日ごろの訓練、装備品の点検、その他地域の行事等に活動

しております。 

そして、山鹿市消防団の年報酬に目を向けますと、一般団員の現在の年報酬は１

万5000円になります。熊本県市町村の中でも残念ながら も低い報酬になります。

年報酬が も高い上天草市は３万1700円になります。14市の一般団員の平均報酬を

見ますと、２万2600円になり、山鹿市とは大変な開きがあるのがわかります。市民

の生命、身体、財産、安心安全を守り、地域の核になる消防団の士気を高めるため

にも、今後考えていかなくてはいけない問題だと思います。 

そして、山鹿市消防団の士気を高めるために、令和２年度からラッパ隊の結成を

いたしました。熊本県の各市町村消防ラッパ隊、音楽隊は９割ほど存在しておりま

す。14市においては、山鹿市消防団だけが結成されていない状況でした。他の消防

団の方からは、出初式やその他の行事など、ラッパ隊がなくて、どのように式典を

行っているのですかと不思議がられます。令和２年度の 後の行事で表彰式を３月

に行いました。早田市長にも市長就任後、初めて消防団行事にご臨席をいただき、

ラッパ演奏、市長式辞で式典を盛り上げていただき、すばらしい式典になったのを

覚えております。 

他の市町村でラッパ隊は十分に活動できる予算もあると聞いております。また、

令和４年の消防団出初式は、ラッパ演奏で盛り上げられる予定です。今までとは違
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ったすばらしい式典になると予想されます。 

また、コロナの影響で男性の全国消防操法大会が２年延期になっております。通

常であれば、熊本県の女性操法大会は令和３年に山鹿市で開催される予定でしたが、

男性の操法大会が２年延期になったため、熊本県の女性操法大会も令和５年にスラ

イドをして、山鹿市で開催される予定となっております。消防団に携わった者とし

て、これからも応援をしていきたいと思います。 

以上、私の経験を通して、問題と思われることを述べてきましたが、これを踏ま

えて山鹿市消防団活動に見合った予算執行がなされているのか、そして現状の消防

団組織の方向性について、４点質問をいたします。 

１点目、山鹿市の今年度の団員数、そして今後の増減予想について、２点目、山

鹿市職員の団員加入率について、３点目、部の統合の進捗状況について、４点目、

今後、団員報酬等の見直しについて、以上４点伺います。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。中原消防本部消防長。 

［中原茂昭 消防本部消防長 登壇］ 

○中原茂昭 消防本部消防長 

隈部議員の一般質問の１点目、山鹿市の今年度の団員数、今後の増員予定につい

て、お答えいたします。 

令和３年４月現在の山鹿市の消防団員数は1829名でございます。昨年度の1915名

から、新入団員82名、退団された団員が168名で、差し引き86名の減少となりまし

た。これは平成17年の合併当初から減少傾向にあります。 

それぞれの地域で消防団員の熱心な勧誘も実施され、毎年ある程度の入団数を確

保しておりますが、退団数が入団数を大きく上回り、結果として減少している状態

でございます。 

また、議員ご指摘のとおり、団員の平均年齢も上昇しており、これも退団者が多

い一因と考えております。 

同規模団体の団員数については、県内で菊池市、宇城市がありますが、1500人程

度で推移しており、それに比べ、当市の団員数はいまだ高い水準にあります。ある

程度の団員減少を過渡期と捉えるなら、人口５万人規模で、山鹿市として適正な団

員数を確定し、今後も確保していくことが大事だと考えております。 

全体の団員数が減少している中において、唯一、消防団ＯＢが入団できる機能別

団員は年々増加傾向にあるため、今後さらなる拡充を目指すなど、団員の確保に向

けた検討を進めていく次第でございます。 

ご質問の２点目、山鹿市職員の団員加入率について、お答えいたします。市職員
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で団員に加入しておりますのは、男性105名、女性30名の合計135名で、市職員数全

体の31％でございます。 

ご質問の３点目、各部、統合の進捗状況につきましては、現在、全般的に協議の

深まりを見せており、特に菊鹿地域と鹿央地域において、年度内統合の話が進行し

ているところでございます。 

菊鹿地域は、部の統合が進み、活動も開始しており、鹿央地域は地元との協議を

詰めている段階でございます。他の山鹿、鹿北、鹿本地域は、団員数の確保が難し

い部を中心に、統合に向けた地元との協議が一部で進められています。団員の確保

が困難な地域があるのも事実で、地域格差のない消防力維持のため、団本部と協議

を重ね、部の統合に努めてまいります。 

ご質問の４点目、今後の団員報酬等の見直しにつきましては、本年４月に総務省

消防庁から、消防団員確保に向けて団員報酬の基準を示すなど、処遇改善を図るよ

う通知されたことから、全国的な動きを見せております。山鹿市としましても、ご

指摘のとおり、年額報酬は低水準となっており、改善に向け検討を進めているとこ

ろでございます。 

今後、他市における消防団への報酬の現状や改正等の動向を踏まえまして、協

議・改善に努めてまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

隈部議員。 

［５番 隈部賢治 議員 登壇］ 

○隈部賢治 議員 

団員数は減少傾向にあるということですが、山鹿市に限ったことでもなく、団員

数の減少については、近隣、類似する人口規模の市と比較しても、まだ多い団員数

を確保できていると思います。熊本県の中でも、山鹿市は４番目に多い団員数を確

保できております。現在、山鹿市消防団員数は適正数に向かう過渡期であるとも言

えます。しかし、減少をそのまま見過ごすこともできず、山鹿市規模に見合った団

員数の確保に努めていただきたいと思います。 

地域の実情等により、何名いれば十分であるということは一概に言えませんが、

私が近隣他市の消防団を見た限りでは、1500名ぐらいが適正人員ではないかと思い

ます。しかし、山鹿市全体を見ると、地域に偏った1500名と、山鹿市全体に均等に

配置された1500名とでは、消防力は違ってきますし、機動力も違ってきます。ぜひ

バランスのとれた団員配置をお願いしたいと思います。 

地域の有事の際に、消防団として地域で活動できる人数としては５名必要である
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と考えております。昼間の火災で出場できる団員数は４分の１、５名必要となりま

す。よって、５名確保するためには、20名必要ということになりますので、団員数

の確保が難しい地区の部の統合を推進してきたところでもあります。 

答弁で、菊鹿地区、鹿央地区では、大きく統合に向けた協議がなされているよう

で、懸案であった団員の確保が厳しい地区への消防力が増幅され、前進しているこ

とに少し安心を感じたところでもあります。 

また、団員報酬については、消防団の減少は報酬が低いからとはいいませんが、

消防団員の処遇の改善は、ぜひ推進していただきたい案件であります。答弁で年間

報酬の引き上げも検討されているということで、期待をするところでもあります。

ただ、報酬引き上げと団員数の適正化とはセットで考える必要があり、引き上げる

となると団員数も多く、山鹿市の財政にも大きな負担となる、そのように思います。

今後、山鹿市の人口規模における適切な団員数管理をお願いするところでもありま

す。 

消防団は非常勤であり、団員の職業が出場率に大きく影響されます。山鹿市に雇

用の場が少ないというのも、昼間の出場に大きく影響されるものであり、今後、企

業誘致面でももっと積極的に行ってもらいたいところでもあります。そうでないと、

団員の出場率の改善につながらないと考えるところでもあります。このことは消防

団にかかわらず、山鹿市全体の課題改善にもつながると思っているところでもあり

ます。 

そして、山鹿市の職員で団員加入者は135名いるという答弁でしたが、結構在籍

されていることがわかりました。135名が団員であることもわかり、消防団への理

解の深さを感じております。昼間の火災において、出場できる団員数が減少してい

ることを考えますと、市職員で団員が有効活用として、合併前の旧町にあった機動

隊の組織を出場させることも出場率の向上につながるのではないかとも考えます。 

私が団長時、台風、水害、地震と、災害のおそれや災害があったときは、山鹿市

消防本部に詰めて常備消防と消防団幹部とで、災害情報交換を行い、団活動面で連

携の重要性を感じ、この連携の可否が市民の安全につながると信じております。 

そこで、市長にお尋ねをいたします。山鹿市の人口減少、高齢化等で、団員の確

保が困難となることが予想されることから、２点質問をいたします。１点目、山鹿

市職員の団員を市機動隊として活用されるかについて、２点目、将来の団員確保と

常備消防のさらなる充実をどうお考えなのかお伺いします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 
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○早田順一 市長 

１点目の山鹿市職員の団員を市機動隊として活用することについて、お答えいた

します。 

現在、市職員135名が消防団に所属し、職務中に災害・火災等が発生した場合は、

業務に支障がない範囲で出動をしております。旧市町での機動隊は、広域消防本部

発足以前からの流れで、職員により組織され、火災に出動しておりました。 

山鹿市においては、以前から旧山鹿市消防団の機動分団が活動しておりましたが、

現在は機動部として第１分団で活動しております。その中には、市職員の団員も所

属していると聞いております。 

ご指摘のように、現在の各市民センターで機動隊を新しく組織し、勤務中の市職

員の団員が出動することは、限られた人員配置の問題から、難しいと考えておりま

す。 

また、市役所本庁から出動することにつきましては、現在も既に機動部として第

１分団で市職員が活動していることから、新たな機動隊を結成するには至らないと

の考えでございます。 

次に、将来の団員確保と常備消防のさらなる充実について、お答えいたします。 

近年は、人口減少・高齢化が進み、消防団員が減少傾向にあることはご指摘のと

おりでございます。その一方で、若い世代において消防団に入団していない者が存

在することも事実でございます。 

まずは、団員確保の根本的な対策として、そのような人材を確保するために、消

防団が地域を守る崇高な使命感を持つことを伝え、消防資機材の充実や報酬などの

処遇改善に努めることで、将来の団員確保につなげていきたいと考えております。 

また、常備消防につきましては、山鹿市単独の消防本部として、昼夜を問わず、

救急や消防活動に従事しており、消防団と協力して山鹿市民の安心安全の確保に努

めているところです。 

近年は、毎年のように風水害が全国各地で発生し、この山鹿市がいつ被災しても

おかしくない状況にあります。本年８月の大雨では、全国の広い範囲で大きな被害

が発生し、本市においても土砂災害などが一部で発生したところでございます。 

このたび、消防本部及び消防団員は、避難のための広報や被害状況確認と、その

対応活動に延べ６日間、1876名が従事をしていただきました。そのような中で、山

鹿市といたしましても、これまで以上に災害等に備えるため、消防力の強化に努め

ていくことが重要であると考えております。 

現在、熊本県において、山鹿市消防を含めた県内12の消防本部を対象とした消防

力強化推進計画が策定されておりますが、その推進計画の一つにある消防司令シス
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テムの共同整備の協議を進めているところでございます。 

今後も、山鹿市消防だけでなく、いろんな分野で連携を図っていくことで、消防

のさらなる充実強化に努め、市民の負託に応えていきたいと考えております。 

○服部香代 議長 

隈部議員。 

［５番 隈部賢治 議員 登壇］ 

○隈部賢治 議員 

市長が答弁のとおり、135名の市職員の現団員はそれぞれの各部に所属しており、

市機動隊として活用は厳しいものと思います。しかし、市職員の中でも山鹿市外に

在住されている職員の消防団加入率が非常に低いとも聞きます。そして、市内在住

の職員でもどこの部に所属していいかわからない職員もいると聞きます。そういっ

た職員の皆さんに、昼間のみに出場できる機動隊の組織づくりを今後ご検討いただ

ければと思うところでもあります。 

昼間の出場率が低い現状を考えますと、山鹿市民の安心安全は守られていない状

況に来ていると思います。そして、全国的にも２年連続で１万人の団員減少という

社会現象が起きております。山鹿市でも例外ではない状況に来ています。昔から団

員数が多いのは、都市部ではなく地方部であり、急激な過疎化の進行も一因として

考えられます。各地で毎年発生している各種災害等、異常気象に対応していくこと

が求められてきております。 

近年では、山鹿市においては特に大きな災害は発生しておりませんが、今後いか

なる時期でも、異常気象によって各種災害が発生するおそれがあります。団員がい

かなる場合でも、各種災害に対応できる環境づくりをこれまで以上に消防団組織を

整えていくことが、山鹿市民の安心安全につながっていくものと思います。 

そして、山鹿市の安心安全のため、これからの山鹿市消防団が活動しやすい環境

になっていくことを願いまして、私からの一般質問を終わらせていただきます。 

○服部香代 議長 

以上で、隈部議員の一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、関口和良議員の発言を許します。関口議員。 

［１番 関口和良 議員 登壇］ 

○関口和良 議員 

おはようございます。 

議席番号１番、れいわ創造の関口和良でございます。 

今回の一般質問は、れいわ創造を代表しまして、ＩＣＴ教育について、買い物弱

者に対しての支援について、まちなみ再生事業と稼ぐ観光地再生事業について、ふ
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るさと納税についての４件の質問をいたしますので、一問一答でお願いいたします。 

早速ですが、ＩＣＴ教育についてお尋ねいたします。 

社会の情報化が急速に進む中、国の肝いり政策でもあるＩＣＴ教育は、驚くよう

な速さで導入が進められております。８月２６日付熊日新聞に、全国の小中学校を

対象に電子教科書の効果を検証する実証授業を行う方針との記事がありました。山

鹿市においても、昨年度、全小中学校の児童・生徒にタブレットの貸与が完了して、

授業で活用されていると思います。 

そこで、タブレット教育の現状と課題についてお尋ねします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。村上首席教育審議員。 

［村上清 首席教育審議員 登壇］ 

○村上清 首席教育審議員 

ご質問のタブレット導入後の現状と課題について、お答えいたします。 

まず、現場についてです。１人１台端末の時代になり、今年度から学校の授業内

外でタブレットの活用が急速に進んでいます。授業の中での効果としましては、児

童・生徒の興味関心の高まり、説明時間の短縮、多様な考え方の共有など、さまざ

まな効果が見られています。 

具体例を幾つか挙げますと、テレビ会議システムなどでほかの学校や県内外の博

物館などと遠隔授業を行うことで、リアルタイムでやりとりができています。また、

児童・生徒全員が授業に参加しやすくなります。例えば、挙手して発表が苦手な子

供たちの意見も、クラスみんなに伝えることができます。さらには、短時間で意見

を集計したり、表やグラフに整理して見直したりすることもできます。今後、授業

の中での使い方については、より効果的な活用方法の研究がさらに進んでいくと思

われます。 

授業以外の部分では、コロナ禍で集合型の集会等を避けるために、リモートで行

ったり、タブレットを持ち帰ることにより、家庭学習での利用や健康観察等にも大

きな力を発揮したりしています。 

一方、山鹿市としましても基本操作の研修を持ちましたが、今後も引き続きＩＣ

Ｔ支援員５名による支援の充実や、その他の支援策が課題になっています。 

また、児童・生徒の書く力、読む力、想像力の低下が心配されています。時と場

合によっては、あえてＩＣＴ機器を使わない場面の設定、読書時間の確保も必要に

なってくると考えています。さらに、授業の中でＩＣＴ機器をただ使うことが目的

になってしまうおそれもあります。教科書等の本質的な学びのためのＩＣＴ機器の

活用であることを日々点検していく必要があります。 
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後に、情報モラル教育の必要性です。児童・生徒による相手の嫌がるような書

き込みの報告がありました。学校だけではなく、家庭、地域、行政が一体となって

情報モラル教育にも力を入れていく必要があると考えています。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

関口議員。 

［１番 関口和良 議員 登壇］ 

○関口和良 議員 

ご答弁いただき、聞いていて、やり方次第では想像もしていないようなことがで

きる可能性があるなと感じております。 

そこで、本市における今後の展開についてお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。村上首席教育審議員。 

［村上清 首席教育審議員 登壇］ 

○村上清 首席教育審議員 

ご質問の、今後の方向性について、お答えいたします。 

今後は、授業の中での効果的な活用の研究を進めてまいります。今年度、県教育

政策課や県教育センターの指導を受けながらの研修を実施していますが、教職員の

ＩＣＴ活用技術にはまだ差が見られます。どのような場面で、どのように使うと、

児童・生徒の学習効果が高まるかが課題であると考えています。 

また、１人１台端末利用の時代となり、学習ツールとしてうまく使えば、児童・

生徒にとっては理解の助けになりますし、お互いの考えを共有するなど、ひとり学

び、学び合いの両面で力を発揮します。 

現在、インターネットは情報収集ツールとして、幅広い世代に受け入れられてい

ます。調べたい内容があれば、キーワードを打ち込んで検索すると、それに関連し

た情報を瞬時に見ることができます。いつでも 新のニュースをチェックすること

もできます。使い方によってはとても便利です。 

しかし、情報収集ツールとしてのインターネットには、デメリットもあります。

それは、情報の信憑性に疑問があるという点です。インターネットに投稿された間

違った情報が拡散され、問題となることもよくあります。こうしたデメリットにつ

いても、児童・生徒に理解させ、インターネットの情報をそのままうのみにせずに、

自分で情報の正しさを確認するよう指導していくことが大切です。 

課題や目的に応じた情報手段を適切に活用していく力、必要な情報を主体的に収

集、判断、処理、創造していく力、受け手の状況などを踏まえて発信したり、伝達
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したりしていく力が求められています。 

ＩＣＴを活用した教育は、大きなメリットがありますが、その反面、デメリット

があるのも事実です。ＩＣＴ教育を推進するとともに、デメリットを回避したり、

解消したりする取り組みも同時に展開していきたいと考えています。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

関口議員。 

［１番 関口和良 議員 登壇］ 

○関口和良 議員 

引き続き、よりよいＩＣＴ教育環境の整備のため、よろしくお願いいたします。 

次の質問にまいります。買い物弱者に対する支援策についてお尋ねします。 

山鹿市において、人口減少に伴う過疎化や高齢化が急速に進んでいる中、交通弱

者対策として、平成20年からあいのりタクシーの運行が始まり、自宅から病院や買

い物に直接行くことができ、公共交通の要として一定以上の成果が上がっており、

非常によい施策だと思っておりますが、あいのりタクシー以外で、買い物弱者対策

としてどのようなものがありますか。 

一方で、大型のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの出店増加等の

影響か、これまで各地区にあった小売店は閉店したというか、なくなっているのが

現状です。この現状に対して、山鹿市では今後どのような対応を考えておられるの

か、あわせてお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

関口議員のご質問、買い物弱者に対する支援策について、お答えいたします。 

本市におきましては、先ほど議員が申されたあいのりタクシーのほかに、高齢者

や障害者の方への移動支援としまして、外出支援タクシー利用助成事業を行ってお

ります。対象は、家族による移送や路線バスなどの利用が困難な住民税非課税世帯

の方でございます。申請を受け、助成の対象となられた方には、一月1600円を限度

にタクシー利用券を送付しております。 

また、高齢者に対する日常生活の支援としまして、生活支援サポート事業を行っ

ております。サポートの内容としましては、買い物の代行のほか、ごみの分別、衣

がえ、布団干し、精米など、さまざまな日常生活上の身近な困り事に対応をいたし

ております。対象は、ひとり暮らしなどで日常生活上の支援が必要とされる在宅の
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高齢者です。利用者の方には、１回１時間当たり300円でご利用をいただいており

ます。 

これら以外にも、生活支援体制整備事業の中で、生活圏域ごとに生活支援コーデ

ィネーターを配置をし、地域の困り事を地域の中で解決するための支援を行ってお

ります。一部の圏域では、介護予防拠点での通所事業の開催日に合わせ、週１回な

いし２回、移動販売車を招いているところもございます。 

今後も、現在行っております各種支援事業の周知や拡充を図るとともに、増加が

見込まれる買い物弱者に対する支援につきましては、引き続き各関係部署と協議を

行い、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指して、必要な体制整備を行ってま

いりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

関口議員。 

［１番 関口和良 議員 登壇］ 

○関口和良 議員 

ぜひとも、誰もが安心して暮らせるまちづくりのために、関係部署との協議はも

ちろんのこと、住民の皆さんの意見やアイデアを取り入れた地域の実情に応じたき

め細やかなサービスの提供ができるようにお願いいたします。 

次に、まちなみ再生事業と稼ぐ観光地再生事業についての質問に移ります。この

コロナ禍の中で、山鹿地域は経済的にも精神的にも大きなダメージをこうむり、先

行きの見えない日々を過ごしております。 

そんな中、広報やまが８月号にも掲載されていました令和３年度施政方針の中に

記されていました、まちなみ再生事業と稼ぐ観光地再生事業についてお伺いいたし

ます。 

まちなみ再生事業とは、豊前街道に点在する空き家・空き店舗などを利活用した

新しいにぎわいの拠点を創出し、まちなみの再生を図りますとあります。確かに、

ここ数年、おいしいお店ができたとか、行ってみたいお店ができたとか、ほかにも

たくさんの意見を山鹿市内外の方々から聞いております。また、いつかは豊前街道

沿いで事業を始めたいといった声も聞きます。さらには、コロナの影響で暗い雰囲

気が立ち込めている現在、志を持って地域を盛り上げようと思っていらっしゃる方

もいらっしゃいます。 

そこでお尋ねですが、このまちなみ再生事業の事業目的と、これまでの実績とし

て豊前街道歴史的まちなみ再生事業補助金を活用され、新規出店された店舗数及び

補助金交付額についてお聞きします。また、今後もこの事業は継続されるお考えで
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しょうか、あわせてお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。古江建設部長。 

［古江光拡 建設部長 登壇］ 

○古江光拡 建設部長 

関口議員の一般質問、まちなみ再生事業について、お答えいたします。 

本市の中心市街地であります豊前街道沿線は、国指定重要文化財、八千代座やさ

くら湯、灯籠民芸館など、歴史的価値の高い資源や、貴重な歴史的・文化的価値を

持つ民間建造物が集中している地域であり、商業や観光振興に大きく寄与いたして

おります。 

しかし、近年では、老朽化に伴う沿線の空洞化が進行しており、まちなみの景観

的連続性が失われつつあります。これらの課題を解決するために、まちなみ再生事

業として、豊前街道沿いの街並みの景観を守るため、既存の建築物の維持保全を図

るとともに、地域の活性化を目的として取り組んでおります。 

主たる事業でございます豊前街道歴史的まちなみ再生事業は、豊前街道に点在す

る空き家・空き店舗を活用した新規出店を行う者に対して、景観を含む建物改修工

事などに要する経費の一部を助成することで、街道沿いのまちなみの再生と新たな

にぎわいの創出を図るものであり、平成30年度に制度を創設しまして、令和２年度

までの３年間に、15件の新規出店を支援いたしまして、総額で7128万5000円の補助

金を交付いたしております。 

今後におきましても、本市で取り組みます関係事業との連携を図りながら、引き

続き魅力あふれる豊前街道沿いの歴史的まちなみ再生に取り組んでまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

関口議員。 

［１番 関口和良 議員 登壇］ 

○関口和良 議員 

点在する空き家・空き店舗の点を面にしていただき、多くの方々に散策・回遊し

ていただけるような、地域がにぎわう拠点づくりのため、これからもよろしくお願

いいたします。 

次に、稼ぐ観光地再生事業についてお伺いいたします。稼ぐ観光地再生という、

壮大で、なおかつとても夢があり、わくわくする名前ですが、この事業はどのよう

な目的で実施されているのか、また具体的にどのように取り組みが行われているの

かお尋ねします。 
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また、現在、全国的な新型コロナ感染拡大により、大変厳しい状況が続いていま

すが、今後ますますワクチン接種等の施策が進めば、感染者の減少、そして人の交

流等も再び始まり、観光需要等も高まってくるのではないかと期待をしております。

今の厳しい状況を乗り越えた先にあるアフターコロナを見据え、観光で稼ぐ仕組み

を構築するために、どのようなお考えでおられるのか、あわせてお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。池田経済部首席審議員。 

［池田淳志 経済部首席審議員 登壇］ 

○池田淳志 経済部首席審議員 

関口議員のご質問、稼ぐ観光地再生事業について、お答えいたします。 

当事業は、本市ならではの地域資源を活用し、地元の事業者など、多様な関係者

が一体となり、にぎわいづくりや稼ぐ仕組みの構築を目的として取り組んでいるも

のでございます。 

昨年度は、コロナ対策として、飲食店や宿泊事業者向けの研修会のほか、宿泊事

業者と連携して、感染症対策マニュアルを作成し、全宿泊施設と温泉施設の訪問調

査を実施しました。また、豊前街道沿いの事業者の交流を促進するための支援や、

中町及び下町の街道沿いの店先に、九日町と同様の木製看板を設置する働きかけな

ども行っております。 

今年度は、アフターコロナを見据え、市内のさまざまな事業者の連携を深め、経

済の好循環の流れを生み出す創意工夫ある取り組みを支援する、観光みらいステッ

プアップ補助金事業のほか、山鹿温泉旅館の女将と菊鹿ワイナリーのスタッフとの

交流など、これまで接点がなかった事業者間をつなぐ支援を進めているところでご

ざいます。 

今後、観光地としてのにぎわいや、稼ぐ仕組みを構築するには、それぞれの団体

や事業者がさらに連携を深め、来訪者に互いの店舗や商品などを紹介し合えるよう

な関係性の構築や、事業者が地元のすばらしさを認識し、稼ぐ仕組みづくりのアイ

デアを出し合い、実行に移していくことが必要不可欠でございますので、本事業を

通して、このような取り組みに積極的な事業者への支援を強化してまいりたいと考

えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

関口議員。 

［１番 関口和良 議員 登壇］ 

○関口和良 議員 
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行政が行うべきこと、民間が行うべきこと、立場によって、できること、できな

いことがあると思いますが、官民一体、オール山鹿でこの稼ぐ観光地再生という大

きな目標に挑んでいきたいと思いますし、挑まなければいけないと思います。その

ために、山鹿市として今まで以上に積極的かつ柔軟に動いていただけることを切に

お願いします。 

次に、 後の質問に移らせていただきます。 

６月定例会において、原議員の一般質問でもお聞きしたふるさと応援寄附金につ

いて、再度お伺いいたします。 

総務省が先ごろ発表した令和２年度のふるさと納税寄附金額の総額は約6724億円

で、前年比137％と、大幅に拡大し、前回２位の宮崎県都城市に至っては約135億円

と、前年から比べて30億円ほど寄附額を伸ばして全国１位になられております。 

さて、本市のふるさと応援寄附金についてお尋ねいたします。６月定例会での答

弁では、お米、馬刺し、あか牛などの肉類、スイカ、メロンなどの季節の果物、チ

ーズの燻製などの加工品、温泉旅館やゴルフ場の利用券等が本市の人気の返礼品と

のことですが、本年１月からの寄附額やランキング等は把握されておりますか。ま

た、今年度は24の事業に寄附金を活用して、今後は新型コロナの対策にも活用でき

るよう寄附額の拡大と、多くの方々に山鹿市を知っていただき、地域ブランドの知

名度を向上させるために積極的かつ効果的な情報発信の手段である新たなポータル

サイトの導入を検討するとの答弁をいただきました。 

実は、この答弁をいただき、私たちれいわ創造の３人は、今定例会にポータルサ

イト導入等に向けての補正予算が組まれていなかったことに対して、とても残念に

思っているところです。なぜなら、ふるさと納税の性質上、例年、年末が特に寄附

額が多く、寄附者の皆様にとって一番の注目シーズンです。それを逃すことはない

だろうと考えたからです。また、よその自治体の中には、この時期、年末のふるさ

と納税一番の注目シーズンに向けて補正予算を組まれているところもあるようです。 

そこで、山鹿市では年末に向けて、どのような対策をお考えでしょうか。あわせ

てお伺いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

関口議員のご質問、ふるさと納税について、お答えをいたします。 

まず１点目の、本年１月から８月までのふるさと応援寄附金額につきましては、

８月23日現在、申し込みベースで3482万1000円となっております。また、返礼品と
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して申し込みが多かった順に、スイカ、メロンなどの果物、馬刺しやあか牛ステー

キなどの肉類、米、燻製チーズなどの加工品、赤卵となっております。 

次に、２点目の年末に向けての寄附額をふやすための取り組みにつきましては、

返礼品については、やまが和栗を使用した加工品の新規返礼品の開発や、既存返礼

品の規格の見直し、定期的に返礼品を送付する定期便制度の採用、さらには市内企

業の技術を生かした返礼品の導入などの検討を進めております。 

また、ポータルサイト上での魅力をアップするために、寄附者の目にとどまりや

すい寄附へとつながるよう、生産者や返礼品情報を盛り込んだページの追加などを

行っていきたいと思っております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

関口議員。 

［１番 関口和良 議員 登壇］ 

○関口和良 議員 

山鹿地域には、自信を持って自慢できる農産物や観光資源などが豊富にあります。

これらをふるさと応援寄附金の返礼品としてＰＲすることは、寄附額をふやすだけ

でなく、全国の方々に山鹿地域のことを知っていただき、興味や関心を持っていた

だける手段のはずです。現在、感染拡大防止の観点から、直接の交流ができにくい

ですが、このふるさと応援寄附金はコロナ禍でもでき得る関係人口・交流人口の獲

得、そしてその先の移住・定住にも通ずる施策だと、私は考えます。ぜひとも、官

民一体となって推し進めていただきたいと思います。 

以上で、れいわ創造を代表しての質問を終わりにいたします。ありがとうござい

ました。 

○服部香代 議長 

以上で、関口議員の一般質問は終了いたしました。 

ここでしばらく休憩いたします。 

午前10時59分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時13分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、豊田新二郎議員の発言を許します。豊田議員。 

［７番 豊田新二郎 議員 登壇］ 

○豊田新二郎 議員 
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皆さん、おはようございます。 

議席番号７番、豊田新二郎です。 

発言通告に従いまして、３点の質問をさせていただきたいと思います。 

新型コロナウイルスの世界的流行による史上初の１年延期を経た東京五輪は、８

月８日に17日間の幕を閉じ、現在は東京パラリンピックが開催中であります。新型

コロナウイルス感染拡大が続く中、開催の可否をめぐっては、国民世論は分断され、

開催そのものの意義が問われた大会となりました。 

しかし、努力を積み重ねてきたトップアスリートの真剣勝負は、メダルの有無に

かかわらず、うれし涙や悔し涙も、多くの人に勇気と感動をもたらしたのではない

かと思います。また、コロナ禍で暗く沈んだ世界にスポーツの持つ力を示してくれ

たと思います。 

山鹿市からもオムロンハンドボール部の永田しおり選手が日本代表として出場さ

れ、一次リーグで敗退しましたが、全５試合に出場し、モンテネグロ戦では45年ぶ

りの勝利を挙げられました。今回の東京五輪に出場した永田選手の活躍は、今後、

五輪を目指す子供たちのいい目標になったのではないかと思います。 

それでは、１点目の質問です。地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税

について伺います。先ほど、関口議員も質問されましたが、個人向けふるさと納税

については、これまで以上、精力的に取り組まれ、さらなる工夫を凝らし、寄附額

の増額に努力いただきたいと思いますが、もう一つの手法として、企業版ふるさと

納税にも取り組まれてはいかがかと思います。 

個人向けふるさと納税のスキームとは違い、企業版ふるさと納税は国が認定した

地方公共団体の地方創生プロジェクトに対し、企業が寄附を行った場合に、法人関

係税から税額控除される仕組みです。令和２年度より地方創生のさらなる充実・強

化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、制度が大幅に見直さ

れました。これにより、損金算入による軽減効果、寄附額の約３割と合わせて、

大で寄附額の約９割が軽減され、実質的な企業負担が約１割まで圧縮されるなど、

より使いやすい仕組みとなっております。 

また、税控除額の特例措置を５年間延長し、令和６年までとなりました。国とし

ては、制度を延長し、企業の税負担を減らすことで、新産業の振興策など、地方経

済の活性化を後押しする事業に民間資金が流れやすくする考えもあるようです。 

企業にとってのメリットは、社会貢献企業としてのＰＲ効果、地方公共団体との

新たなパートナーシップの構築、地域資源を生かした新事業展開などが挙げられま

す。 

また、令和２年10月に、人材派遣型が創設されました。企業版ふるさと納税の仕
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組みを活用し、専門的知識、ノウハウを有する企業の人材の地方公共団体等への派

遣を促進することを通じて、地方創生のより一層の充実・強化が図られるものです。

山鹿市の財源確保の観点から、個人向けふるさと納税とともに、この企業版ふるさ

と納税にも取り組まれ、山鹿市をＰＲしていただき、ひいては企業との交流が生ま

れ、これが企業誘致への契機になればと思っております。この企業版ふるさと納税

の取り組みについて、見解を伺います。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

豊田議員のご質問、企業版ふるさと納税の取り組みについて、お答えいたします。 

企業版ふるさと納税につきましては、議員ご案内のとおり、令和２年度の制度改

正により、損金算入とあわせた法人関係税の軽減効果が、従来の 大約６割から約

９割まで引き上げられた結果、実質的な企業負担が約１割まで圧縮されています。 

また、本制度の活用に当たっては、国から地域再生計画の認定を受ける必要があ

りますが、自治体における事務負担の軽減に向け、手続きを簡素化する観点から、

従来の個別事業ごとに認定する仕組みに加えて、地方版総合戦略に位置づけられた

事業を包括的に認定する仕組みが新たに導入されました。 

こうした中、本市においても、ｅスポーツ関連事業を初めとする稼ぐ観光地再生

事業について、企業からの寄附の受入体制を整備するため、国に対し、当該事業で

の企業版ふるさと納税制度の活用に係る地域再生計画の変更認定申請を行い、去る

７月８日付で認定されたところです。 

今年度からの新たな取り組みであるｅスポーツ関連事業については、去る６月21

日に一般社団法人熊本ｅスポーツ協会と連携協定を締結し、今後、地域の祭りやイ

ベントと連携したｅスポーツ大会の開催等を通じて、市民の認知度向上と幅広い分

野での活用促進を図っていくこととしています。 

なお、企業版ふるさと納税制度においては、寄附活用事業の事業費の範囲内にお

いて、企業からの寄附を受け入れることが可能となっており、今年度においてはｅ

スポーツ関連事業を初めとする稼ぐ観光地再生事業の総事業費1200万円のうち、国

費を除く本市負担分の600万円について、企業からの寄附を募集しているところで

ございます。 

今後は、第２期山鹿市総合戦略に位置づけられた各事業において、幅広く企業版

ふるさと納税制度が活用できるよう、令和４年度当初予算の編成と合わせて、包括

的な地域再生計画を策定し、同制度を通じた寄附を県内外の企業に積極的に呼びか
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け、地方創生の推進に係る財源の確保を図ってまいります。 

また、人材派遣型企業版ふるさと納税制度の活用を初め、本市における地方創生

の取り組みのさらなる充実・強化に向けた対策についても検討を進めてまいりたい

と考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

豊田議員。 

［７番 豊田新二郎 議員 登壇］ 

○豊田新二郎 議員 

現在、企業は都市へ集中している状況において、今回のコロナウイルス感染拡大

の影響により、今までの働き方について、これを機会に見直しをされようとしてお

ります。今後、各企業はテレワークでの作業やリモート会議などにより、業務の進

め方について地方の分散も検討されていくのではないかと思います。 

また、近年は地方創生の取り組みの推進を経営理念に掲げる企業も増加しており

ます。この企業版ふるさと納税を通じた地方との連携により、各自治体と企業との

間で新たなパートナーシップの構築の可能性が広がることを期待されております。

企業に対し、ふるさと納税を理解していただくことが も重要であります。 

民間企業で言えば、いわゆる営業の部分です。これだけのチャンスをいかに山鹿

市に引き寄せることができるか、どのような企画で企業の方々に山鹿市の魅力を伝

えられるか、本市がやるべきことはたくさんあります。山鹿市への寄附企業を拡大

させるためのアプローチ策をしっかりと考えていただき、地方創生の推進にかかわ

る財源の確保を進めていただきたいと思います。 

続きまして、２点目の質問です。ふるさとやまが大使について質問いたします。

ふるさとやまが大使は、当該自治体の出身者で、発信力のある人や地域ゆかりの著

名人らに、ふるさとやまが大使等の肩書をつけて委嘱し、他地域や全国でふるさと

が持つ豊かな自然環境、歴史、芸術、スポーツ、産業などを広くＰＲを担ってもら

う制度であります。 

ふるさとやまが大使には、１団体４名の方のお名前がありますが、この方々はど

ういう基準で大使に決まったのでしょうか。また、役割と活動状況、今後の展望を

伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 
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ご質問の、ふるさとやまが大使について、お答えをいたします。 

ふるさとやまが大使は、平成20年度から制度運用を開始し、現在、１団体と４名

の方に委嘱しております。それぞれ委嘱当時の基準により委嘱を行い、その方の人

脈やネットワーク等を活用し、山鹿市の豊かな歴史、芸術、文化等を宣伝していた

だいております。 

委嘱の基準は、山鹿市出身、または山鹿市に何らかのゆかりがあり、人格、見識

に優れる者であること、かつ各分野において活躍しており、人脈やネットワーク等

を活用し、山鹿市の魅力を広くＰＲできる者であることとしております。平成25年

に策定しました委嘱指針の中で、要件についてより明確に規定しているところでご

ざいます。 

また、大使の役割は、市の魅力を積極的に紹介、宣伝すること、市への提言、助

言、情報提供を行うこと、その他、市の振興に係る各種協力を行うこととしており

ます。 

今後は、山鹿市出身、またはゆかりのある方で、さまざまな分野において第一線

で活躍されている方を新たな大使として委嘱し、より一層全国に向け、山鹿市をＰ

Ｒしていきたいと考えております。 

また、委嘱後は、市内の中学生・高校生を対象とした山鹿創生塾での講演をお願

いし、将来の山鹿を担う人材育成にも寄与していただくなど、ふるさとやまが大使

としての活躍の機会をふやしていきたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

豊田議員。 

［７番 豊田新二郎 議員 登壇］ 

○豊田新二郎 議員 

ふるさとやまが大使については、ソーシャルメディアの発展により、地域の魅力

を全国に発信し、イメージアップを図る取り組みとして多くの自治体で取り組まれ

ております。ふるさとやまが大使については、2014年にシャンソン歌手の珠木美甫

さんが委嘱されて以来、どなたも委嘱されておりません。今後は、さまざまな分野

において、第一線で活躍されている方をお考えということでありますが、山鹿市出

身の方にはスポーツや芸能分野でも活躍されている若い方もおられます。 

例えば、Ｊリーグで活躍中のモンテディオ山形の中原輝選手、ロアッソ熊本の河

原創選手、鹿島アントラーズの荒木遼太郎選手といったプロサッカー選手、そのほ

かにも芸能分野で映画監督の方、人気ドラマのプロデューサーの方、劇団四季の団

員の方、女優として活躍されている方など、多数おられます。今の時代、ＳＮＳは
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世代や地域を問わず、広く普及しているため、地域の人たちだけではなく、全国的

な広報が可能となります。ＳＮＳ等も活用し、山鹿市の魅力を積極的に発信してい

ただき、提言、助言、情報提供を行っていただけるような新たな委嘱も検討をお願

いしたいと思います。 

続きまして、３点目の質問です、近年は、定住人口が減少する中、トップスポー

ツチームとの連携や応援を盛り上げることによる交流人口の拡大、地域の活性化を

重点施策として掲げている自治体も多く見られます。 

山鹿市でも、７月に九州アジアリーグ所属の火の国サラマンダーズと、地域活性

化連携協定を結ばれましたが、今後どのような連携をお考えか伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、火の国サラマンダーズとの地域活性化連携協定について、お答えをい

たします。 

火の国サラマンダーズは、プロ野球独立リーグの九州アジアリーグに所属をされ、

藤崎台県営野球場を本拠地に、山鹿市民球場を準拠点とするプロ野球チームで、昨

年９月に地元熊本の球団として設立をされております。 

火の国サラマンダーズと球団が準拠点とする本市においては、相互連携と協働に

より、交流人口の拡大による地元経済の活性化と野球の普及促進などに関する地域

活性化連携協定を締結し、去る７月16日に調印式を行ったところでございます。 

この協定によります具体的な取り組みといたしましては、交流人口の拡大を目的

に、県内外の試合を通じて山鹿市のＰＲを行っていただくことや、山鹿市民球場で

の日本野球機構所属チームとの交流試合を通じ、観客を呼び込んでいただくほか、

地元の子供たちを対象とした野球教室やチャリティーマッチ、イベントの展開など

によりますスポーツ文化の振興への貢献、地域活性化の分野では、本市の経済団体

などと連携をしていただき、物産展の開催や地域のイベント、祭りへの選手が積極

的に参加をしていただくなど、にぎわい創出に寄与することなどを盛り込んだもの

になっております。 

今後は、こうした活動の実効性をより担保できますよう、関係部署、団体とも連

携を図りまして、適宜、球団とも協議を重ねながら、本市と球団相互に有益なもの

となりますよう取り組んでまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 
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豊田議員。 

［７番 豊田新二郎 議員 登壇］ 

○豊田新二郎 議員 

熊本県内にもサッカーＪ３ロアッソ熊本、バスケットボールＢ２熊本ヴォルター

ズ、九州独立プロ野球リーグの火の国サラマンダーズの３チームがプロチームとし

て活動されております。その１チームである火の国サラマンダーズと、準拠点とし

て地域活性化連携協定を結ばれたのは、今後の山鹿市において交流人口の増加、地

域活性化や青少年の健全育成につながり、大変喜ばしいことと思います。 

一昨日は、うれしいニュースも流れてきました。６月から火の国サラマンダーズ

に加入していた元広島東洋カープの小窪哲也選手が、ＮＰＢのロッテに入団が決定

しました。小窪選手は、６月13日に山鹿市民球場で行われた初の公式戦で、移籍第

１号のホームランを打ちました。この小窪選手のホームランは、観戦していた少年

野球チームの子供たちの目にも焼きついたのではないかと思います。今後、日本野

球機構所属のチームとの交流試合、子供たちを対象とした野球教室や、チャリティ

ーマッチ、イベント等の開催により、子供から大人まで楽しめる地域振興につなが

ればと思います。来年からは参加チームもふえるということなので、市外からの来

場者の増加も予想されます。コロナ禍で厳しい状況である宿泊業、飲食業などに対

しても経済波及効果があることを期待したいと思います。 

後になりますが、この地域活性化連携協定が有意義に実行されますことをお願

いして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○服部香代 議長 

以上で、豊田議員の一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、永田壮拡議員の発言を許します。永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

皆さん、こんにちは。 

議席番号２番、永田壮拡でございます。 

本日の質問者で 後になりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

私は、議員になって以来、議会運営に関しての本を購入いたしまして、特に一般

質問と通告制度について、勉強をしているところであります。一般質問は、議題と

は関係なく、市政全般にわたって政策を議論する大変重要な場であります。また、

その議論が活発かつ建設的なものとなるよう、そして質問と答弁がしっかりかみ合

うよう、通告制度がとられております。質問する議員は、質問の構想を練り、理論

構成をして、要旨を通告いたします。執行機関は、通告を受け、万全の準備を整え、
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責任の持てる的確な答弁ができる体制をつくって臨むこととされております。今回

もまだまだ未熟ではありますけれども、私なりに一生懸命勉強いたしまして、質問

をまとめました。その要旨は通告のとおりでありますけれども、内容は事前のヒア

リングの際に詳しくお伝えをしておりますので、執行部の皆様方におかれましては、

しっかと受けとめていただきまして、前向きな答弁を賜りますようよろしくお願い

を申し上げます。 

それでは、まず初めに、公共工事などで発生する建設発生土の処理と公共土捨て

場についてお尋ねをいたします。 

建設発生土は、埋め立てや盛土の材料として土地造成などに利用できる有用な再

生資源であり、資源の有効な利用の促進に関する法律等におきまして、再生資源と

しての利用を促進することが特に必要な建設副産物とされております。発生土の搬

出量を抑制するためには、同じ現場内において 大限再利用することが有効であり、

設計の段階でバランスのよい計画を心がける必要があります。 

しかしながら、同じ現場内だけでは全ての発生土に対処することはできません。

その建設残土の再利用の方法としまして、１つ目はほかの建設工事での利用、２つ

目、埋め立て盛土材として土地区画整理、農地造成、土地改良事業などでの利用、

３つ目、砂利・採石採取場の埋め戻し材としての利用などが挙げられます。 

国土交通省の建設副産物実態調査によりますと、2018年度の全国における建設発

生土の発生量は、約２億9000万立方メートル、これは実に東京ドーム228個分であ

ります。このうち、約２億3000万立方メートルが、先ほど申し上げました再利用の

方法として有効利用されており、その有効利用率は79.8％であります。 

一方で、有効利用できない残りの約２割の建設発生土については、廃棄物 終処

分場、土捨て場、残土処分場への搬出となっておりますけれども、直近10年間にお

きましては、約6000万立方メートル前後がほぼ横ばいで数量としては推移をしてお

り、減少には至っておりません。このように、再利用できない建設発生土の受入先

の確保が課題でありまして、とりわけ行政や建設業者は頭を悩ませている状況であ

ります。 

そこで、 初の質問です。山鹿市としての公共の土捨て場の有無と建設発生土の

処分の現状、さらには土捨て場確保のための今後の対応についてお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。古江建設部長。 

［古江光拡 建設部長 登壇］ 

○古江光拡 建設部長 

永田議員の一般質問、公共土捨て場の現状と今後の土捨て場の確保について、お
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答えいたします。 

本市では、工事等に伴い発生します建設発生土の処理に係る公共の土捨て場につ

いては、現在所有しておりません。 

しかしながら、近年の異常気象に伴う大規模災害等による大量の土砂撤去が発生

した場合を想定し、カルチャースポーツセンター第２グラウンド駐車場に、広さ約

4000平方メートル、体積量4000立方メートル強の土砂置き場を、対策の一環として

確保いたしております。 

また、建設発生土の処理の現状につきましては、同一現場内やほかの工事での利

用など、常に発生土の有効活用を行い、建設残土の削減に努めておりますが、それ

でも余った土砂については、土捨て場を指定しない任意処分としており、受注業者

が所有する土捨て場や仮置き場等に搬入され、その後、ほかの現場での再利用など

に処理されているところであります。 

なお、公共土捨て場確保のための今後の対応につきましては、現地の調査や公衆

災害の防止を含め、周辺の生活環境に影響を及ばさない箇所の適地選定はもとより、

土地の取得に伴う合意形成や維持管理を含めた費用の問題、さらには現状、建設業

者等が保有し管理する土捨て場や仮置き場、民間の処分場などで処理ができている

中での公共土捨て場を確保する必要性の有無など、多方面から検討する必要がござ

います。 

そのため、県内自治体の公共土捨て場の所有状況や建設発生土の対処事例などに

ついて情報を集めまして、今後を見据えてしっかりと検討してまいりたいと考えて

おります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

現在は、受注業者による任意での処分で対応しているということでございます。

しかしながら、自社で土捨て場や仮置き場を所有している事業者と、そうでない事

業者がございます。いずれの事業者に対しましても、残土処理に対しまして適切に

対応ができるようしっかりと連携を取っていただき、また今後の公共土捨て場の確

保についてもご検討をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

次に、公共土捨て場を持たない現状を踏まえまして、廃止ため池の埋め立て活用

についてお尋ねをいたします。 

私は、本年６月定例会におきまして、農業用ため池のハザードマップ作成につい
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てお尋ねをさせていただきましたが、市内における農業用ため池の数は、現在237

カ所であります。農業用ため池の管理及び保全に関する法律の第３条におきまして、

都道府県及び市町村は農業用水の確保を図るとともに、農業用ため池の決壊による

水害、その他の災害を防止するため、相互に連携を図りながら、この法律に基づく

措置、その他農業用ため池の適正な管理及び保全に関する施策を講ずるよう努める

ものとするとされております。 

また、平成30年７月豪雨では、ため池決壊による被害が多く発生したこともあり、

当時の農林水産大臣は「ため池のあり方の見直しも急いで行い、全く使われていな

いため池は廃止も検討しないといけない」と発言をされ、ため池が使われていない

場合には、廃止も検討する必要性を示しました。 

さらに、法律において、農業用ため池を廃止することが保全に関する施策の中で、

防災対策として盛り込まれております。つまり、農業用水としての機能を果たして

いないため池を残すということは、同時に災害のリスクも残してしまうということ

であります。 

この夏は、８月としては異例の大雨と長雨が西日本を中心に襲い、本市におきま

しても多くの土砂崩れ等の被害が発生しました。公共工事での建設発生土はもちろ

んですが、こうした災害で発生した土砂については、緊急的に排出しなければなり

ません。 

公共土捨て場を山鹿市が整備・確保することで、より安心安全な公共工事や災害

対応が推進されると思います。その有効な方法として、この廃止された、または今

後廃止される農業用ため池の埋め立てを土捨て場として活用されるのはいかがかと

思いますけれども、執行部の見解をお伺いいたしとます。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

永田議員のご質問、廃止ため池の土捨て場活用について、お答えいたします。 

令和元年７月１日に施行された農業用ため池の管理及び保全に関する法律で、廃

止等の届け出が義務化された後、廃止された農業用ため池はありませんが、現在、

廃止を予定されている農業用ため池は、相談箇所を含め８カ所ございます。 

なお、廃止等につきましては、各地域の区長会で説明を行うとともに、関係者に

周知を図った上で届け出を受け付け、県へ提出することとなっております。 

ただし、廃止に当たっては、ため池に水がたまらないよう、排水路の整備などを

行う必要があり、廃止の手続きが完了するまでには一定の期間を要します。 
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さらに、ため池が廃止された場合でも、廃止ため池を土捨て場として活用するに

は幾つかの条件を満たす必要がございます。 

まず、本市の農業用ため池は、全て地元管理のため、埋め立ての方法などを含め、

ため池の土捨て場活用については、地元関係者の同意が必要となります。 

また、廃止が見込まれる８カ所の農業用ため池は、一部を除き、山合いで道路幅

が狭いなど、条件の悪い場所が多いため、解消するための工事が発生することや、

ため池と工事現場の距離等も含め、建設発生土を運搬するには効率が悪くなり、か

えって経費がかかることになる場合もございます。 

市としましても、廃止ため池に関する施工業者からの問い合わせに対し情報提供

を行い、実際に廃止ため池を土捨て場として活用する場合、施工業者と地元関係者

の合意形成が図られ、先ほど申し述べた諸条件を満たした上で、経費的にも合い、

工期内に工事等が完了することができるならば、活用可能ではないかと考えており

ます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

廃止ため池の埋め立て活用は、建設発生土の処理と防災対策の双方にメリットの

ある手段だと思います。これは土捨て場というよりも建設発生土の有効利用とも言

えるでしょう。現在、廃止予定とその相談のある農業用ため池は８カ所とのことで

あります。もちろんさまざまな条件が必須とはなりますが、廃止ため池を土捨て場

として活用することを前提とした積極的な議論をお願いを申し上げます。 

次に、土砂埋立ての規制についてお尋ねいたします。これまでも全国的に課題と

なっているのが、建設発生土の不適正な処理であります。東京2020オリンピック・

パラリンピック関連工事におきましては、工事で発生したと見られる土砂の悪質な

埋め立てが富士山麓で相次いで行われ、夜間の土砂搬入による騒音や、降雨時の土

砂流出などの問題が生じております。 

また、記憶に新しいのは、本年７月に発生しました静岡県熱海市の土石流であり

ます。26名の犠牲者を出し、いまだに１名の方が行方不明であります。土石流の原

因究明はまだ調査中とのことでありますけれども、これもずさんな盛土工事による

ものではないかと言われております。こうした建設発生土の不適正な処理について

は、決して許されるものではなく、行政としても防止していかなくてはなりません。 

平成15年に国土交通省が策定した建設発生土等の有効利用に関する行動計画で、
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建設発生土等の有効利用の促進、不適正処理防止の観点から、法的な対応を検討す

るとの記載がなされましたけれども、今現在、国による法的な対応はなされており

ません。こうした状況の中、全国の自治体におきまして、今回の熱海市の土石流問

題を機に、土砂埋立て等を規制する条例の制定について議論が進んでいくものと思

われます。 

昭和55年に、千葉県市川市が土砂の不適正な処理・埋め立て問題に対して、全国

で初めて条例による規制を行いました。平成９年には、千葉県において、都道府県

で初めて条例が制定され、現在では21の都道府県、374の市町村で災害防止や生活

環境保全を目的とした土砂埋め立て等の規制に関する条例が制定されております。

九州での条例制定は、福岡県、大分県、佐賀県の３県で、本県においては制定され

ておりません。 

しかし、都道府県が制定していなくても、独自で条例を制定している市町村も存

在し、特に愛知県と奈良県では多くの市町村で条例が制定されております。本県に

おいても南関町が独自で土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防

止に関する条例を制定している状況であります。 

こうした自治体での条例制定が進む一方で、条例のない県をまたいでの不適正処

理、盛土がなされることも懸念されております。山鹿市は、条例制定されている福

岡県、大分県との県境に位置しておりますし、中山間地が多いことも土砂災害の危

険性を常に抱えている地域であると言えます。 

従いまして、市民の安全安心を守っていくためにも、山鹿市において土砂埋め立

て等の規制に関する条例の制定が必要であると思いますが、執行部の見解をお伺い

いたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。古江建設部長。 

［古江光拡 建設部長 登壇］ 

○古江光拡 建設部長 

永田議員のご質問、土砂埋め立ての規制に関する条例の制定について、お答えい

たします。 

先ほど、議員よりご案内がありました本年７月の静岡県熱海市で発生した土石流

につきましては、多くの犠牲者を出すなど、甚大な被害が発生し、日本国民にとっ

て土砂災害の恐ろしさと、その防止対策の必要性について、改めて認識させられる

出来事となっております。 

建設発生土、残土等に起因する埋め立てにつきましては、砂防法、森林法、宅地

造成等規制法等において、災害防止の観点から一定の規制がなされておりますが、
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法の網をくぐり抜けるような行為が懸念されるところでございます。 

土砂埋め立て等の行為の一部には、規制の適用規模に達しないものや、制度等に

関する知識不足から、適切な指導や助言が十分なされないまま、不適切な施工を招

いているケースの存在が否定できない状況にございます。 

議員ご指摘のとおり、都道府県や市町村で独自の条例を定め、規制や制限を設け

ている自治体もございますが、目的や趣旨は廃棄物の不適切な処分を起因とする地

下水や周辺環境の汚染のほか、生態系への影響や、大雨等の自然災害時における残

土処分場からの土砂流出などといった二次的災害の防止を初め、施工不備を原因と

した造成地の地すべりや地盤沈下の防止などさまざまでございまして、その対象は

多岐にわたっております。 

また、市独自での条例の制定につきましては、管内のみならず、周辺地域への建

設廃土等の搬出に対応するためにも、県や近隣市町村と足並みを合わせながら、広

域的に適切な管理、監視に取り組む必要があると考えております。 

本市といたしましては、今後、多岐にわたる目的に応じた制限や規制について、

十分な検討を要することから、国や熊本県の新たな基準や制度の創設に関する意向

のほか、九州管内はもとより、全国的な市町村の動向など、関連する情報を収集し、

本市における土砂埋め立て規制に関する条例制定の必要性について、関係部署と検

討してまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

我々は、市民の生命や財産を守っていくための施策も考えていかなければなりま

せん。条例の制定には、多岐にわたる対象や目的に対し、必要性を含め、十分な検

討が必要なことは承知しておりますけれども、同時にスピード感も重要であります。

その上で、県や近隣市町村との連携は必要不可欠であります。であるならば、ぜひ

山鹿市がその先頭に立って、この条例制定について議論していただきますよう、積

極的な姿勢を期待いたしまして、次の質問に移らせていただきます。 

次に、教育問題について、２点お尋ねをいたします。 

まず１点目ですが、誰ひとり取り残さない教育の取り組みについてお尋ねをいた

します。その中で、不登校児の施策につきましては、本年３月議会で北原副議長が

質問をされており、一部重なる点もあるかとは思いますが、その際の答弁では、ス

クールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの配置、各学校や教育支援セン



－ 57 － 

ターでの献身的な取り組みにより、不登校児童・生徒も減少傾向とのことでありま

した。 

私は、８月５日、熊日の読者ひろばで、この教育支援センターにお勤めの山田隆

典さんの投稿文を拝読いたしました。まさに不登校の子供たちに寄り添い、なぞか

けを例に取りながら、心を開いていく様子が記載されており、大変感動したところ

であります。このように、教育施設や学校現場で頑張っておられる多くの先生方の

ご努力には、心から敬意を表するところであります。 

日本国憲法は、全ての国民が等しく教育を受ける権利を有するとしております。

しかし、現実には例えば経済的理由などで就学が困難な子供たちもいます。子供の

将来がその生まれ育った環境によって左右されてはなりません。平成26年には、子

どもの貧困対策の推進に関する法律が制定されました。その10条で、国及び地方公

共団体は教育の機会均等が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援、

その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずる

ものとする、と記されております。 

また、持続可能な開発目標ＳＤＧｓは、誰ひとり取り残さない持続可能で多様性

のある社会の実現を目指すとしており、学校教育におきましても、令和の日本型学

校教育の構築のために誰ひとり取り残さない教育の実現に向けての取り組みが求め

られているところであります。 

山鹿市では、各学校の先生方に子供たちを我が子と思って接するようにと指導を

されており、いかに子供たちとのかかわりを大事にしていらっしゃるかということ

がわかります。 

そこで、不登校児や子供の貧困など、さまざまな教育問題を解決するために、山

鹿市においては誰ひとり取り残さない教育として、具体的にどういった取り組みを

なされているのかお尋ねをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。村上首席教育審議員。 

［村上清 首席教育審議員 登壇］ 

○村上清 首席教育審議員 

ご質問の、誰ひとり取り残さないための教育の取り組みについて、お答えいたし

ます。 

まず 初に、学力保障について申し上げます。 

各学校におきましては、学力保障の本丸である授業づくりと、その実践に力が注

がれております。日々の子供たちの実態を踏まえて、毎日、教材研究が行われてい

ます。加えまして、各学校で先生方が集まって研究授業や授業研究会を行うなどし
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て、積極的に児童・生徒の学びの工夫を実践されています。 

それでも授業に遅れがちな児童・生徒には、誰ひとり取り残さない指導としまし

て、放課後や休み時間の補充学習はもちろん、学びを深めたい生徒に対する地域人

材を生かした学習支援活動の地域未来塾等で補充学習に取り組んでいます。その結

果としまして、今年度５月に実施されました全国学力学習状況調査では、ほとんど

の学校が全国平均、県平均を上回っており、令和元年度に実施された前回の調査よ

り全体的に伸びております。 

次に、本市では不登校対策としまして「愛の１２３プラスワン」の確実な実践を

お願いしています。理由のはっきりしない欠席１日目に電話連絡、欠席連続２日目

で担任の家庭訪問を実施、欠席連続３日目には複数人数での家庭訪問を実施するよ

うにしています。 

また、プラスワンとしまして、学校だけでの力では不十分な場合は、スクールソ

ーシャルワーカーなどの外部専門機関と連携して、不登校の未然防止と早期対応に

努めています。なお、スクールソーシャルワーカーは、市教委配置が３名、県から

の派遣が２名、合計５名体制での対応をしているところでございます。 

さらに、支援を必要とする児童・生徒の増加や価値観の多様化に対応するために、

サポートティーチャーを配置し、学校を支援しています。近年、特別支援教育に対

する理解の深まりもあり、特別支援学級への入級を希望する児童・生徒、保護者も

増加傾向にあり、今後ますますサポートティーチャーを充実させていく必要があり

ます。 

一方、人間関係の悩みや、基本的生活習慣の未定着等で、学校に通うことができ

ていない児童・生徒たちが、将来の社会的自立を目指して学習することができます

ように、鹿本教室、山鹿教室、鹿北教室の３つの教育支援センターを開設していま

す。 

３つの支援センターにはそれぞれ特徴があり、不登校改善に向けて自分に合った

支援センターで学習できるよう、児童・生徒が選択できるようにしています。昨年

度は、学校に全く気持ちが向かなかった児童・生徒が、支援センターでの学びを通

じて、自分で学校へ通えるようになった児童・生徒も見られました。現在も数名の

児童・生徒が利用しており、ここでの体験学習や芸術体験等の学びを通して、学校

復帰につながっています。 

今年度から新たな選択肢として、鹿北小・中学校が小規模特認校としてスタート

いたしました。鹿北小・中学校には校区に関係なく通うことができます。学校の環

境になじめなかった児童・生徒や、環境を変えて学びたい児童・生徒も数名、転入

学してきています。この子供たちは、人生の大事な大事な成長期である小中学校で
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の時代を、学校というステージで送ることに再挑戦しています。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

ただいま答弁をいただきましたとおり、誰ひとり取り残さないために、さまざま

な取り組みを実施していただいております。こうした取り組みが、山鹿で教育を受

けさせたい、山鹿で子育てをしたいと思っていただくことにもつながってまいりま

す。援助が必要な子供たち、弱い立場の子供たちに手を差し伸べていく、心を寄せ

ていく教育こそが、私は政治であり、教育の原点であると思います。そして、それ

をつくるのは我々大人であります。子供たちには、つくることはできません。いか

に責任感を持って挑まなければならないかということであります。そのような思い

で、私も執行部の皆さんと一緒になって、子供たちのために取り組んでまいります

ので、引き続きご尽力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

次に、２点目の学校給食費の口座振替手数料の負担についてお伺いいたします。 

現在、市内の小中学校、全15校においての給食費徴収方法は、各学校が保護者か

ら口座振替によって徴収しております。令和２年４月から施行されております山鹿

市学校徴収金管理規程に基づき、保護者が負担する学校徴収金の適正な管理を目的

に、従来の現金による集金制度から変更されたものであります。また、口座振替に

よって、教職員の業務負担を軽減することにも大変有効な徴収方法であると理解し

ております。 

しかしながら、今回の変更によって、これまでの現金徴収にはなかった口座振替

手数料が口座振替のたびに発生することとなっております。そして、その手数料は

保護者が負担している状況であります。これは手数料の金額の問題ではありません。

一般的に公共料金や民間による料金徴収は、口座振替の利用をよく推奨されており

ます。もちろん振替の手数料の負担は顧客ではありません。 

反対に、口座振替を利用しない場合のほうが、振込用紙や集金業務による事務経

費が発生することにより、手数料の負担を顧客に求める場合がほとんどであります。

各学校による徴収金の適正な管理と教職員の負担軽減の目的は十分に理解できます

が、そのために保護者が金銭的負担を強いられるのは、大変違和感を覚えるところ

であります。また、私の周りの保護者からも、そうした声をよく耳にしているとこ

ろであります。教職員の負担軽減、保護者への配慮、両方とも欠くことはできませ

ん。口座振替手数料は、保護者ではなく、行政で負担するべきだと思いますが、山
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鹿市の考えをお聞かせください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の給食費の口座引き落とし手数料の負担について、お答えをいたします。 

まず、学校徴収金に関する状況について申し上げます。 

平成30年度、小中学校の事務職員で構成をされております研究会において、学校

徴収金の現状と課題の整理をしていただいた結果、事務処理の適性化、教員事務負

担の軽減、組織による事務処理の簡素化、保護者の負担の軽減などの観点から、口

座振替に対し提言をいただきました。 

提言に基づきまして、令和元年度にはそれまで現金払いを実施していた学校徴収

金を口座振替に変更するため、小中学校各１校をモデル校として口座振替を実施し、

支払い事務の運用、学校事務センターでの共同事務処理の仕方などにつきまして検

証をいたしました。 

運用当初、学校現場では多少の混乱はございましたが、事務の負担低減に効果が

あったと一定の評価をいただいたところでございます。また、保護者からは、口座

振替の実施は、おおむね良好であったと報告を受けております。 

ご質問にもございましたとおり、令和２年度からは全ての小中学校で学校徴収金

の口座振替を開始をいたしました。学校徴収金には、学校教育活動上、必要となる

経費のうち、保護者が負担すべき教材費、教具費、修学旅行費及び給食費などがご

ざいます。 

次に、給食費の口座振替手数料に関してでございますが、振替手数料の単価は１

回当たり10円から88円と金融機関で異なっております。これを口座振替回数で乗じ

ますと、保護者が負担する年間手数料は100円から1000円程度が見込まれていると

ころでございます。 

各学校では、口座振替手数料がより安価な金融機関を指定したり、振替回数を少

なくしたり、保護者の負担軽減に努めておられます。あわせまして、給食費以外の

学校徴収金も一括して同時に口座振替することで、振替回数を減らし、負担軽減を

図られている学校もございます。 

このようなことから、ご質問の口座振替手数料の保護者負担につきましては、学

校徴収金管理規程に基づきまして、徴収方法につきましては、各学校で工夫、改善

に努めていただきながら、経済的な負担軽減を考慮しながらも、現行の口座振替方

式とし、保護者の皆様へご理解を求めてまいりたいと考えております。 
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以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

先ほども申し上げましたけれども、手数料の高い安いの問題なわけではございま

せん。口座振替方式は評価することができますが、その手数料負担については、保

護者の皆様にご理解を求めていく、そういう事案ではないと私は思います。中には、

従来の現金で納付をされている事例もあり、手数料は発生いたしません。さらに、

金融機関や学校によって、手数料の金額が異なるということは、公平性も保たれて

いないという状況であります。給食費が学校で管理する学校徴収金のままで、振替

手数料の負担を解決する方法があるならば、ぜひご検討をいただきたいと思います。 

その一方で、給食費を各学校での管理ではなく、山鹿市公会計で管理・処理する

ことで、この手数料負担問題は解決するのではないかとも思っております。この公

会計化につきましては、昨年６月に勢田議員が一般質問をされております。その当

時と重複する質問もあるかとは思いますが、今回の口座振替手数料の負担問題の観

点からも、 後に給食費の公会計化の導入についてお尋ねをいたします。 

文部科学省の調査によると、令和元年12月１日現在においての全国自治体のこの

公会計化推進の状況は、実施しているが26％、準備・検討しているが31.1％、実施

を予定していないが42.9％であります。実施していると、準備・検討しているを合

わせると６割近くあり、私はこの公会計化は全国的にも進んでいる状況ではないか

と思います。さらに、文部科学省は教員の業務負担の軽減、保護者の利便性の向上、

徴収・管理業務の効率化、透明性の向上、不正の防止、公平性の確保、さらには給

食の安定的な実施・充実が図られるとして、これまで以上に自治体に対して公会計

化導入を積極的に促進しているところであります。 

また、今回の口座振替手数料につきましても、公会計化の導入で解消することが

できるならば、給食費公会計化を導入するべきだと思いますが、山鹿市の考えをお

聞かせください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、給食費の公会計化につきまして、お答えを申し上げます。 

学校給食費の公会計化は、文部科学省が公立学校における学校給食費の徴収・管
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理に係る教職員の業務負担を軽減することを目的といたしまして、各自治体にその

導入を促しているところでございます。 

現在、県内で、町村を含めました自治体での公会計制度の導入状況は、熊本市と

天草市の２市のみで採用されております。給食費の公会計化は、議員からもござい

ましたが、学校現場の事務負担軽減や保護者の利便性の向上、徴収・管理業務の効

率化などを図る上で有効であることが見込まれております。 

既に導入をされている他市の状況を調べてみますと、公会計化を導入するまでに

は、関係部署及び学校現場との調整、あるいはシステム構築などに数年の準備期間

を要したと伺っております。 

いずれにいたしましても、学校給食費の公会計化につきましては、ご指摘の保護

者の口座振替手数料負担の解消も含め、見込まれる効果も多くあり、制度の導入に

つきましては、他自治体の動向等も注視しつつ、まずは調査研究を進めてまいりた

いと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

教員と保護者の負担軽減、ほかのさまざまな効果を考慮しますと、公会計化の導

入は大変有効であると思います。 

学校徴収金には、給食費のほか、教材費や修学旅行費も含まれます。他の自治体

では、そうした費用を一元化した効率のよい徴収システムを取り入れられておりま

すので、先進事例も参考にしていただきながら、ぜひ公会計化の導入に向けて、し

っかりと調査研究に着手していただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

通告しておりました質問は以上になりますが、私はこの場に一人で立っているわ

けではありません。議員の皆さんは全員同じだと思いますが、多くの市民の皆様の

ご信任を受けて、ここに立っております。市民の皆様の視線と熱い思いを背中に感

じながら、重い責任のもと、質問をしているわけであります。執行部の皆様方にお

かれましては、どうかその重みをしっかりと受けとめていただき、繰り返し申し上

げますが、今後とも建設的で前向きな答弁を賜りますようよろしくお願いを申し上

げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○服部香代 議長 

以上で、永田議員の一般質問は終了いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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散 会 

○服部香代 議長 

本日は、これにて散会いたします。 

午後０時32分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月３日(金曜日) 
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令和３年（第４回）山鹿市議会９月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

令和３年９月３日（金曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．北原昭三 

一般質問 

（１）市営住宅の管理等について 

（２）公用車の維持管理等について 

（３）若者の移住、定住について 

２．深牧大助 

一般質問 

（１）新型コロナワクチン接種について 

（２）新型コロナウイルス感染症による休校・休園について 

３．芋生よしや 

質  疑 

（１）議案第51号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第６号） 

Ｐ24（目）商工振興費 脱コロナプレミアム商品券事業 

一般質問 

（１）新型コロナ感染症対策について 

（２）生活困窮者支援について 

（３）山鹿市非核平和都市宣言について 

４．勢田昭一 

一般質問 

（１）「まもる」視点で、耕作放棄地の予防と解消について 

（２）「つなぐ」視点で、農業従事者の動向と支援体制について 

（３）「創り出す」視点で、その１.新規就農者の育成と支援体制について 

（４）「創り出す」視点で、その２.将来を担う子どもたちについて 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 
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―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（20名） 

１番  関 口 和 良 

２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 

４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 

８番  山 下 誠 治 

９番  古 川 和 博 

10番  金 光 一 誠 

11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 

14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 

20番  永 田 紘 二 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 

教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長    大 林 秀 樹 

市 民 部 長    中 尾 雄 二 

福 祉 部 長    佐 藤 ア キ 

経 済 部 長    石 井 耕一郎 

経済部首席審議員    池 田 淳 志 

建 設 部 長    古 江 光 拡 

教 育 部 長    渡 邊 義 明 
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消防本部消防長    中 原 茂 昭 

総 務 部 次 長    木 村 隆 男 

市 民 部 次 長    白 石 浩 二 

福 祉 部 次 長    山 﨑 寿 雄 

建 設 部 次 長    松 尾 正 都 

教育部首席教育審議員    村 上   清 

財 務 課 長    迎 田 祐 樹 

環 境 課 審 議 員    宮 本 和 明 

健 康 増 進 課 長    德 丸 和 孝 

都 市 計 画 課 長    隈 部 光 麿 

農業委員会事務局長    入 江 智 紀 

社 会 教 育 課 長    井 上 欣 也 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    中 村 武 志 

書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 質疑・一般質問 

○服部香代 議長 

日程第１、質疑・一般質問を行います。 

発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。北原昭三議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

皆様、おはようございます。 

議席番号19番、公明党の北原昭三でございます。 

先般の豪雨で被害を受けられた皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

また、コロナワクチン接種も、山鹿市、順調に進んでいるというふうにお聞きを

いたしております。このワクチン接種にご尽力をいただいております医療従事者、

関係者、そして福祉、教育など、懸命に奮闘していただいている皆様に心から感謝

とお礼を申し上げます。 

それでは、発言通告に従いまして、一問一答にて、今回３件の質問をいたします。

どうぞよろしくお願いをいたします。 

１件目、市営住宅の管理等について、まず連帯保証人制度の廃止についてお聞き

をいたします。2018年３月には、国土交通省が入居要件から保証人規定を外すよう

自治体に要請がされております。住宅に困窮する低所得者に公営住宅への入居に際

しての取り扱いについての通知には、住宅に困窮する低所得者への住宅提供という

公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないために入居できないといった

事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証人の確保を公営住宅へ入居

に際しての前提とすることから転換すべきであると考えますと書いてあります。そ

して、入居時において、保証人の確保ではなく、緊急時に連絡が取れるよう、勤務

先、親戚や知人の住所など、緊急時の連絡先を提出させることが望ましいとしてお

ります。 

愛媛県新居浜市でも、連帯保証人、この２名の設定が不要となっております。た

だし、そのかわりに緊急連絡人１名、単身入居の場合は身元引受人１名が必要とい

うふうに書いてあります。 

また、連帯保証人制度を廃止している自治体は、2019年12月現在、約20％と少な



－ 71 － 

いかもしれませんが、廃止をしている自治体があることは事実でございます。廃止

ができないことはないと思います。連帯保証人が見つけられないで入居できない方

もいるとお聞きをいたしております。 

市営住宅入居の際の連帯保証人の廃止について、本市としての見解をお伺いいた

します。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。古江建設部長。 

［古江光拡 建設部長 登壇］ 

○古江光拡 建設部長 

北原議員のご質問、連帯保証人制度の廃止に関する見解について、お答えいたし

ます。 

連帯保証人を置く目的といたしましては、家賃債務の保証はもとより、滞納の発

生を未然に防ぐとともに、発生した滞納家賃の累積を抑制すること、さらには緊急

時における連絡先として入居者の見守り役を担っていただくことでございます。 

令和３年４月１日時点における県内14市の状況を見ましても、熊本市を除きます

13市において、連帯保証人制度を存続させている現状でございます。 

したがいまして、県内他市の動向や連帯保証人制度が果たす目的の重要性を鑑み

まして、引き続き当該制度を存続させることといたしております。 

市営住宅を必要とされる入居希望者を支えることを念頭に置きつつ、住宅使用料

の適正な債権管理を行うことの重要性も踏まえながら、これらの両立が図られるよ

う当該制度を慎重に運用してまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

山鹿市としましては、県内他市の動向や連帯保証人制度が果たす目的の重要性を

鑑み、引き続き当該制度を存続させるとの答弁でございました。 

私が思いますのは、熊本市は債権確保のための連帯保証人は不要とし、緊急時の

連絡が取れるよう、緊急連絡人の届け出を求める方向と聞いております。そのよう

な方向で、なぜ山鹿市が取り決めないかとも思っているところではございます。 

それでは、連帯保証人の現行の２人から１人に減らすことに対し、その見解と連

帯保証人の限度額についてお聞きをいたしたいと思います。 

茨木県那珂市では、令和２年４月１日より市営住宅へ入居手続きにおいて、連帯
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保証人は以前２名の届け出が必要でございましたけども、１名に変更されておりま

す。また同様に、連帯保証人の在住、在勤要件の緩和にも取り組みが進んでおり、

家賃債務保証業者、保険会社の導入とお聞きをいたしております。今申しましたよ

うに、連帯保証人２名の廃止が不可能であるならば、入居希望者の負担が大幅に軽

減されるよう、連帯保証人を２人から１人へ減らすことに対する見解をお伺いいた

します。 

また、令和２年４月１日の民法改正で、保証人の補償額に上限が設けられており

ます。連帯保証人制度を継続した場合、本市のその補償額、金額の上限、いわゆる

極度額はどのようになっているかお伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。古江建設部長。 

［古江光拡 建設部長 登壇］ 

○古江光拡 建設部長 

北原議員の２回目のご質問の１点目、連帯保証人を２人から１人に減らすことに

対する見解ですが、連帯保証人はその役割の重要性から負担の軽減を考慮し、原則

２名といたしております。 

現在のところ、連帯保証人の人数を減らす予定はございませんが、入居希望者を

取り巻く諸事情が、山鹿市営住宅条例第12条第３項に記載する特別な事情に該当す

ると判断される場合は、２名を１名として運用を行っているところでございます。 

２点目の連帯保証人の極度額ですが、民法改正に伴う県内14市の極度額に関する

調査結果や、国土交通省が公表した極度額に関する参考資料をもとに50万円を債務

極度額として設定いたしております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

連帯保証人の人数を減らす予定はないけれども、入居希望者が諸事情により特別

な事情に該当すると判断される場合は、２名を１名とする運用を行っているとの答

弁でございました。特別な事情についてお聞きをいたします。 

山鹿市営住宅条例第12条第３項、特別な事情があると認める者に対しては、連帯

保証人の連署を必要としないこととする規定があります。それでは、３点について

お聞きをいたします。 

まず１点目、市長が特別な事情と認める事情とは、どういうものなのでしょうか。
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２点目、過去に何人くらい、この特別な事情で入居された実績がありますでしょう

か。３点目、先ほどの答弁と重複するかと思いますけども、連帯保証人を廃止した

ら、どのようなふぐあいが発生するでしょうか、お伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。古江建設部長。 

［古江光拡 建設部長 登壇］ 

○古江光拡 建設部長 

北原議員の３回目の１点目及び２点目の、特別な事情により認める事情と、その

入居実績につきましては、入居希望者で、例えば高齢者、障害者、ＤＶ被害者、生

活保護受給者、病気罹患者、被災者等の諸事情により、生活支援が必要な住宅に困

窮される方が考えられ、過去においては昨年度に１件のみ対応を行っております。 

３点目の連帯保証人を廃止した場合のふぐあいということですが、先ほども申し

上げましたとおり、家賃債務の保証のほか、家賃滞納の発生抑止や、万一の際の入

居者への対応といった支援ができなくなりますので、連帯保証人の存在は不可欠で

あると考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

特別な事情により認める事情として、その入居実績についての事例といたしまし

て、先ほどの答弁に、過去において昨年度に１件のみということでございました。

この特別な事情をお持ちの方の申請が少ないのかなと思った次第でございますけど

も、ここら辺のもうちょっとしっかりした詳細がわかればと思ったところでござい

ます。 

私は、令和２年６月定例会においても、市営住宅の管理、連帯保証人の見直し並

びに使用料滞納額についての質問をいたしております。使用料の徴収を適切に行う

ことは、市営住宅の維持管理、業務を健全に運営していく上で必要な業務と思って

おります。減免や支払い能力によって負担軽減を図るのも大事な取り組みと思いま

すけども、誠意の見られない滞納者はおられませんか。真面目な方が損をすること

があってはなりません。定期的に使用料滞納額がどのように変化しているか確認を

したくてお聞きをいたします。 

まず１点目、直近３カ年の滞納件数及び滞納額の推移はどのようになっておりま

すか。２点目、目標を持った徴収になっていますか。また、法的措置を取っておら
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れますか。３点目、納期初期段階にて市役所での直接面談による窓口払いを奨励と、

以前の答弁にもありましたが、その取り組みは継続されておりますか。４点目、法

的措置を取り、徴収が不可能であれば、連帯保証人から住宅使用料を徴収するのが

筋と思いますが、どのようにお考えですか。また、この徴収督促専門員を設けるな

どの対策は考えておられますでしょうか。５点目、老朽化した住宅の維持管理に、

今後多大な経費がかかると推測をいたします。今後の市営住宅のあり方について、

どのような方向性になるかお伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。古江建設部長。 

［古江光拡 建設部長 登壇］ 

○古江光拡 建設部長 

北原議員の４回目の質問の１点目、直近３カ年の滞納件数及び滞納額の推移につ

きまして、延べ滞納件数及びその滞納額を申し上げますと、平成30年度が355件で

8781万4000円、令和元年度が245件で8561万7000円、令和２年度が242件で7965万

4000円と、若干ではございますが、年々減少傾向に推移しております。 

２点目の目標を持った徴収になっているのか、また法的措置を取っているのかと

いうことでございますが、まずは新たな滞納を発生させないこと、また滞納が発生

した場合には戸別訪問や窓口相談等による、早い段階で納付などを進める取り組み

により、滞納額の総額が前年比で減少していくことを目標として、徹底した納付指

導を行っているところであります。 

そうした中にありましても、滞納額の程度や滞納者の納付に対する向き合い方な

ど、ケースごとに判断し、保証人制度の活用や強制退去などの法的措置を講じてい

るところでございます。 

３点目の窓口払いの取り組みの継続ですが、直接面談により窓口において相談や

納付していただく機会を継続して行い、滞納の未然防止に努めているところでござ

います。 

４点目、連帯保証人からの住宅使用料の徴収及び徴収督促専門員を設ける考えに

ついてですが、昨年度で申しますと、37名の連帯保証人に納付指導の依頼書を送付

した結果、入居者または連帯保証人からの納付により207万円の納付実績があり、

着実に滞納額の減少につながっているところでございます。 

さらなる滞納額の減少に向け、誠意の見られない滞納者がおられる場合につきま

しては、連帯保証人に対しても債務履行の責任があることをご理解いただき、納付

請求を行ってまいりたいというふうに考えております。 

次に、徴収督促専門員を設ける考えにつきましては、住宅使用料のほか、滞納と
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なっている市が有する債権につきましては、債権ごとに各所管で管理しており、滞

納額の減少に向けた取り組みを進めている現状であり、現時点におきましては、現

行の職員体制により、戸別訪問や相談窓口等による徴収率の向上に努めていくこと

といたしております。 

しかしながら、健全な財政運営を行っていく上でも、全庁的な取り組みとして組

織的な連携は大変重要でございますので、庁内に設置しております山鹿市徴収対策

委員会におきまして関連情報を共有するなどし、さらなる徴収率の向上につなげて

まいりたいというふうに考えております。 

５点目の今後の市営住宅のあり方ですが、現在、市営住宅の適正配置や管理戸数

などの指針を定めるための市営住宅に関する計画の策定を進めております。将来を

見据え、限りある経営資源を最大限に活用し、効率的かつ効果的な公共投資により、

市営住宅の持続可能で安定的な運営が図られるよう努めてまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

直近３カ年のこの滞納件数、滞納額をお聞きいたしましたけども、滞納件数は減

少しております。また、滞納額も若干の減少ということでございますけども、単純

には言えないと思いますが、やっぱり１人当たりの滞納額がふえてきているのかな

と思ったところでございます。１人当たりの滞納額がふえてくれば、ますます返済

が厳しくなるのはわかっております。一番大事なのは、やはりこの削減目標を持ち、

今後の滞納額の減少に向け取り組んでいただきたいと思います。 

それでは、２件目、公用車の維持管理等についてお聞きいたします。公務を迅速

かつ効率的に遂行するため、公用車が保有をされております。公用車は、市の財産

であり、また燃料費、保険料などの維持管理費等を要することから、有効に活用す

ることが求められております。公用車の台数に比例して、維持管理経費がかかる、

各部署単位では適正な保有台数となっているものの、全体的に見ると稼働率が低く、

有効活用されていない可能性も考えられます。そこで、３点について質問をいたし

ます。 

まず１点目、消防自動車を除く各部署の公用車の台数と項目ごとの維持管理費用

はどのようになっておりますか。２点目、各部署配置の公用車の稼働率はどのよう

になっておりますか。３点目、先般の質問でもお聞きをいたしておりますけども、

その後、ドライブレコーダー設置の車両も増加してきていると思いますけども、そ
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の設置状況についてお伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

北原議員の一般質問、公用車の管理及びドライブレコーダーの設置状況について、

お答えをいたします。 

ご質問の１点目、公用車の保有台数につきましては、令和２年度末現在で208台

です。内訳は、総務部12台、市民部35台、福祉部45台、経済部30台、建設部17台、

水道局５台、議会事務局１台、教育部41台、消防本部22台となっております。 

次に、維持管理費につきましては、令和２年度決算額ベースで、総額4205万1000

円です。内訳は、車検、定期整備費及び印紙代1116万7000円、修繕費622万4000円、

燃料費1359万1000円、共済分担金581万6000円、自賠責保険料281万8000円、重量税

243万5000円でございます。 

ご質問の２点目、勤務日と公用車の稼働日から求めた年間の平均稼働率につきま

しては、令和２年度で58.6％でございます。 

ご質問の３点目、ドライブレコーダーの設置状況につきましては、令和２年度末

の設置台数は52台となっており、導入当初の平成29年度の20台から３年間で32台増

加しております。 

ドライブレコーダーの設置基準等につきましては、職員の安全意識及び運転マナ

ーの向上、記録データの適正な管理を目的に、山鹿市庁用車ドライブレコーダーの

設置及び管理に関する要項を平成31年３月に策定しました。本要項に基づき、救急

車等の緊急車両や多人数を運搬するバス、遠距離運転や使用頻度が高い車両につい

て、優先的に設置を進めてまいりました。 

ドライブレコーダーは、事故発生時の責任の明確化や安全運転意識の向上のみな

らず、いわゆるあおり運転の被害の防止など、設置によるメリットが大きいため、

今後は新規購入車両を初め、未設置車について計画的に導入を進めてまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

公用車の確保所有台数につきましては、前回の答弁に対して減となっており、何

らかの対策が取られた結果だと思っております。 
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ドライブレコーダーの設置につきましては、年々増加にあることがわかりました。

事故はあってはなりませんが、山鹿市も過去に車両トラブルは発生しているのが現

状でございます。最悪の場合、事故の映像を記録するという目的を果たします。新

聞の記事によりますと、あおり運転、厳罰化１年で100件摘発とあり、ドライブレ

コーダーが証拠に積極的な活用とありました。トラブルを回避するための証拠をつ

かむ重要な機器でございます。今後の計画的な導入をよろしくお願いをいたします。 

公用車の保有状況並びに管理費について、また各部署の保有台数、公用車の稼働

率、ドライブレコーダーの設置状況を知ることができました。内訳では、市民部、

福祉部、経済部の３部署で全体の約53％を占めていることもわかりました。 

２回目は、公用車の運用について、２点お聞きをいたしたいと思います。 

まず１点目、車種別とハイブリッド車の保有台数について、２点目は耐用年数と

先ほど維持管理費が示されましたけども、更新時期と利用経費削減等に向けての取

り組みをお伺いをいたしたいと思います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

２回目のご質問、公用車の運用について、お答えをいたします。 

ご質問の１点目、公用車の車種別保有数につきましては、保有する208台のうち、

バス、特殊車両及び消防車両等を除いた一般車両145台の内訳は、普通自動車８台、

小型自動車40台、軽自動車97台となっております。構成比率は、普通自動車5.5％、

小型自動車27.6％、軽自動車66.9％であり、そのうち13台がハイブリッド車でござ

います。 

ご質問の２点目、更新時期につきましては、平成29年10月策定の公用車の配備・

更新に関する基本方針に基づき、取得後16年以上が経過、または総走行距離が12万

キロメートル以上経過しており、かつ車両状態が不良である場合を目安としており

ます。 

なお、年間稼働率が40％未満の車両につきましては、所管がえまたは廃止とし、

また年間走行距離が2500キロメートル未満の車両は共用車として一元管理すること

で、稼働率の向上と有効利用を図っております。 

今後も、この基本方針により、公用車の適正配置を進め、確実な点検実施による

長寿命化に取り組むとともに、低燃費や環境に配慮した車両への更新など、一層の

有効利用と経費節減に努めてまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 
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○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

年間稼働率が40％未満の車両については、所管がえまたは廃止とし、年間の走行

距離が2500キロの車両は共用車として一元管理することで、稼働率の向上と有効利

用を図っているとの答弁でありました。 

有効利用と経費削減への取り組みを感じたところであります。コロナ禍により、

いろんな面で歳入減少傾向が予測をされております。経費削減に引き続きよろしく

お願いをいたします。 

適正な車両維持管理には、台数の削減と諸費用の削減が不可欠と思います。更新

時期を迎える車両から、順次リースに切りかえ、公用車のリース化を進めている自

治体もございます。車両を保有しないことで、車検費用、重量税、定期点検費用な

どの維持費削減が見込めるとのことであります。山鹿市は、公用車については購入

方式と思いますけども、以前の答弁でカーリースにつきましては、今後検討してま

いりたいというような答弁をいただいておりましたので、その後の検討結果はどの

ようになりましたでしょうか。 

今後、ますます厳しい社会情勢で歳入が、先ほど申しましたけども、減少傾向に

なってくると思います。少しでも努力し、財源確保に取り組まなければいけないと

思います。自主財源確保として、公用車の車体に掲載する有料広告の事業など、近

くでは大牟田市が公用車に有料広告の導入をいたしております。こうした財源確保

について、市の見解をお伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

３回目のご質問にお答えをいたします。 

ご質問の１点目、公用車への車両広告の導入につきましては、公用車に民間事業

者等の広告を有料で掲載するものであり、民間事業者等にとっては、比較的低廉に

広告枠を確保できるほか、行政としても財源確保の取り組みをアピールできる等の

メリットが考えられます。 

本市としては、現在取り組んでおります公用車の適正配置による経費削減に努め

てまいりますが、先行して有料広告を導入している自治体での実際の運用状況を把

握・分析し、また事業者や市民の反応等も想定しながら、まずは導入による効果を
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見極めたいと考えています。 

ご質問の２点目、公用車のカーリースによる調達につきましては、そのメリット

として、年度ごとの費用負担を平準化できること、車両管理に係る事務負担を軽減

できることなどが考えられますけれども、リース費用には購入する場合と比較して

リース料率が上乗せされるため、費用を単純比較した場合には、リース調達のほう

が高額になることも予想されます。 

特に本市の場合、取得後16年以上経過した車両を更新の目安としていることから、

一般的な５年間のリースと比較しますと、１年当たりの費用は低く抑えられている

状況にあると考えております。 

いずれにいたしましても、公用車の車検、点検整備においては、常に安全な状態

の車両を確保していくことが不可欠でございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

利用方法やその目的によって、購入方式、カーリース、それぞれメリット・デメ

リットがあることも理解をいたしております。ただし、カーリースは購入時に費用

のほとんどがリースの月々の支払いに含まれており、ずっと定額料金、まとまった

金額負担はなくなります。これは法人の場合でございますけども、月々の使用料を

そのまま経費として処理が可能であり、節税面でも最も有利な仕組みとなっており

ます。 

ちょっと話は変わりますが、災害対策といたしまして、ＥＶなどの活用協定締結

という新聞記事がございましたので、ご紹介をさせていただきます。兵庫県明石市

は、このほど災害時に停電などが発生した場合に備え、避難所での電力源として電

気自動車などの車両を活用する協定を、県内のトヨタグループ６社と締結、そして

同協定には市内の災害発生時、停電中に電力供給できるプラグインハイブリッド、

ＰＨＶやＥＶを必要に応じて無償で貸与することが明記され、貸与される車両は市

が指定する避難所などで電力源として活用することができます。車両の一つである

プリウスＰＨＶでは、一般家庭の約４日分の電力を供給することが可能だと言われ

ております。災害時、避難所の電源確保、市内の自動車販売店とＥＶやＰＨＶの避

難所での活用など、山鹿市も今後検討されてはと思い、ご紹介をさせていただきま

した。 

３件目は、若者の移住・定住についてお聞きをいたします。東京圏には2019年現
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在、約3700万人、日本の総人口の29％もの人が住んでおられ、東京圏への人口集中

度合いは、欧米の都市と比較しても相当程度に高い水準にあります。このような状

況は、15歳から29歳の若年層を中心とした、地方から東京圏への大量の人口流入が

大きな要因となって生じたものであり、その傾向はますます顕著となっております

が、コロナウイルス感染症拡大に伴い、テレワークの普及等を受け、人々の地方移

住に対する関心は高まりつつあります。山鹿市で育った若者はもちろん、東京、い

や全国から若者の移住先として選ばれる魅力ある山鹿市にしていかなければいけな

いと思っております。山鹿市の人口増減、３年間の転入並びに転出の状況、社会増

減についてお伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。中尾市民部長。 

［中尾雄二 市民部長 登壇］ 

○中尾雄二 市民部長 

ご質問の社会増減の推移について、お答えいたします。 

住民基本台帳における本市の転入及び他市町村への転出について、年度別に申し

上げます。平成30年度は、転入1533人、転出1728人で、195人の減、令和元年度は、

転入1485人、転出1702人で、217人の減、令和２年度は、転入1285人、転出1570人

で、285人の減となっており、転出者が転入者を上回る転出超過の状況が続いてお

ります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

今の答弁で、転出者が転入を上回る転出超過の状況が続いているということでご

ざいまして、いろんな施策はされていると思いますけども、なかなか厳しいなとい

うことを感じた次第でございます。移住・定住相談窓口を設置してあり、相談件数

は年々増加傾向にあるとお聞きをいたしております。 

先ほどの答弁で、移住・定住を希望される方々は、まず住むところを探されてお

り、空き家バンクの登録件数だけではなく、民間の物件等にも数多くの相談がなさ

れており、相談体制のさらなる充実を図るため、不動産関係者など民間団体と連携

をし、新たな組織の設立準備を進めているところです。 

子育て支援などにつきましても、関係部署と情報交換を図りながら連携を強化し、

移住・定住につながる環境整備に努めるとありました。 
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それでは、３点についてお聞きをいたしたいと思います。 

まず１点目、移住・定住に対する施策は、どのようなものがあるかお聞きをいた

します。２点目、空き家バンク登録状況と利用率はどのようになっておりますでし

ょうか。３点目、お試し住宅として、山鹿地域、鹿北地域に２カ所、今現在ござい

ますけども、そのお試し住宅の利用状況について、また今後、こうしたお試し住宅

をふやす方向性があるのかをお伺いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。中尾市民部長。 

［中尾雄二 市民部長 登壇］ 

○中尾雄二 市民部長 

ご質問の、移住・定住施策に係る取り組み状況について、お答えいたします。 

移住・定住の推進にあっては、先ほどの社会増減について、転出者をなるべく減

らし、対して転入者はできるだけふやすという２方向からの取り組みが必要だと考

えております。 

その中で、いかに転入者をふやし、そして定住へと結びつけるかという施策とし

まして、平成２年４月から旧来民郵便局内に山鹿暮らしサポート局を設置し、空き

家バンク制度の運用や本市で暮らすために必要な情報の提供など、一元的かつ包括

的な相談窓口を民間団体と協働で運営しており、移住希望者のみならず市内在住者

の定住も含めた支援を行っております。 

令和２年度においては、窓口や電話での相談が236件あり、空き家バンクの利用

者登録89件、物件登録17件で、10件の契約が成立しております。 

このほか、空き家バンク活用促進事業、三世代同居住宅支援事業による住宅の取

得や改修、家財の処分、引っ越しにかかる費用の助成、さらには県内への就業等と

マッチングした移住支援金など、山鹿で暮らし始めるための支援策を講じており、

これら制度を活用し、昨年度は13世帯、36名の方が転入され、うち半数以上を20代

から30代の若い世代が占めております。 

また、確実な移住・定住につなげるため、実際に山鹿での暮らしを体験し、活動

する拠点として、閉校した２カ所の用務員住宅を改修し、お試し住宅として運用し

ております。 

これまで、２カ所合わせて17件の利用があり、うち１件が空き家バンクを活用し

た移住へとつながっております。 

住まいや仕事探しなど、移住への準備を始める、文字どおり、お試しの住宅では

ございますが、コロナ禍での運営が難しいこと、利用者数の割にはまだまだ定住に

結びついていないことなどを鑑みると、実態の原因分析を初め、事業の費用対効果
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などを十分精査した上で、今後の展開につなげてまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

令和２年度におきましては、10件の契約が成立との答弁をいただきまして、今後

もさらなる取り組みをお願いいたしたいと思います。 

３回目にいきますけども、一部の自治体以外ではほとんど人口が減少しておりま

す。少子高齢化時代を迎えておるわけでございます。人口がふえているところは、

この企業誘致も進み、若者にとって子育てしやすい環境、並びに雇用の場が多い、

生活しやすい環境などの条件がそろっているのかなと、私自身は思っております。 

今までいろいろとご苦労いただき、企業誘致の推進もしっかりとしていただいて

おりますけども、若者が地元で働く環境づくりのための施策と、さらなる企業誘致

が必要かと考えます。今後、新規企業誘致の展開、また取り組んでおられる施策等

がありましたら、お伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

北原議員のご質問、若者が地元で働く環境づくりと、これからの企業誘致の展開

について、お答えいたします。 

少子高齢化による人口減少が進む中、本市においては若者の市外への流出は重要

な課題であり、山鹿市内にどのような企業があるのかを知らない方が多いことも、

その要因の１つと思われます。 

このようなことから、会員47企業で組織する山鹿市企業連絡協議会を中心とした

企業と、市内の５つの高等学校及び行政が連携し、若者の記憶に残す取り組みとし

て、企業連絡協議会の会員企業を紹介した企業情報誌の配布とあわせて、令和２年

度から高等学校の２年生を対象とした企業ガイダンスを開催しております。 

昨年は、コロナ感染症拡大の影響により、オンラインによる企業ガイダンスとな

りましたが、15社の企業及び241人の生徒に参加していただきました。 

学校からも、細かいところまでしっかり説明していただいた、仕事の内容を知る

いい機会となったなど、事業内容の満足度において、高い評価をいただいており、

本年度も来年３月に開催を予定しております。 
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本取り組みについては、高校２年生を対象としていますが、高校卒業後に就職を

希望する生徒のほか、大学や専門学校に進学する生徒に対しても、卒業後に地元へ

帰り、市内企業への就職を検討されるきっかけづくりとなることを期待しておりま

す。 

また、今後の企業誘致の展開といたしましては、新規企業の進出は新たな雇用を

生み出し、地域経済の発展や地域振興にもつながることから、熊本県と一体的な勉

強会を開催することとしており、その勉強会を通して連携を深めながら誘致活動に

努めるとともに、既存企業のさらなる拡張も視野に入れ、企業情報の収集及び支援

を実施したいと考えております。 

さらに、新型コロナウイルス感染症を契機として、リモートワークの進展等によ

り、地方移住への関心も高まってきていることから、ＩＴ関連企業や若者に関心の

高い新たな業種についても模索しながら、企業誘致の促進を図ってまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

企業ガイダンスの開催で、学校からも細かいところまでしっかり説明していただ

いた、仕事の内容を知るよい機会になったなど、高い評価をいただいており、本年

度も来年３月の開催を予定ということでありました。 

来年３月の開催には、多くの企業、そしてまた生徒が参加できる環境づくりをよ

ろしくお願いをいたします。 

今までいろんな形でいろいろ取り組んでおられますけども、今後もいろんなアン

テナを張り、企業誘致促進の強力な推進を重ねてお願いをいたしまして、私の一般

質問を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、北原議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午前10時52分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時03分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を始めます。 

次の通告順により、深牧大助議員の発言を許します。深牧議員。 
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［３番 深牧大助 議員 登壇］ 

○深牧大助 議員 

皆様、こんにちは。 

議席番号３番、深牧大助でございます。 

まず、個別接種の対応をいただいている医療機関、また集団接種に対応いただい

ている医師、看護師、また関係スタッフの皆様に感謝を申し上げます。 

発言通告に従いまして、一般質問をいたします。 

新型コロナワクチン接種について３点、新型コロナウイルス感染症防止対策につ

いて２点、一問一答にてお願いいたします。 

最初に、新型コロナワクチン接種について、３点伺います。 

まず１点目、国のワクチン配分計画で、希望量より少なく、不足が発生しないよ

う、第２期集団接種を２週間後ろ倒しをするとされていましたが、接種状況と見込

みについて伺います。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ご質問の第２期集団接種の接種状況と見込みについて、お答えいたします。 

第２期集団接種の開始時期につきましては、国のワクチン配分計画の見直しによ

り、７月後半から８月の配分量が減少したことを受け、当初予定しておりました７

月31日からの実施を２週間後ろ倒しとし、８月14日から９月19日までの期間で実施

をしているところでございます。 

なお、市内医療機関に委託して行う第３期の個別接種につきましては、当初の計

画どおり、８月16日から９月25日の期間で実施いたしております。 

第２期集団接種の接種人数は3809人の見込みであり、同時期に実施しております

第３期個別接種の見込みの6906人と合わせますと、１万715人が接種完了の予定と

なっております。 

これまでの接種済者と合わせて、本市での接種人数は累計で３万6582人となり、

接種対象者である12歳以上の人口の79.7％の方が、９月中に接種完了となる見込み

でございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

深牧議員。 

［３番 深牧大助 議員 登壇］ 
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○深牧大助 議員 

接種対象者である12歳以上の人口の79.7％、３万6582人の方が９月中に接種完了

予定であると答弁いただきました。ワクチン接種に対し、市民の関心が高いことが

見受けられます。 

期間内に予約できなかった方、体調不良等によるキャンセルをされた方への再予

約方法などの周知もお願いいたします。 

現在、熊本県で県央広域接種センターでの接種も開始されております。こちらは

ホームページ上では個人枠の接種は不可能と、予約が埋まっているとされておりま

したが、きのう問い合わせたところ、個人枠も接種が可能、予約が可能ということ

でお答えをいただきました。 

次に、２点目、12歳から15歳の集団接種、個別接種ともに、接種が開始されまし

た。状況と見込みについて伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ご質問の、12歳から15歳の集団接種及び個別接種の状況と見込みについて、お答

えいたします。 

12歳から15歳の方につきましては、７月末時点までの12歳到達者1735人に対し、

７月21日に接種券を発送いたしました。 

予約の状況でございますが、集団接種に406人、個別接種に409人、合計815人、

対象者の47％の方が接種を希望されております。 

接種時期は、16歳以上と同じく、集団接種は８月14日から９月19日まで、個別接

種は８月16日から９月25日までで、２回の接種が完了いたします。 

16歳以上の方との相違点としまして、接種に当たっては予診票に必ず保護者の署

名が必要であり、また接種時には保護者の同伴が必要としております。 

また、接種後の副反応への備えとして、集団接種では医師４名体制の時間帯に接

種を実施し、副反応への迅速な対処を可能としております。 

また、個別接種については、12歳から15歳までの接種に同意を得た医療機関のみ

に絞って実施をするなど、副反応時の体制を強化・徹底いたしております。 

なお、今後、新たに12歳となる方の接種券につきましては、誕生月の翌月に順次、

発送を予定しております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 
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深牧議員。 

［３番 深牧大助 議員 登壇］ 

○深牧大助 議員 

12歳から15歳の集団接種、個別接種ともに、保護者の署名と同伴が必要とされて

おりますが、対象者の47％の方が接種希望されていると確認できました。 

次に３点目、山鹿市在住者の山鹿市外でのワクチン接種、県民広域接種センター、

職域接種等の接種状況、山鹿市在住者の接種状況の把握はできているのかについて

伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ご質問の本市在住者の市外での接種状況について、お答えいたします。 

ワクチン接種につきましては、原則、住民票所在地の接種会場にて接種を行うこ

ととなっておりますが、かかりつけ医が住所地以外の医療機関の方、または単身赴

任や介護、里帰り出産などにより、一時的に他市町村で生活しているなど、やむを

得ない事情がある方については、住所地外接種届出を接種予定の市町村へ提出する

ことで、住所地以外の会場での接種が可能となっております。また、県や国が設置

をする大規模広域接種センター等については、そのような手続きは必要ございませ

ん。 

山鹿市民の７月末現在での、市外医療機関での接種済者は901人、自衛隊大規模

接種や職域接種での接種済者は468人、また８月２日より開始されたグランメッセ

での県民広域接種センターの現時点での予約者数は303人、合計で1672人、本市の

接種対象者の約４％となっております。 

なお、市外医療機関での接種人数の把握につきましては、熊本県国保連合会を通

しました接種費用の請求件数により把握をしておりますので、実際の接種時期から

一定期間、時間差が生じていることを申し添えます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

深牧議員。 

［３番 深牧大助 議員 登壇］ 

○深牧大助 議員 

答弁いただきました市外の接種者1672人とありますが、接種対象者12歳以上の３

万6582人と、市外接種者を含めると３万8254人となり、83.3％の方が接種完了見込
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みとなりますが、市内接種者の中には市外在住者の方もいらっしゃるので、人数が

定かではありません。 

また、市外接種者の人数は７月時点でありますので、８月末、９月末の終了時に

は、接種者の人数ももっとふえていると推測されます。引き続き、対応をよろしく

お願いいたします。 

また、12歳未満の子供と同居する家族等を優先的に接種が受けられるよう、子育

て世帯専用枠と、妊婦の方、その配偶者の方、及び同居する家族等の方々を対象と

した妊婦専用枠、こちらも８月28日より受付が開始されております。こちらの周知

も再度よろしくお願いいたします。 

４点目、山鹿市内のワクチン接種後の感染者数は把握できているのでしょうか。

また、熊本県発表の情報について伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ご質問のワクチン接種後の感染者数の把握と熊本県の発表の情報について、お答

えいたします。 

本市在住者の新型コロナウイルス陽性者数につきましては、熊本県が発表した情

報により把握をしておりますが、陽性者の氏名等の公表は行われておらず、当該陽

性者のワクチンの接種記録を追うことができないため、接種後の感染かどうかの把

握を市で行うことは困難となっております。 

８月23日に報道されました熊本県発表の県内感染者数とワクチン接種の関係性に

つきましては、陽性者2217人を対象に分析された結果、接種をしていない方の陽性

者は1598人、またワクチンを１回接種された方の陽性者は209人、合わせますと全

体の81.5％を占めております。 

また、ワクチンを２回接種した後、２週間を経過すると抗体ができ、免疫がつく

と言われておりますが、その２回接種後、２週間を経過した、いわゆる接種完了者

の感染につきましては90人であり、陽性者全体の4.1％でございました。接種完了

者は、それ以外の未完了者と比べて、陽性率が13分の１程度に抑えられるとの結果

が公表されております。 

本市としましても、今回の結果により、ワクチン接種には感染の発症や重症化を

防ぐ一定の効果があると受けとめておりますので、今後も未接種の方に対するワク

チン接種を進めてまいりたいと存じます。 

ただし、２回接種終了後にも感染する可能性があることも明らかになっておりま
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すので、市民の皆様には２回接種した後も、油断することなく、感染予防対策を続

けていただくようお願いしてまいりたいと存じます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

深牧議員。 

［３番 深牧大助 議員 登壇］ 

○深牧大助 議員 

熊本県発表の２回目接種完了者の感染率が4.1％と出ており、ワクチン接種がい

かに有効かがわかりました。未接種の方に対し、接種の有効性をお知らせし、進め

ていただければと思います。 

また、先ほどと重複しますが、個人接種希望者への周知をお願いいたします。 

以上で、ワクチン接種についての質問を終わります。 

次に、新型コロナウイルス感染症による休校・休園について、２点質問いたしま

す。 

１点目、現在、全国で10代以下の感染が多く報告され、家庭内感染により拡大し

ていると見られます。学校、子供関連施設等の対策はなされていると思いますが、

もし休校・休園となれば、仕事を休まざるを得ない、子供を１人で留守番させられ

ないなど、保護者への負担がふえることが見込まれます。ひとり親世帯はもちろん、

共働き世帯にもとても大きな問題です。また、給食の時間、昼休みなどで感染が危

惧されます。 

今後の休校や休園についてと、現在の感染防止対策、配慮について伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。村上首席教育審議員。 

［村上清 首席教育審議員 登壇］ 

○村上清 首席教育審議員 

ご質問の新型コロナウイルス感染症による休校・休園について、お答えいたしま

す。 

まずは、休校・休園の措置を避けるために、小中学校及び保育・幼稚園等におい

て、これまで以上の感染防止対策を講じて、学校教育・保育活動を継続してまいり

ます。 

具体的には、学校ではマスクの確実な着用、常時換気、こまめな手洗い、うがい、

消毒の徹底などを図り、感染リスクを低減させてまいります。また、検温は、これ

まで登校前の１回でしたが、１日複数回の検温を実施し、体調把握に努めてまいり

ます。授業の場合は、密になる学習形態を避け、タブレット等を有効活用してまい
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ります。 

本市におきまして、感染拡大が見込まれ、どうしても休校・休園の措置を講じな

ければならないときは、状況を踏まえながら、児童・生徒の居場所づくりに配慮し

てまいります。例えば、家庭の事情により、どうしても居場所のない子供について

は、十分な感染対策に配慮した上で、学校の一部を活用することなどを考えており

ます。また、タブレット等を活用したオンライン等による学習支援や、分散登校等

の措置も検討してまいります。 

保育園・幼稚園等での予防対策も基本的には同じですが、特に園児はマスク対応

や、それにかわる配慮が難しく、徹底した消毒や換気などの衛生管理に努めるほか

ありません。各職員が、より適切かつ丁寧に対応するよう努めているところです。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

深牧議員。 

［３番 深牧大助 議員 登壇］ 

○深牧大助 議員 

やはり基本的な感染防止対策が一番重要だと思います。職員の皆様には、１日複

数回の検温の実施など、ご負担がふえるかと存じますが、感染防止対策の徹底と継

続をお願いいたします。保護者の皆様においても、家庭内感染防止に努めていただ

ければと思います。また、休校・休園の措置を取らずに、オンライン学習や分散登

校できるようよろしくお願いいたします。 

それでは、２回目、学校給食について、給食の配膳方法、教室内の配置の対応に

ついて伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。村上首席教育審議員。 

［村上清 首席教育審議員 登壇］ 

○村上清 首席教育審議員 

ご質問の、学校給食の配膳、教室内の配置について、お答えいたします。 

まず、給食の配膳につきましては、給食当番が配膳する学校と当番が準備したも

のを受け取るセルフ方式の学校があります。当番以外の児童・生徒は、教室に着席

して待ったり、別教室や廊下など、教室以外で待ったりするなど、学校規模に応じ

て違いがあります。 

次に、教室内の配置につきましては、児童・生徒が向かい合わせの班をつくるこ

とはなく、全員が前を向き、隣との距離を確保した上で黙食を徹底しております。 

また、空き教室等を利用し、分散による給食としている学校や、隣との間にアク
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リル板等の仕切りを設け、接触や密を避ける工夫をしてある学校もあります。 

さらに、片づけにつきましても、一斉には行わず、食べ終わった児童・生徒から

順に速やかに片づける学校もあります。 

いずれにしましても、感染リスクの高い給食時間の対応について、各学校とも最

大限に配慮されているところであり、引き続き、対応を工夫・徹底してまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

深牧議員。 

［３番 深牧大助 議員 登壇］ 

○深牧大助 議員 

学校規模に応じて、さまざまな対策、ご配慮をいただいていることがわかり、安

心しております。 

次に２点目、８月24日付で熊本県教育長より、山鹿市教育長宛に適切に対応する

ようと通知が出されたので、教育長の見解と対応を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。堀田教育長。 

［堀田浩一郎 教育長 登壇］ 

○堀田浩一郎 教育長 

ご質問の適切な対応について、お答えをいたします。 

これまで、県教育委員会及び本市教育委員会から通知を発出し、児童・生徒の安

心安全を第一に考え、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じてまいりました。 

今後もより一層、感染拡大防止対策を徹底するために、２学期始業に合わせまし

て、山鹿市版新型コロナウイルス感染症に対応した学校運営の手引きを作成いたし

ました。この手引書を小中学校に配布し、全教職員の共通理解のもと、感染予防に

努めながら、学校教育活動を進めるよう、学校と教育委員会で確認し合いました。 

児童・生徒への学びの保障や心身の影響を考慮し、誰ひとり取り残さない、適切

かつ丁寧な対応を行ってまいりますとともに、新型コロナウイルス感染症の感染者

及び濃厚接触者に対して、差別や偏見につながるような行為が絶対にないよう、児

童・生徒及び保護者に啓発をしてまいります。 

小中学校は、27日から２学期が始まりましたので、今後の感染拡大が懸念されま

す。もし、感染が確認された場合、学校規模によって異なる対応になることもある

かと思いますが、園と学校、協力しながら、全力で感染防止対策に努めていきたい

と考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 
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○服部香代 議長 

深牧議員。 

［３番 深牧大助 議員 登壇］ 

○深牧大助 議員 

熊本県教育長より通知が出される前に、２学期の始業に合わせ、手引書の作成を

され、配布、共通理解のもと、共有されていることがわかり、安心をいたしました。 

各家庭でも、園や学校と同じように感染防止対策を講じなければいけないと感じ

ております。よって、ウイルスを持ち込まないように、朝の検温、体調管理等、各

家庭での徹底も必要であると考えます。 

園や学校と保護者の連携をお願いして、私の一般質問を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、深牧議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、昼食のため休憩をいたします。午後１時から再開いたします。 

午前11時32分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後０時59分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

次の通告順により、芋生よしや議員の発言を許します。芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

皆さん、こんにちは。 

議席番号14番、日本共産党の芋生よしやです。 

まず初めに、資料配付の要求をしておりましたので、議長に許可をお願いしたい

と思います。 

○服部香代 議長 

資料配付の要求があっておりますので、会議規則第157条の規定により、これを

許可いたします。 

［資料 配付］ 

○芋生よしや 議員 

８月に、灯籠まつりの時期に、思いがけず豪雨となりました。最多降水量のニュ

ースには、全国各地から心配の声が届きました。被災された皆さんには、心よりお

見舞いを申し上げます。また、市内被災箇所の住民の方から、市長が視察に来てく

れた、とても安心したと感謝の声も届きました。 
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また、新型コロナの感染者が急増し、毎日の感染者数に、市民の皆さんからも心

配な声が寄せられています。少し感染数が減ってきたようですが、今、この時期が

一番対策を取るのに重要なときだと思います。 

また、長引くコロナ禍の中、生活に困窮している方も出ているのではないかと心

配をしています。全国的にも低所得者の方、さらには女性ほど影響が出ている、リ

ーマンショックのときとは桁違いだと言われています。しかし、国の支援は貸し付

けが主な対策です。コロナ後には、懐が温かくなり、返せるようになるというのが

前提の政策となっています。長引くコロナは、本当に大災害と言えます。しかし、

目に見える災害にはすぐ駆けつけたり、対策を取ることができます。しかし、心配

していますように、コロナ禍ではどこにどういう状況になっているかが見えにくい

状況ではないでしょうか。 

３月議会でも、私はこのコロナ禍の支援をお尋ねしておりましたが、重ねて市民

の皆さんの生存権を守る立場で、今回は質疑１項目と質問３項目です。一問一答で

お願いをいたします。 

質疑の１番目、議案第51号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第６号）、脱

コロナプレミアム商品券事業についてです。 

全国各地、学生などの食料支援には一般市民の皆さんも含めて、長蛇の列ができ

ています。熊本での食料支援も同様に、長蛇の列でした。全国的に普通に暮らして

いる方たちが列にいる、学生は食費を切り詰め１食にしている、会うたびに痩せて

いる、そんな状況があるのです。 

そんな厳しい状況は、目に見えないものだからこそ、有効な支援が望まれている

と思います。今回、経済支援として取り組みが提案されている脱コロナプレミアム

商品券について、１、前回までの取り組みが反映されているのか、今回は１万円の

みの販売でありますが、前回の販売状況はどうだったのか、効果の検証はできてい

るのか、販売、換金などでの問題はなかったのか。２、低所得者の中には商品券は

高額で購入できないという声もあります。低所得者、困窮世帯などへの商品券配付

などの検討は行われなかったのかの２点について、お尋ねをいたします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

芋生議員のご質疑の脱コロナプレミアム商品券事業について、お答えいたします。 

まず１点目、これまでの取り組み状況及び効果検証につきまして、昨年度８月に

第１弾、12月に第２弾の合計２回実施した結果について申し上げます。 
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まず、販売状況につきましては、第１弾ではプレミアム率30％、額面１万3000円

の商品券を２万冊販売し、完売しております。 

第２弾では、プレミアム率50％で、額面１万5000円と3000円の２種類の商品券を

販売したところ、１万5000円の商品券は４万5000冊の発行に対して６万9870冊の申

し込み、3000円の商品券は１万5000冊の発行に対し459冊の申し込みがございまし

た。 

このため、１万5000円の商品券をお申し込みの方の販売枚数を調整し、あわせて

3000円の商品券５枚を１セットにするなどの対応を行い、１万5000円の商品券を４

万4743冊、3000円の商品券を１万3272冊販売したところです。 

次に、効果の検証につきましては、事業者及び利用者からのアンケート調査をも

とに、事業の結果分析を行っております。 

その中で、事業者のアンケートでは、売り上げ増加に非常に効果があった、少し

は効果があったと、約７割の事業者が回答され、利用者の商品券の使途については

約４割の方がプレミアムがあるから、いつもより多くの買い物をしたと回答されて

おります。また、２回の商品券事業がもたらす消費喚起による経済効果については、

２億7000万円の押し上げがあったと推計しております。 

次に、販売・換金の問題点については、商品券購入の際、一部の販売所に集中し

たことや、換金期間が十分に取れなかったことのほか、利用期間中に熊本県独自の

緊急事態宣言が発令され、飲食業、サービス業での利用が低調であったことが挙げ

られます。 

質問の２点目、低所得者、困窮者などへの商品券配付の検討状況につきましては、

今回の脱コロナプレミアム商品券事業につきましては、新型コロナウイルス感染症

拡大の影響を受けて、落ち込んだ市内経済の活性化を目的に、消費喚起策として、

商工会議所や商工会などの商工団体が事業主体として取り組む事業で、経済波及効

果がより高い商品券を販売することとしており、商品券を配付する予定はございま

せん。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

続けて、一般質問を行います。 

ワクチン接種会場に行かれた方から、ワクチン接種の方々、頑張っていらっしゃ

いますね、ありがとうと伝えてくださいと伝言を受け取っています。医療従事者の
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皆さんも、職員の皆さんも頑張っていただいているとの感謝の声です。 

一方、自宅療養で亡くなられた方が出ている状況を心配された市民の方から、山

鹿市にも自宅療養者はいるのか、自宅で療養ではなく、入院などでしっかり治療し

てほしい、議会でしっかり言ってほしいとも要請されました。事前にお尋ねをして

いたところ、熊本県では自宅療養ではなく、入院や療養施設での対応ができている

とのことでしたので安心しました。しかし、今、きちんと対応していかないと、今

後、対応できなくなる事態も起きるのではないでしょうか。 

１項目め、新型コロナ感染症対策について、2020年８月、老健施設、2021年１月、

特養ホーム、４・５月、学校関連でのクラスターが続き、７月末、８月初めは飲食

店や家族内感染といった状況で続いていました。しかし、今年８月13日以降は様子

が一変して、さまざまなルートからの感染が見られ、１日の感染者数も11人、９人、

８人と続いてきておりました。 

一体どういう状態になっているのかを知りたくて、市の発表をもとに感染者一覧

表を作成してみました。タブレットの中にはその一部を掲載してお知らせをしてお

ります。４月、５月、10人を超える感染者が出たときには、市内でクラスターが発

生し、関連がはっきりしておりました。今回は、11人、９人、８人と、多いときの

感染ルートはばらばらで、多方面からの感染が起きていることがわかります。この

状況は市中感染と言えるのではないでしょうか。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

芋生議員のご質問にお答えいたします。 

まず、本市の感染状況について、ご説明を申し上げます。 

県の発表によります山鹿保健所管内の状況につきましては、昨年の７月26日に初

めて陽性者が確認されてから、本年の８月29日までに市外在住の方を含む386人の

感染が確認されております。 

令和３年度に限りますと、高等学校や飲食店のクラスターを初め、239人の感染

が確認されております。そのうち、感染経路と思われるリンクが判明している方が

178人で、全体の74％、リンク調査中の方が61人で26％という状況でございます。 

また、年代別では、最も多いのが10歳代で83人、これは率にして35％であり、30

代以下の若い年代で全体の６割を占める状況となっております。 

逆に、70代以上の高齢者の感染は10人、率にして４％と、少なく抑えられており、

高齢者についてはワクチン接種が進んでいる効果ではないかと考えられます。 
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また、昨年多かった高齢者施設等での感染は見られず、逆に職場や友人関係での

感染や、特に家庭内での感染が多くなっております。 

病院や施設内で起こる院内感染に対し、それ以外の場所で起こる感染のことを市

中感染と申しますので、そのような意味では市中感染が増加していると言えると思

いますが、現状では感染者の７割以上はリンクありの方々であり、感染経路がわか

らない感染者が市内でまん延という状況ではないと判断いたしております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

高齢者の感染が少なく、ワクチンの効果は市民の皆さんも同様に感じていらっし

ゃいます。３月の定例会のときに、新型コロナ対策として社会的検査を求めた答弁

に、感染拡大地域に無症状の感染者がまん延していることで、知らずに感染を広げ

てしまうことに対し、無症状の感染者を拾い上げ、まん延を防ぐことにあると、そ

の効果を答弁されました。医療・介護従事者の検査では、陽性者は出ておらず、社

会的検査を行う状況ではないとの答弁もされておりました。 

私も、今回ちょうど感染者がふえているころにせきが出て止まらなくなり、心配

になり検査に行きました。陽性ではなく、陰性でしたので、ほっとしたところです

が、感染者の報告を知るたびに不安にかられる方は多く、検査の状況はどうなって

いるかと尋ねてこられる方がいます。山鹿市で新型コロナ感染症の検査は、今どう

なっているでしょうか。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ご質問の新型コロナウイルス感染症の検査体制について、お答えいたします。 

現在、市民の方が検査を受ける方法といたしましては、第１に、発熱等の症状が

ある方が、山鹿市内の医療機関を受診され、医師の判断により、保険適用のＰＣＲ

検査または抗原検査を受ける場合がございます。ここで陽性になった場合には、医

療機関より山鹿保健所に届け出がなされ、県の発表ではリンク調査中として公表が

なされます。 

次に、陽性者が判明し、山鹿保健所でリンクなどの調査を行い、濃厚接触者に認

定された方には保健所によるＰＣＲ検査が行われます。ここで判明した陽性者の方
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は、先ほどの答弁の中でのリンクありとして、県より公表がなされます。 

また、ここで陰性となられた方についても、保健所より経過観察が行われ、その

後、発熱等の症状が出た場合には、再度ＰＣＲ検査が行われることとなっておりま

す。 

なお、症状がない方がＰＣＲ検査等を受けたい場合には、市内の複数の医療機関

で有料での検査が実施されております。 

昨年までの状況とは異なり、市内各医療機関での検査体制が充実しておりますの

で、必要な方は速やかに検査が受けられる体制が十分に整っております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

検査の体制は整っている、受けたい場合は有料での検査ができる、ワクチンの効

果が出ている、ワクチン接種に力を入れている、そういうことですから、市民には

基本的な予防策を取り、引き続き協力してほしい。検査は、自己負担でどうぞ。何

だか政府の答弁と同じに聞こえてしまいます。また、感染経路がわからない感染者

が市内にまん延している状況ではないとの答弁でしたが、まん延してからでは遅い

のではないでしょうか。 

市民の皆さんの暮らしと命を守るためには、いつでもどこでも検査ができる体制

が今こそ重要なのではないでしょうか。今後の検査体制についてお聞かせください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

まず、議員がご要望なさっていらっしゃいます社会的検査につきましては、先ほ

ど議員もおっしゃったとおり、無症状の感染者が地域にまん延していることで、知

らず知らずに感染を広げてしまうことに対し、感染者を拾い上げて対応するために

行うものでございます。 

ただ、その検査もやみくもに誰でも検査をするというものではなく、感染リスク

の高い場所や集団にターゲットを絞って行うことが効果的と言われております。 

例えば、東京等では、多方面から不特定多数の人が集まる駅前や繁華街等で行わ

れておりますし、熊本市においては市内中心部の飲食店の従業員等に対する検査が

行われているところでございます。 
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現在、本市内におきましては、現時点では社会的検査を行う場所や集団は特にな

いと考えておりますが、今後、感染の状況を踏まえて、またその必要性が高いと判

断した場合には、昨年行いましたような高齢者施設での検査等の対応を行っていく

ことを考えております。 

また、市民の皆様が必要な検査を受けられる体制は、先ほど申し上げたとおり、

十分整っておりますので、今後も現在の体制が維持できるよう、保健所や医師会、

市民医療センターと連携を図りながら進めてまいります。 

また、市民の皆様に対しましては、発熱等の症状がある場合には、ちゅうちょせ

ず仕事や学校等を休み、速やかに医療機関を受診していただきますよう周知徹底を

図ってまいりたいと存じます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

今の答弁で、必要になった場合は効果的なところを考えて実施する考えもあると

のことでしたので、安心をいたしました。 

市民がみずからもっと感染対策が取れるように情報を出してほしい、市からのや

まがメイトなどを通じたお知らせ、ホームページを見ても、緊迫感がない。もっと

的確な情報と注意喚起、ワクチン接種の進捗状況、市長コメントなどはないのかと

の声が届いています。９月１日付で市長がやまがメイトにもコメントを出していた

だきました。 

私は、近隣自治体のホームページなどを開いてみましたが、県の報道資料だけで

はなく、独自のお知らせなどを行っている自治体もあるようです。市民の皆さんの

不安に応えるためにも、市からのお知らせにさらなる工夫はできないでしょうか。

お答えください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

本市のホームページの新型コロナウイルス感染症の状況のページにつきましては、

多数のアクセスをいただいており、市民の皆様の関心の高さをしっかり感じている

ところでございます。また、担当部署を中心にお電話等でも、市民の方からさまざ
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まなご意見をいただいているところでございます。 

ホームページに掲載する内容といたしましては、国や県からの公表に基づく情報

以外には掲載できることが限られるため、ご要望に全てお応えすることは非常に難

しいと思いますが、他自治体の事例も参考にしながら、今後改良を進めてまいりた

いと存じます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

他自治体の例を参考に改良を進めると答弁いただきましたので、もちろん全ての

要望に応えられるわけではありませんが、改良されるのを期待しております。 

それでは、市長にお尋ねをいたします。国や県の対策が重要だと考え、私たち日

本共産党は国会でも、また県に対しても感染拡大の予兆や感染源を早期に探知する

ためのＰＣＲ検査、医療体制の拡充などを求めています。国は40年来の医療を削減

してきていて、医師数はＯＥＣＤ36カ国中、何と32位、平均から14万人も不足をし

ています。 

ＧｏＴｏに１兆6000億円、病床確保には29億円、今の医療崩壊は政治の責任です。

パラリンピック、もうすぐ終わりますが、１日最大120人の医師と150人の看護師が

必要だと言っていました。それだけの医師、看護師をコロナ禍で苦しむ方たち、陽

性になった方たち、そこに医師、看護師を確保することこそ、今政府がやるべきこ

とではなかったのでしょうか。 

新たに自宅待機の女性が、何と死後３日経って発見されたと、痛ましい報道があ

りました。市民に責任を持つのは、山鹿市長です。命の選別をするような事態には

しないでください。山鹿市からも国や県に対し、医療体制、病床体制強化を図るこ

と、ＰＣＲ検査をふやすこと、県におきましては、先ほど部長の答弁にも、体制は

検査も行われているということでしたが、例えば空港、駅など、県内外からの人の

流れがあるところで検査体制をとるなど、早急に山鹿市としても求めてください。

市長の答弁、お願いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

新型コロナウイルス感染症対策につきましては、本市の取り組みについては、可
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能な限りの努力をしておりますが、この大規模災害と言えるコロナ禍を乗り越えて

いくためには、国全体の対策や都道府県単位の対策が非常に重要だと感じておりま

す。 

これまでも、医療・検査体制のことやワクチンの供給等、県とさまざまな協議や

連携を行い、協力体制を築くとともに、必要なことについては、その都度、国に対

して市長会等を通じて要望を行ってきたところです。 

今後もさらに、より迅速で効果の上がる対策の実行を目指して、県と強く連携を

図りながら、感染防止等の対策を進めてまいります。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

既に国や県にも要請していただいておりますし、今後もより迅速で効果の上がる

対策を進めていく、求めていくとの答弁でした。 

この７月から急増した感染者の中で、大変気になっているのが１つ目、園児、小

学生が家族を通じて感染している。そこでの感染は、新学期、学校が始まっている

子供にとって、またその保護者、家族にとっても、実に大変な状況になります。 

２つ目、高校生の感染者が多く、感染ルート不明で調査中というのが多く見られ

ます。 

繰り返して申しますが、新型コロナ感染症はこれまで経験したことのない事態、

大災害です。 

昨日、私、子ども課に県からの熊本県新型コロナウイルス感染症総合交付金、感

染が確認された小中学校、または幼稚園や保育園など、児童・生徒及びその家族の

ＰＣＲ検査などに要する経費を補助する市町村を支援するものというお知らせをお

届けしておりました。ぜひこのことも検討していただきたいと思います。 

また、高校生は、県として特別に検査体制を取るように、重ねて市長には要請を

していただきたいと思い、お願いをいたします。 

次の質問に移ります。生活困窮者支援について、市民の生存権を保障する体制に

ついてです。コロナ禍の影響が長引くにつれ、市民の皆さんも生活に影響が出てい

るのではないでしょうか。これからがさらに心配になります。 

３月に相談や生活保護申請が緩和されたことをお知らせして、市民を守る手だて

を取ってほしいと、一般質問で求め、またわかりやすい情報発信に努めると答弁も

いただいておりました。しかし、相談体制や情報発信が、コロナ禍の緊急事態に対

応していないように感じられるのは、山鹿市の相談職員体制などに問題があるので
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はないかとも考えました。 

そこで、生活困窮者支援窓口と福祉課保護係との連携、ケースワーカーの充足率

についてお尋ねをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

芋生議員のご質問にお答えいたします。 

生活困窮者自立支援相談窓口は、本庁の福祉課の窓口の最前線のところに配置を

いたしております。その窓口の役割は、生活困窮者がそれぞれに抱えている生活上

の課題を整理し、個別支援計画を立て、それに沿って自立に向けた支援を行うこと

でございます。生活に困っていらっしゃる方は、経済的な問題だけでなく、心身の

問題や家族の問題など、さまざまな問題を複合的に抱えていらっしゃいます。相談

者とともに、相談者に必要な支援をあらゆる角度から検討し、さまざまな制度や社

会資源の活用も図りながら、継続して支援を行っております。 

生活保護を受けたいと窓口に相談に来られた方についても、まずこの自立相談支

援を利用していただくことにより、結果的に生活保護に陥ることなく、自立につな

がっていらっしゃる方が、相談者の２割程度はいらっしゃる状況でございます。も

ちろん、状況によりましては、直ちに生活保護を利用する必要があると判断した方

については、速やかに生活保護の手続きを開始いたしております。 

生活困窮者自立支援窓口と生活保護の窓口は、初めて相談に来られたときから、

ともに相談内容を共有し、相談者の状況によって臨機応変な対応を行い、常に連携

をしながら支援を行っております。 

続いて、ケースワーカーの充足率についてでございますが、国の基準では１人の

ケースワーカーにつき80件以下を目標とされております。本市の場合には、本年８

月現在で、１人平均担当、約40件でございます。十分に充足率を満たしている状況

でございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

心配しましたような状況ではなく、相談体制もケースワーカーの職員体制も、国

の基準をしっかり満たしている、また充足率も取られているとのことでしたので、
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山鹿市の体制がわかり安心しました。 

この８月、私はオンライン研修で生活保護の問題を学びました。全国的な困窮者

の状況、国の制度への改善運動、また支援体制の改善なども学びました。全国の支

援者の皆さん、何よりも生存権が危ぶまれるような状況を変えたいとの努力に心を

打たれた状況でもありました。そういった努力が実り、各地の裁判判例、厚生労働

省の通達などは山鹿市でも取り入れていただいているかと思います。 

以前、生活保護申請の折、ホームレスの方の住まいを支援するものがなかったの

ですが、これらも改善が図られていると思います。山鹿市の今後の対応とともに、

ご紹介をいただきたいと思います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

平成21年10月30日付、厚生労働省の通知により、住居のない方、いわゆるホーム

レスの方から生活保護申請があり、一時的な居所を緊急的に確保することが必要と

なった場合に備え、近隣の安価な民間宿泊所、ビジネスホテル、あるいはカプセル

ホテル等の情報を収集しておくことや、そのような方が新たな住居を確保する以前

に、ホテル等を利用する場合、そのホテル代等については１カ月の住宅扶助基準の

範囲内で支給することができるとされております。 

本市においてのホームレスの方への対応につきましては、ホームレスの健康悪化

を防止する等の目的で提供されるホームレス緊急一時宿泊施設、通称シェルターと

申します。その施設を活用することで、現在は十分に対応ができております。これ

までもホテル等が必要となったケースはございませんが、万一、シェルターに空き

部屋がないなどの急を要する事態に備え、準備を整えてまいりたいと考えておりま

す。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

シェルターは山鹿市にあるわけではありませんが、今後、準備を整えてまいりた

いと答弁いただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

厚生労働省は、重要であるとして、2021年２月26日、３月30日と続けて、扶養義
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務者について通知を出しておりますが、その内容はどういった内容だったでしょう

か。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

生活保護の開始に当たっては、３親等以内の親族である扶養義務者による援助の

可否を確認するための紹介、いわゆる扶養照会を行っております。 

令和３年２月26日付、厚生労働省の通知により、扶養義務履行が期待できない者

の判断基準の留意点等についてという通知により、令和３年３月１日から扶養義務

履行が期待できない者の範囲が拡大されました。具体的には、扶養義務者との関係

性の点で、従来は20年間音信不通である者とされていたところを、10年程度音信不

通であるなどの著しい関係不良の場合と変更されました。 

続けて、令和３年３月30日付で、夫の暴力から逃れてきた母子、また虐待等の経

験がある者等の扶養義務者に対し、扶養を求めることにより、明らかに要保護者の

自立を阻害することとなると認められる者についても、扶養照会を行うことは適当

でない場合として取り扱うこととされました。 

これらのことにより、扶養照会を行う対象者の範囲が狭められ、明らかに援助が

期待できない親族への不必要な扶養照会を行われなくてよいということになりまし

た。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

扶養照会が生活保護の申請にネックになっている、そういう問題により扶養照会

をどうしても行わなければならないということはないということで、全国的にはこ

の扶養照会を拒否したいという意思を示す申出添付シート、申出書などによって、

その照会をしなくて済むという状況も行われています。また、扶養照会を申請のと

きでなく、その後、受給された皆さんと話をする中で連絡が取れたりする、そうい

った事例も起きているそうです。 

今は、申請をためらわせている状況ではない、保護課担当の方はその扶養照会に

すごい努力をして問い合わせをしていても、何らかの支援ができているのは１％未
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満だという状況もあります。山鹿市でも、令和２年度で349件中、金銭的援助につ

ながったのは１件だけだったそうです。国もしっかり生活保護は国民の権利です。

ためらわずに申請してくださいと言っているわけですから、申請者がためらうよう

な状況はつくるべきではありません。 

先ほど資料配付をお願いしました、札幌市の生活保護のポスターをちょっと見て

いただきたいと思います。このポスターは、区民センターなどで貼り出されている

そうです。小さい子供がいてフルタイムで働けない、給料が低くて生活できない、

親の介護で働けない、新型コロナで収入が減った、けがをして働けない、再就職が

決まらない、新型コロナで仕事が見つからない、持病が悪化して働けない、私たち

の年金では暮らせない、そういった方も生活保護の申請は国民の権利ですと呼びか

けるものです。お困りの場合は、お住いの区役所保護課へご相談してくださいと知

らせてあります。普通に働いていても、明日どうなるかわからない。そんなときは

誰もが申請していいんだと、とても明快に知らせるポスターとなっています。 

私は、ホームページの改善と保護のしおりの改善も求めてきました。他自治体の

ホームページも紹介しておりましたが、山鹿市ではその後、改善はどうなっている

でしょうか、お答えください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

本市のホームページにつきましては、トップページであります「くらし」のボタ

ンから入り、「福祉・年金」のボタン、続いて「相談窓口」と進んでいただきます

と、その中に生活保護や生活自立相談窓口、その他の各種相談窓口をまとめて掲載

をいたしております。 

また、市役所本庁や各市民センターにおきましては、どの相談窓口においでにな

ったとしても、必要な方が自立支援や生活保護につながるよう、各種窓口が連携し

て相談支援対応に当たっております。 

生活保護のしおりにつきましては、イラストを挿入する、文字を大きくして振り

仮名をつける、図形を用いるなど、どなたにもわかりやすい工夫を凝らし作成をい

たしております。 

このしおりにつきましては、相談窓口の目につきやすい場所に置くほか、本市の

ホームページからダウンロードいただくこともできるようにしております。 

今後も、さらに見やすく、使いやすくなるような工夫に努めてまいりたいと存じ
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ます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

山鹿市の生活保護、以前はしおりでしたが、生活保護のあらましとして、図解も

入れて、わかりやすくなっております。しかし、先ほど札幌市のポスターを紹介し

ました。 

また、市の担当課の方とお話したときに、南魚沼市の生活保護のしおりをお示し

しました。ここに山鹿市と違う点は、どういう方が生活保護を申請できるのか、そ

こが明確に書いてあります。山鹿市にも、さらに改善をしていただけたらと思いま

す。 

そして、ホームページですが、クリックを何回もしないと行きつかない。これで

は、緊急時の市民の皆さん、また困窮されている皆さんにとって、かなり難儀なこ

とではないかと考えます。 

以前、ご紹介いたしました荒尾市ホームページなどには、一番上のバナーに出て

きて、そこを１回クリックすれば生活保護のところにたどり着くような状況です。

ぜひもう一度、ほかの事例も参考にして改善をお願いしたいと思います。 

それでは、市長にお尋ねをいたします。生活困窮者や生活保護の相談に来られる

市民の方の中には、心身に支障を来している方などもおられると思います。生活保

護受給の後、訪問相談の機会もあると思います。現在は受給者、保護利用者の方た

ちもさまざまな問題があらわれていて、職員の皆さんも大変なご苦労をなさってい

ることだと思います。保護課職員体制に経験を積むことができるようにすること、

また資格を持った職員の採用・配置、また女性の職員の配置が必要だと思いますが、

どういった考えをお持ちでしょうか、お答えください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

現在、福祉課保護係は、係長兼務の課長補佐以下、職員７名と、就労支援員とし

て会計年度職員１名の合計８名で業務に当たっており、うち１名は社会福祉士の資

格を持つ職員でございます。 

職員は、毎年必要な研修を受講するほか、日々の業務の中で経験豊富なスーパー



－ 105 － 

バイザーと呼ばれる先輩職員から指導を受ける体制を整えております。 

職員の配置につきましては、大変過酷な業務であることや、受給者との信頼関係

の構築が重要という点などを考慮しつつ、適正に配置しております。 

また、女性職員の配置につきましては、必要に応じて福祉課内に配置している女

性相談員や保健師等を面接時に同席させたり、訪問に同行させるなど、相談者に配

慮した対応をいたしております。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

適正な配置、また女性の相談員を訪問同行させるなど、配慮が行われていること

もわかりました。 

しかし、これから苦しむ市民の皆さんを本当にサポートできる、心強い相談役に

なっていただけるよう、引き続きの配慮をお願いしておきたいと思います。 

それでは、最後の項目、山鹿市非核平和都市宣言についてお尋ねをいたします。

６月議会で核兵器禁止条約不採択の知らせに、市民の中から、山鹿市が非核平和都

市宣言を決議されていることを知っているのでしょうか。「平和を脅かす核兵器は

もとより、戦争のない平和で安全な社会への実現は、私たち人類共通の願いです」

と始まる格調高いものです。これを聞いたときに感動いたしました。当時の議員は、

政治的立場を越え、戦争反対と核兵器禁止の意を全会一致で決議いたしましたとの

ご意見を寄せていただき、私も心を打たれました。宣言が採択されたとき、私はそ

の経過を存じ上げませんので、ぜひ経緯をお聞かせください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

芋生議員のご質問、非核平和都市宣言が採択された経緯について、お答えいたし

ます。 

本市の非核平和都市宣言につきましては、戦後65年並びに新市発足５年目の節目

に当たる平成22年９月議会において、合併前の旧市町においてなされた同宣言の趣

旨を新市に引き継ぎ、本市が核兵器のない平和な世界を希求する自治体であること

を県内外に表明するために、当時の議員の皆様の賛同を得て可決され、宣言された

ものでございます。 

この宣言は、本市が人類共通の願いである核兵器の廃絶はもとより、戦争のない
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平和で安全な社会の実現を願う、自治体の立ち位置を明確に示すためのものと考え

ております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

市長は、この宣言について、どう認識されていますでしょうか。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

私は、前中嶋市長の任期中に可決された本市の非核平和都市宣言には、自治体と

しての究極の責務である、市民の生命と財産を守るという強い意志が込められてい

ると思います。また、その責務を果たすため、恒久平和な世界を希求する自治体の、

いわゆる行動規範としての性格を持った宣言であると認識しています。 

もちろん、本市はこれまでも地球上から核兵器がなくなることを願い、地方自治

体としてさまざまな取り組みを行っていますので、私もこの宣言の思いを引き継ぎ、

これから先の平和行政に関する取り組みの基本にしてまいります。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

非核平和都市宣言自治体を訪ねますと、敷地内にモニュメントの設置、また８月

などに庁舎内において平和展、現在、山鹿市でオリンピックにちなんだ展示コーナ

ーが入り口のところに設けられていますが、そういった形での平和展の開催などが

行われている自治体もあります。何らかの宣言自治体としてのアピールが市民に向

けて行われているのです。 

山鹿市では、これから取り組んでいかれることはありますか。市長、お願いいた

します。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 



－ 107 － 

本市におきましては、現在、市内小中学校の国語や社会科の授業の中で、平和に

関する学習を行い、長崎や沖縄などへの修学旅行において、平和への思いをさらに

深める取り組みを行っております。 

また、毎年８月に、遺族会と市が共同で平和を祈念する日の式典を開催するとと

もに、広島・長崎の原爆投下時刻に合わせた庁舎内での黙禱を、終戦記念日の正午

には防災行政無線による市内全域へのサイレンの吹き鳴らしと黙禱の呼びかけを行

っております。 

なお、ことしから新たに、それぞれの開始前に、市のホームページ及びやまがメ

イトを利用し、広く市民への協力を呼びかける取り組みを始めております。 

今後も、これらの取り組みを継続して実施することにより、恒久平和への願いを

次世代へ継承し、非核平和都市宣言自治体としての責務を果たしてまいります。 

この宣言文は、本市の進むべき方向性を示すものとなりますので、非核平和都市

宣言を行っている1653自治体や、国内1734自治体が加盟している平和首長会議のメ

ンバーと足並みを揃えた効果的な行動を行うとともに、新たに取り組むべき状況が

生じた場合には、その都度対応を検討してまいります。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

今回の新たなやまがメイトでの黙禱の呼びかけは、大変よい取り組みだと思いま

した。新たな取り組みも検討していただくとのことですので、市民の皆さんへの大

切な宣言をしている自治体なんだとアピールを続けていただきたいと思います。 

最初に申し上げましたように、新型コロナの感染症、目に見えにくい大変な災害

の時期です。市民の皆さんの命と暮らしを守るために、引き続き皆さんの努力、ま

た取り組みをぜひお願いをいたしまして、今日の私の質問を終わらせていただきま

す。 

○服部香代 議長 

以上で、芋生議員の質疑・一般質問は終了いたしました。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午後２時00分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後２時13分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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次の通告順により、勢田昭一議員の発言を許します。勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

皆さん、こんにちは。 

議席番号15番、勢田昭一です。 

発言通告に従い、一般質問をいたします。 

今の日本には、３つの危機があると考えます。それは、人口減少、異常気象、ウ

イルス感染であります。そのうちの２つ、皆さんもおわかりだと存じますが、確実

に異常気象、ウイルス感染の現象が出てきております。そして、その危機も身近に

迫っております。 

そこで、これらの３つの危機を基本に据え、農業に関する課題と、将来を担う子

供たちに絞って質問をいたします。 

まず、まもる視点では、耕作放棄地の予防と解消について、次につなぐ視点では、

農業従事者の動向と支援体制について、最後に創り出す視点では、その１、新規就

農者の育成と支援体制について、その２、将来を担う子供たちについて質問をさせ

ていただきます。それぞれに一問一答でお願いをいたします。 

それでは、１点目のまもる視点での質問に移ります。私は、先日、旧鹿本町にあ

ります日ノ岡山に登りました。山頂から菊池川の流れ、鹿本平野の田園風景、里山

の景色を一望してきました。まさに、日本の原風景と感じたところです。 

その一方で、田園風景の中に濃い緑の田畑があちこちあることに気づきました。

下山して、車を走らせ、その場所に行ってみると、そこは背丈ほどの草が生い茂る

耕作放棄地でした。先人たちが築いて耕作された農地が荒れている状態にあります。

耕作放棄地をつくらない、地域の環境を維持するために、中山間地域等直接支払制

度集落協定があります。その活動が里山の農地・風景を維持しております。 

このように、先人たちは次の世代、私たちへの思いをはせながら、耕作地を拡大

されたことと存じます。 

そこで、質問です。山鹿市内における2020年の耕作放棄地面積はどれだけあるの

か。また、５年前、2015年の面積もあわせて伺います。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

勢田議員のご質問、2020年耕作放棄地の面積について、お答えいたします。 

農地の利用状況につきましては、農地法の規定により、農業委員会において、毎
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年１回、８月ごろに地域内の全農地の利用状況を調査することが義務づけられてお

り、その調査結果としまして、昨年の2020年11月末時点において、農地台帳に基づ

く耕作放棄地等の遊休農地の面積は67万566平方メートルとなっております。 

また、５年前の2015年の調査による98万2258平方メートルと比較しますと、31万

1692平方メートルの減少となっております。 

そのための発生防止・解消対策としましては、耕作放棄地の再生と営農定着を推

進する耕作放棄地解消対策事業や、中山間地の農業生産基盤の維持を推進する中山

間地域等直接支払事業、遊休農地の発生防止のための保全管理を行う多面的機能支

払交付金事業の取り組みのほか、農業委員会においても、調査により把握した遊休

農地の所有者に対し、利用意向調査を行い、みずからの耕作や貸し付け、農地バン

クの活用等を促しております。 

また、山林の様相を呈するなど、再生利用が困難な農地につきましては、国から

の農地法の運用通知に基づき、原則として利用状況調査を行った年内に、所有者等

の意向を確認した上で、農業委員会で非農地の判断を行い、農地台帳から除外する

手続きも行っているところです。こういった部分を含めながら、耕作放棄地の解消

に努めているところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

答弁から、農地法の経緯により、耕作放棄地の名称ではなく、遊休農地だとわか

りました。また、農業振興課、農林整備課の行政と、それから農業委員会を初めと

する各団体のご尽力で、この５年間で31ヘクタールを農地として復元されたことも

理解できました。 

これに関連して、人・農地プランのアンケートなどの取り組みがあり、効果が出

ているものだと確信いたしました。再度、人・農地プランの実質化として、推進を

強くお願いをいたします。 

次の質問に移ります。先ほどの答弁にありました中山間地域等直接支払制度につ

いてであります。私たちは、その制度を集落協定と呼んで組織しております。私も

長年、地元の支払制度、集落協定の書記・会計として、作業日誌の記録、写真撮影、

会計処理などを微力ながら支えております。 

そこで、質問をいたします。中山間地域等直接支払制度、集落協定の目的とその

協定数を伺います。 
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○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

勢田議員のご質問、中山間地域等直接支払制度の目的とその協定数について、お

答えいたします。 

まず、中山間地域につきましては、水源涵養機能や洪水防止機能など、農業・農

村が有する多面的機能によって、都市住民を含む多くの人々の豊かな暮らしを守る

役割を果たしております。 

しかしながら、高齢化が進展する中、平地に比べ農業生産条件が不利なことから、

その多面的機能の維持が懸念されております。 

このような状況から、当該制度では、多面的機能を確保することを目的として、

集落単位で農業生産活動の維持と管理に関する協定を締結し、耕作放棄地の予防に

取り組んでいただいているところでございます。 

なお、協定数につきましては、現在、第５期対策を実施しており、それぞれ地区

別に申しますと、山鹿地区19協定、鹿北地区47協定、菊鹿地区47協定、鹿央地区11

協定の合計124協定となっております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

農業・農村が有する多面的機能によって、都市住民を含む多くの人々の豊かな暮

らしを守る役割を果たすことが目的であること。また、市内には124の協定がある

こともわかりました。 

ただ、今の答弁にもありましたように、それぞれの組織では高齢化、生産条件の

不利、大型機械化ができないなど、多くの課題を抱えております。 

しかしながら、組織の構成者で話し合いなどを行い、英知を結集して、将来の地

図を描きながら、見える化の取り組みを推進しております。今後とも、各集落協定

へのご指導をお願いいたします。 

では、３回目の質問に移ります。このように、この広い農地を維持・堅持するた

めには、行政だけでは無理だと判断をいたします。 

そこで、質問でございます。農業委員と農地利用最適化推進委員というのがござ

います。その方々の役割とその体制について伺います。 
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○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の、農業委員と農地利用最適化推進委員の役割とその体制について、お答

えをいたします。 

農業委員会の役割につきましては、平成28年４月に施行されました改正農業委員

会法で、農地等利用の最適化の推進として、１点目に担い手への農地等の利用の集

積・集約化、２点目に遊休農地の発生防止・解消、３点目に新規参入の促進とされ

ており、これらの取り組みによって農地等の利用の効率化及び高度化の促進を行う

ことが最も重要な任務として位置づけられております。 

また、主に農地の権利移動や転用許可等の合議体として意思決定を行う従来の農

業委員会とは別に、担当区域における現場活動を行う農地利用最適化推進委員が新

設されたところです。 

次に、農業委員会の体制としましては、委員の定数につきましては、山鹿市農業

委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例におきまして、農業

委員は14名、農地利用最適化推進委員は19名と定められております。 

また、地域別の配置人員としましては、農業委員はその業務に利害関係のない中

立委員１名を除き、山鹿地域に５人、旧４町の地域に各２人の農業委員会において

担当地域を割り振るとともに、農地利用最適化推進委員につきましては、山鹿市農

業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱において、地域別の定数とし

ましては、地区の農地面積や地域性を勘案し設定されており、山鹿地域に７人、旧

４町の地域に各３人を配置しております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

今答弁にもありましたように、農業委員の方々、あるいは農地利用最適化推進委

員の方々のご尽力は大変ありがたいものです。その方々の人数も定数を定める条例

で決められているということがわかりました。でも、この広い農地を守るためには、

14名、19名の方々では足りないと思います。この広い農地を守るためにも、人員を

ふやす必要があると判断をいたします。 

私は、先日、高校の先輩より、現在のあさぎり町、旧球磨郡須恵村、そちらのほ
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うの須恵村という本を紹介していただき、今読んでいる最中でございます。この本

は、1935年、昭和10年から１年間、アメリカの人類学者、ジョン・Ｆ・エンブリー

氏が須恵村に住み込み、村人と一緒に生活しながら、村の行事や農業の営みを通し

た日本の農村研究書でもあります。要約すると、共同に満ちた暮らしが農村社会の

原点だということです。私たちの祖先も全ての生活や営農を共同で行っていたと考

えられます。すなわち、共同によって農村社会を築いてきたものです。このことが、

今の私たちであり、この山鹿市でもあるわけです。 

今、この共同を農村社会だけでつくり出すことができない状況にあります。そこ

に、行政や専門委員が加わり、農村社会の再活性化を図る施策が必要と考えます。

そのことを述べながら、１点目のまもる視点での質問を終わります。 

それでは、２点目の質問、つなぐ視点での質問に移ります。先ほど市民部長のほ

うからもありましたように、人口減少に比例するように、農業従事者も減少してい

る現状にあることが予測できます。 

そこで、農業従事者の動向を伺います。農林水産省の統計では、2015年、197万

7000人の農業従事者が、５年後の2020年には152万人となり、この５年間で45万

7000人減少している現実がわかりました。 

そこで、本市における2000年、2010年、2020年の農業従事者の動向をお尋ねいた

します。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の、農業従事者の動向について、お答えをいたします。 

農林業センサスにつきましては、５年ごとに調査が行われております。それによ

りますと、本市の20年前、2000年の総農家数は4741戸であり、そのうち販売農家数

は3971戸、内訳としましては、専業農家数1140戸、兼業農家数2831戸となっており

ます。 

また、2010年の総農家数は4221戸で、販売農家数は2996戸、内訳としまして、専

業農家数1108戸、兼業農家数1888戸となっております。 

なお、令和２年の農林業センサスから、販売農家の内訳であった専業農家と兼業

農家の区分がなくなっており、2020年の数値といたしましては、総農家数3090戸、

うち販売農家数2121戸となっており、毎回減少している状況にございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 
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勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

今の答弁にもありましたように、山鹿市も全国と同様に減少していることがわか

ります。特に、兼業農家の数も、20年前、10年前で半減しております。この数値か

ら考えますと、2020年は約900戸という数値が判断されます。 

また、販売農家数においても3971戸が2996戸、今は2121戸と減少の一途をたどっ

ております。今ある農業基盤や農地を次の世代へどのようにつなぐかが問われてい

ます。 

その１つの例として、兼業農家の復活があると考えます。すなわち他の産業に従

事しながら、農業を行う半農半Ｘを推進する施策があるかと考えます。そういった

観点で、兼業農家のことについても執行部として一考いただければ幸いに存じます。 

国の農林水産省の施策の中では、兼業農家の対策等はなかなか載っておりません。

どちらかというと、農業専門農家、農業を専門に大がかりな農業をされる方の施策

はかなりあるようですが、この兼業農家についての施策は最近は消えているかと思

います。そういった意味でも、この兼業農家の意義当たりを再度考えていただけれ

ばと考えます。 

ですので、先ほど質問しました耕作放棄地の面積が、兼業農家によって、ある程

度支えられていた部分があったかと存じますので、よろしくお願いをいたします。 

では、次の質問に移ります。このように、農業者の減少をできるだけ小さくする。

そのためには、国あるいは熊本県の施策が必要であります。そして、それと同時に、

各自治体では、それらをより具現的に取り組む責務があると考えます。そこで、農

業者、農家への国・熊本県の支援体制と本市の独自の具体的な支援策がどのような

施策があるかをお尋ねをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の、農家への国・県の支援体制について、お答えいたします。 

国や県の支援につきましては、本市でも各種事業に取り組んでおります。 

まず、地域の農業を担う認定農業者及び人・農地プランの中心経営体に対する支

援といたしまして、施設や機械等への導入に対する各種補助事業があり、初期投資

の負担軽減を図っております。 

また、規模拡大を目指す担い手農家に対しては、農地中間管理機構による農地の
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集積・集約化制度のほか、集落営農に取り組む経営体に対しては、法人化や機械導

入に対しての支援がございます。 

また、畜産農家に対しましても、大規模な畜舎整備等を支援する畜産クラスター

事業や、家畜に対する伝染病に有効な家畜防疫対策等がございます。 

また、中山間地農業を守る取り組みとして、中山間地域等直接支払制度や鳥獣被

害防止柵などの支援を行っております。 

さらに、コロナ禍の影響を受けた農産物の次期作に対する支援であったりとか、

金融支援制度により融資を受けた際の利子補給や保証料の支援もございます。 

そのほかにも、各種支援策が用意されており、これらを活用しながら本市農業の

さらなる発展を目指してまいります。 

次に、ご質問の２点目、本市独自の具体的な支援策について、お答えいたします。 

本市独自の支援策としましては、農業機械免許等取得補助事業により、農作業の

安全確保を図るほか、特産品であるワイン用ブドウやお茶への生産、機械の維持管

理に対する助成、さらには各種農業団体への支援等による農畜産物のブランド化や

品質の向上を目指し、本市農業のさらなる活性化を図ってまいりたいと考えており

ます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

答弁にもありましたように、国や県での支援策は認定農業者の初期投資への負担

軽減、あるいは集落営農農業法人に対しましては、農地の集積・集約化、機械の導

入、また畜産農家、中山間地農業、コロナ禍における農産物、金融支援等があるこ

とがわかりました。また、それらの国・県の支援を山鹿市として、より具体的な支

援施策を発案され、農業のさらなる活性化を図っていただきたいと存じます。これ

で、２点目のつなぐ視点での質問を終わります。 

次に、３点目の質問、創り出す視点での質問に移ります。これまで本市の基幹産

業である農業を守る立場で、そしてつなぐ立場で質問をしてきまして、執行部の考

えや具体的な施策を伺ってまいりました。まさに、先人たちが築いた山鹿の農業を、

これからもつないでいくということが重要であります。そのためには、新しく農業

をする人をつくり出すことが不可欠だと考えます。 

そこで、本市における新規就農者を育成するための支援体制について伺います。 

○服部香代 議長 
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執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の新規就農者の育成と支援について、お答えをいたします。 

近年における本市の新規就農者数は、熊本県と熊本県農業会議が発表しておりま

す青年農業者・新規就農者実態補完調査結果によりますと、５年間の推移では、平

成28年度13名、平成29年度13名、平成30年度11名、令和元年度19名、令和２年度16

名と、10数人程度で推移をしております。 

新規就農者の支援としましては、まず農業技術を学ぶための研修として、熊本県

立農業大学校のほか、ＪＡ鹿本担い手育成支援センターや先進農家等での就農準備

研修等があり、国の農業次世代人材投資事業、準備型の給付金も活用できます。 

また、就農される際には、同じく農業次世代人材投資事業、経営開始型の給付金

を５年にわたって受給することも可能です。 

さらに、市や県、ＪＡ鹿本、先進農家等で構成されるサポートチームが新規就農

者の農業技術の確立や、経営の安定及び地域への定着を支援しております。 

なお、新規就農者に対する助成につきましては、初期投資の軽減を図る地域農林

業担い手育成支援事業により、新規作物の栽培や規模拡大に必要な農業設備及び機

械の導入等に対する支援もございます。 

さらに、親元に就農される後継者につきましては、担い手から後継者が経営を継

承し、発展させる取り組みを支援する国の経営継承・発展等支援事業や、農業に対

する知識の向上を図る農業後継者研修支援事業などの支援体制を整えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

今の答弁にもありましたように、新規就農者はここ５年間ぐらい、毎年10名以上

の確保がなされているということを聞いて少しは安心をいたしました。 

このように、山鹿における農業に関する課題がたくさんあるかと存じます。今、

羅列をして質問をいたしましたが、このほかにもいろんな課題があるかと思います。

今後も山鹿の農業をまもる、つなぐ、創り出すの視点で、大胆な施策をお願いし、

農業に関する質問を終わります。 

次に、創り出す視点で、将来を担う子供たちについての質問をいたします。これ

まで私はスポーツ推進計画の策定について、４回ほど質問をさせていただきました。
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その結果、執行部のご尽力で、令和３年度末に策定すると答弁をいただき、その審

議会も設置される条例も改正され、具体的な策定を取り組まれていることだと存じ

ます。 

そこで質問です。スポーツ推進審議会の進捗状況を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問のスポーツ推進審議会の進捗状況について、お答えをいたします。 

ご案内のとおり、スポーツ推進審議会の設置につきましては、市議会６月定例会

で議決をいただきましたので、山鹿市の附属機関といたしまして新たに発足をし、

７月28日に第１回目の審議会を開催したところでございます。 

委員の構成は、学識経験者３名、スポーツ関係団体から６名、学校その他、教育

機関の職員１名、産業経済関係団体から２名、関係行政機関の職員２名の計14名に

委嘱をいたしたところでございます。 

第１回審議会では、本市のスポーツの現状と昨年実施いたしました市民アンケー

トの結果報告、並びに計画策定までのスケジュールの説明を行い、各委員からはそ

れぞれの立場から、さまざまなご意見をいただいたところでございます。 

なお、第１回審議会の審議結果につきましては、市のホームページに掲載をいた

しております。 

次の第２回審議会は、９月末の開催とし、予定では協議事項といたしまして、基

本理念や基本方針など、計画の体系や概要について審議していただくこととしてお

り、現在、庁内関係部署や関係団体との事前協議・調整を行っているところでござ

います。 

第３回審議会につきましては、12月を予定をしており、素案の審議・承認を得ま

して、翌年１月にパブリックコメントを実施し、年度内に策定を完了させ、計画に

基づいた事業を展開してまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

進捗状況並びに今後のスケジュールを十分理解することができました。すばらし

く、市民に理解・実践されるスポーツ推進計画の策定に向けて、今後ともご尽力を
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お願いいたします。 

次の質問に移ります。山鹿市内各地を回っておりますと、小学校・中学校、各市

民センターなどの入り口に、何々大会出場、何々大会優勝などの立て看板をよく見

かけます。先ほど、スポーツ推進計画が策定されれば、高齢者から小さい児童・生

徒までのスポーツの流れが確立できます。 

そこで、その策定の要素として、児童・生徒の運動系の活躍状況を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

お尋ねの児童・生徒の運動系での活躍状況について、お答えを申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、大会の中止や縮小など、子供たちの活

躍の場が減少している状況ですが、令和３年度におきましても多くの大会で上位入

賞を果たしてくれております。 

まず、中学校部活動では、昨年度はコロナ禍のため、山鹿市中体連はやむなく中

止となりましたが、本年度は徹底した感染防止対策を講じて開催がされております。

中学生らしく、はつらつとしたプレーを展開してくれました。山鹿市の代表として

参加した県大会では、猛暑の中ではございましたが、真剣に勝利を目指し戦う姿が

ございました。 

その中で、上位入賞を果たし、九州大会に出場したのは、山鹿中学校の男子バレ

ーボール部、陸上部、柔道部、水泳部、鹿本中学校の柔道部、陸上部でございます。

さらに、山鹿中学校水泳部の男子は、県大会で参加標準記録を突破し、全国大会に

も出場をしております。また、鹿本中学校陸上部の男子は、九州大会で優勝をし、

全国大会では予選を突破、見事決勝に進出をしております。 

中学生の社会体育部門では、菊鹿中学校の女子２名が全国女子中学軟式野球大会

の県選抜チームに、鹿北中学校の２名がハンドボール女子県選抜チームに選出をさ

れております。また、硬式野球では、菊鹿中学校及び米野岳中学校の男子が九州大

会に出場をしております。 

小学生の社会体育の部門では、鹿本小学校６年生が水泳競技とバドミントン競技

で全国大会に出場を決めております。また、山鹿小学校６年生２名が少林寺拳法全

国大会に、稲田少年剣道クラブが全国道場少年剣道大会に出場をいたしております。 

このように、多様な種目で県大会から全国大会といった舞台で、学校の代表とし

て、また山鹿市の代表として活躍をしております。 

なお、残念ながら、大会出場がかなわなかった児童・生徒も、日々の努力を積み
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重ねているところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

コロナ禍の中で、一生懸命に頑張る児童・生徒の活躍を知ることができました。

まさに、本市の誇りでもあります。そして、そこにはご家族、保護者、指導者、チ

ームメイト、同級生などの理解と協力、応援があったからだと考えます。今定例会

でも、大会出場への補正予算も上程してあります。今後の活躍を祈念いたします。 

さて、ここまで運動系やスポーツ関連の質問をしてきました。これに対峙するの

が文化・芸術です。本市には、昨日の関口議員、豊田議員の質問でも紹介されまし

たが、日本遺産の米作り、二千年にわたる大地の記憶にもあるように、豊前街道、

さくら湯、八千代座、康平寺、棚田、山鹿灯籠踊りなど、たくさんの文化がありま

す。 

そこで質問に移ります。スポーツ推進計画と同様に、（仮称）文化推進計画の策

定と審議会の設置について伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の文化推進計画の策定と審議会の設置について、お答えをいたします。 

文化芸術の振興に関しまして、国では文化芸術基本計画、県では文化振興基本計

画方針の策定がなされ、それぞれに基づきさまざまな事業、施策が展開をされてお

り、文化芸術の振興が図られているところでございます。 

近隣の自治体を見てみますと、玉名市や荒尾市などで文化振興計画を作成されて

おります。振興計画には各市における文化振興施策の基本方針が示され、施策の方

向や推進体制等について体系的にまとめられております。 

あわせまして、多くの審議会では文化振興計画策定に際して、その内容を審議す

るほか、策定後に計画で示された施策が着実に実施をされているか、客観的に点

検・評価を行うことを主な目的として設置をされているところでございます。 

本市におきましては、文化振興計画は策定をされておりませんが、各種文化事業

を推進するに当たりましては、本市の総合計画並びに教育基本計画により、体系的

な事業展開と効果的な行政運営を図っているところでございます。 
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ご指摘の文化振興計画の策定につきましては、本市の文化遺産の保存と活用を含

めた文化振興行政全般についての運営理念及び体系的な施策の方向性を明らかにし、

施策の総合的かつ計画的な推進を図るものであると考えております。今後の調査・

研修の対象といたしまして、国や県、他の自治体の状況の把握に努め、対処してま

いりたいと思います。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

答弁の中でもありましたように、文化推進計画の言葉ではなく、文化振興計画で

あることを確認できました。 

この振興計画は、国の場合は2022年度までに策定をしてくださいという方針があ

っているかと思います。近隣の自治体、玉名・荒尾では策定がされているというこ

とをお聞きしました。ぜひ、それらの自治体を調査され、研修をお願いいたします。 

私は、スポーツ推進計画と同様に、文化振興計画を策定すべきと考えます。この

文化の香りがする山鹿を盛り上げていきたいものです。 

では、最後の質問に移ります。先ほど、児童・生徒の運動系での活躍を伺いまし

たけども、児童・生徒の文化系での活躍状況を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

お尋ねの児童・生徒の文化・芸術系での活動状況について、お答えを申し上げま

す。 

文化面での活躍では、本年度、山鹿小学校音楽部、めのだけ小学校及び山鹿中学

校の合唱部が、それぞれ合唱コンクール九州大会への出場を決めております。 

また、各中学校の文化部の活動においては、地域貢献や社会貢献を１つの目標に、

コロナ禍で活動範囲が制限される中ではございますが、それぞれの学校の特徴を生

かした取り組みにより、大きな成果を上げてくれております。 

まず、昨年度は米野岳中学校が日本学生科学賞の県代表として、最優秀賞を受賞

いたしました。また、鹿北中学校では手づくり新聞で社会貢献に取り組み、内閣府

特命担当大臣表彰を受けております。山鹿中学校では医療従事者の方や熊本豪雨の

被災者の方々へ向け、希望の復興ソングを届け、社会貢献の一役を担っております。 
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今後につきましても、科学展や発明工夫展などが予定をされておりますので、児

童・生徒のさらなる活躍を多いに期待しているところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

本市の児童・生徒たちの文化系での活躍も知ることができました。 

今後の活躍を祈念し、質問を終わります。 

最後に、今回は農業に関連する課題と、将来を担う子供たちについての質問をい

たしました。この２つの課題を解決するには、「まもる」、「つなぐ」、「創り出

す」の視点が必要であることを申し上げます。 

また、本市には早急に解決しなければならない課題がたくさんあります。そのた

めには市民の皆さんに具体的な施策を提案し、具体的な数値を掲げ、見える化を表

現し、行政も市民も３つの視点を共通認識しながら、そしてすばらしい山鹿にする

ために、同じ目線で、同じ目標を持って、一緒に前進していくことをお願いをいた

しまして、私の一般質問を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、勢田議員の一般質問は終了いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

散 会 

○服部香代 議長 

本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

午後３時03分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月６日(月曜日) 
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令和３年（第４回）山鹿市議会９月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

令和３年９月６日（月曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

第２ 委員会付託 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．古川和博 

一般質問 

（１）山鹿市の森林資源の利活用について 

２．有働辰喜 

一般質問 

（１）学校選択制の特認校事業について 

３．立山大二朗 

一般質問 

（１）新型コロナ禍における課題について（情報発信・人権保護等） 

（２）文化政策の展望について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（20名） 

１番  関 口 和 良 

２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 

４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 

８番  山 下 誠 治 

９番  古 川 和 博 

10番  金 光 一 誠 
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11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 

14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 

20番  永 田 紘 二 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 

教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長    大 林 秀 樹 

市 民 部 長    中 尾 雄 二 

福 祉 部 長    佐 藤 ア キ 

経 済 部 長    石 井 耕一郎 

経済部首席審議員    池 田 淳 志 

建 設 部 長    古 江 光 拡 

教 育 部 長    渡 邊 義 明 

消防本部消防長    中 原 茂 昭 

総 務 部 次 長    木 村 隆 男 

市 民 部 次 長    白 石 浩 二 

福 祉 部 次 長    山 﨑 寿 雄 

人権啓発課長兼 
林 田 好 子 

男女共同参画推進室長 
 

鹿央市民センター長    西 村 照 彦 

福 祉 援 護 課 長    原   幸 徳 

農 業 振 興 課 長    鶴 川 浩一郎 

下 水 道 課 長    三 森 一 幸 

水 道 課 長    中 原 欣 也 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    中 村 武 志 

書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 質疑・一般質問 

○服部香代 議長 

日程第１、質疑・一般質問を行います。 

発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。古川和博議員。 

［９番 古川和博 議員 登壇］ 

○古川和博 議員 

皆さん、おはようございます。 

議席番号９番、古川和博です。 

まず初めに、８月豪雨で被災された皆様にお見舞いを申し上げます。早田市長に

は、多忙な公務の中、日曜日にもかかわりませず、被災住宅に長靴、スコップ持参

での土砂撤去作業、大変お疲れさまでした。 

また、新型コロナウイルス感染症に罹患された方々には、謹んでお見舞い申し上

げます。一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。並びに、最前線で見えな

い敵と戦ってくださっている医療従事者の皆様、介護従事者の皆様に心から敬意を

表します。一日も早い事態の収束を心より願っております。 

では、発言通告に従い、山鹿市の森林資源の利活用について、一般質問を１点行

います。一問一答にて、よろしくお願いします。 

１回目に、市有林の利活用についてお尋ねをします。近年は、台風や豪雨などの

異常な自然災害防止の観点から、森林資源活用の重要性が叫ばれ、あわせて脱炭素

社会の実現に向けた森林整備の拡充など、確固たる施策が待ったなしの状況と考え

ます。 

反面、米国住宅需要等を起因とした世界的な木材需要の高まりによる価格高騰な

どの影響は、畜産農家が敷料なり、堆肥に欠かせないおがくずにまで波及し、入手

困難な状況とともに、価格が上昇するなど、今後に不安を抱かれていると聞き及ん

でいます。まさに、森林行政は今までにない大転換期を迎えていると言っても過言

ではないと考えます。 

このような中で、特に木材利用については、国産回帰が強く求められており、地

元特産のアヤ杉など、自然豊富な本市での森林財産である市有林に対し、今後活用

をどのように取り組んでいかれるか、早田市長のお考えをお尋ねします。 
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○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

市有林の利活用について、私の考えを申し上げます。 

本市所有の森林の面積は863.8ヘクタールであり、うち553ヘクタール、全体のう

ち64％が植林後の50年を超え、伐採の適期を迎えております。 

市有林においては、毎年、伐採・植林を行い、下草刈りを初め、枝打ち、除間伐

等の実施により、健全な森林となるよう育成しているところでございます。 

森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化防止、木材の生産等の多面的機能

を有した大切な資源であります。特に、伐採を進め、新たに植林を行うことはＣＯ２

の削減機能を高めることにつながります。 

地球環境や社会経済の持続性の危機意識を背景として、我が国においても持続可

能な開発目標ＳＤＧｓへの関心が高まりを見せており、この達成に向けて行政の立

場からも他の民有林へ波及するよう、森林整備を進めてまいります。 

本年４月ごろから、中国やアメリカの住宅需要の高まりを受けた輸入木材量の減

少により、国産材価格は急激に上昇しており、住宅業界ではこれをウッドショック

と呼んでおります。 

市有林の伐採により、木材の流通量をふやすことは、地元工務店を含め、住宅産

業の材料不足を少しでも補うことにもつながると考えます。 

また、山鹿市における林業就業者は、平成22年の73人から年々減少し、平成27年

は50人となっており、伐採及び植林を初めとする造林事業をふやすことは、林業に

従事する方の仕事量の確保につながり、新たな林業の担い手育成にも生かせるもの

と思っております。 

国におきましても、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の名称

が、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関

する法律に改正され、令和３年６月18日に公布されました。 

これにより、木材の利用の促進に取り組む対象が、公共建築物等から民間建築物

を含む建築物一般に拡大され、林業・木材産業の事業者の木材の安定供給に係る努

力義務も規定されました。 

今後とも国の動向を見据えつつ、既に山鹿市でも平成24年11月に策定しておりま

す山鹿市公共施設・公共工事木材利用促進基本方針に基づき、伐採した市有林の木

材については、市内公共施設に積極的に活用することで、子供たちを初め、多くの

市民の皆様に木が持つぬくもりに触れていただく機会がふえ、市民の方々へ還元で
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きるよう、財産としての市有林を有効に活用していく所存です。 

○服部香代 議長 

古川議員。 

［６番 古川和博 議員 登壇］ 

○古川和博 議員 

市有林を含む国産木材の利用促進に、行政として積極的に取り組むとの答弁によ

り、市有林の活用を起点とする民需が喚起され、管内の木材産業全体に以前のよう

な活況が呈されればと強く思います。 

全国知事会からも、造林や間伐、つまり切って、使って、植えて、育てる、循環

利用を図ることにより、森林整備再生が治山を進め、気候変動や災害を防ぐことと

提言もなされています。 

また、国は木材利用の観点から、今後整備する庁舎などの建築物は、原則すべて

木造化を図るとして、これまでの３階建て以下の低層建築物から、４階建て以上の

中高層にも拡大するなど、木材需要をふやし、脱炭素化を強力に推進する方針を打

ち出しています。 

しかしながら、これまで住宅建築等に使われる木材の７割弱を輸入に頼ってきた

結果、国内住宅メーカーでは、発注しても卸しからの製品が届かないばかりか、価

格が高騰し、仕入れ価格もわからないなど、悲鳴を上げている現状と聞いておりま

す。 

また、林業の成長産業化に向けた改革会議においても、森林経営管理制度、つま

り森林所有者から林業経営者に経営管理を委ねることが、市町村の人材不足で機能

していないと民間事業者の活用が必要であると林野庁へ指摘もなされるなど、大変

難しいかじ取りが求められています。 

早田市長には、ぜひともトップリーダーとして、今後、確固たる森林行政への取

り組みを大いに期待するところです。よろしくお願いします。 

次に、２回目の質問です。先ほどの早田市長答弁に基づき、教育現場における公

共建築物への木材利用等についてお尋ねをいたします。 

教育施設の木造化・木質化を図ることは、児童・生徒の情緒安定化や教職員の先

生方の疲労軽減といった環境づくりに役立っているとアンケート結果が出ておりま

す。雨天の際には、調湿効果があり、滑らない、転倒してもけがしにくいなどの利

点があり、子供たちをリスクから守り、木のぬくもりを通じ、情緒豊かな健全育成

に欠かせない施設として、木造化・木質化は最適と考えるものです。 

令和２年４月には、天草市が木造屋根の下、延べ床面積5453平方メートルに、図

書館、保健センター、公民館機能等を集約した複合施設「ここらす」をオープンさ
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れ、熊本県木材利用大型施設コンクールにて、熊本県賞を受賞されております。 

近隣では、和水町立三加和小学校の屋内運動場を木造化で建設され、同じく熊本

県賞を受賞されるなど、県下に大型木造施設が次々に誕生している現状を受け、こ

れからの学校施設等整備の観点から、木材の利活用について執行部の考えをお尋ね

します。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、学校施設整備における木材の利活用について、お答えをいたします。 

学校施設は、戦前、木造で建設されているものが多くございましたが、戦後は火

災や台風の風水害などに対する防災上、安全安心の観点から、鉄筋コンクリート造

りによる建設が進められてまいりました。 

しかしながら、昭和60年代から、当時の文部省が安全性の確保とともに、ゆとり

と潤いのある環境を確保することも必要との考えから、内装等への木造の活用がふ

えてまいりました。 

そのような中、先ほど市長の答弁にもありましたように、公共建築物等における

木材の利用の促進に関する法律が平成22年に公布され、本市におきましても平成24

年に山鹿市公共施設・公共工事木材利用推進基本方針を策定をし、それに基づき公

共建築物等における木材利用及び地元産木材利用の推進に取り組んでおるところで

ございます。 

学校施設整備におきましても、これらの法律や方針に基づき、平成23年度建設の

山鹿小学校、平成24年度建設の鹿北小学校を初めとする、学校再編に伴う統合校の

建設・改築におきまして、建築物の構造耐力上、必要な部分に木材を用いる木造化、

及び天井、床、壁などの内装に木材を用います木質化について、十分検討の上、木

のぬくもりのある、子供たちに優しい教育環境の整備に努めてきたところでござい

ます。 

今年度から設計業務に取りかかっております八幡小学校屋内運動場建設を初め、

今後の整備・改築における木造化・木質化につきましても、適材適所を念頭に、建

設に係るコストや、建設後の維持管理、メンテナンス等を十分考慮の上、市有林を

含む地元産木材の有効活用に取り組んでまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

古川議員。 
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［６番 古川和博 議員 登壇］ 

○古川和博 議員 

答弁にて、市有林を含む地元産材の有効活用に積極的に取り組むと回答をいただ

きました。 

答弁にありました鹿北小学校校舎については、第16回公共建築優秀賞を受賞して

おります。同じく、山鹿小学校校舎については、ＪＩＳ日本建築学会大賞を受賞と、

管内にはすばらしい木造化による教育施設が建築されているものの、残念ながら、

それ以後の教育施設なり、公共施設に対しては木造化に取り組まれていないのが現

状であります。 

山鹿市における民有林の人口面積9400ヘクタール、うち市所有林、約863ヘクタ

ール、市長答弁でも伐採適期を迎えた山林が553ヘクタールあると、大切な森林財

産を棄損させないよう活用すべきと考えます。 

同時に、山鹿市内には木材市場から製材加工を行う事業体まで、多くの皆さんが

携わっておられます。ぜひとも、来年度着工予定の八幡小学校の屋内運動施設、体

育館については木造化を図るべきと考えます。 

令和元年度から始まった森林環境譲与税の目的の一つにも、木材需要拡大の推進

があります。本市を上げて地域産材の安定供給、需要拡大を通じ、林業・木材産業

の活性化を図り、持続可能な開発目標の達成に貢献する道しるべとして、まずは教

育部門が担っていただくことを期待し、質問を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、古川議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、換気及び除菌のため、しばらく休憩をいたします。 

午前10時17分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前10時20分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、有働辰喜議員の発言を許します。有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

皆様、おはようございます。 

議席番号16番、有働辰喜です。 

今回の一般質問は、学校選択制の特認校事業に関して、お伺いをいたします。 

さきの６月定例会で傍聴いたしました総務文教常任委員会でも、この事業に関す
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る審査が行われ、常任委員会委員の質疑・質問に対する執行部の答弁を聞いて、例

えば本事業の予算は３月議会に計上されていないのに、なぜ支出ができるのかとい

う疑問に関しましては、執行部の考え方、根拠の説明がなされ、釈然とはしません

が、市の規定により執行したとの答弁を受け入れましたが、まだまだ幾つかの疑問

は残りました。 

まず、政策意思決定過程がわからないことであります。市が本事業導入の目的と

して強調されます、手助けを必要とされる子供たちは、急に表面化したわけではな

く、以前から把握されていたと思います。特認校事業導入について、いつから検討

や審議が始まったのかも不明ですが、昨年５月には令和３年４月運用開始で認定校

指定が完了していること、また募集期間を過ぎても入学・転学が認められているこ

と、さらには通学方法に関して保護者負担が公費負担になったことなどです。 

ご存じのように、私たち議会の仕事には適正な市政運営が行われているかを評

価・監視するチェック機関としての役割がございます。行政が行う施策や税金の使

われ方が本当に多くの市民のためになる施策なのか否か、来年度予算審議時のため

に疑問点を検証する必要があると考え、再度、６月定例会に続いて質問をいたしま

すので、気をつけてはおりますが、６月定例会の質問時の発言と、多少重複するこ

とがあるかもしれませんが、ご容赦ください。 

まずは、本事業の政策決定過程について、お伺いをいたします。小規模特認校制

度の導入と鹿北小・中学校を指定いたしました理由は、令和２年９月の山鹿市教育

委員会広報紙ゆめーる第48号と、本年６月定例会の答弁で理解をいたしております。 

しかし、平成９年に国が導入をいたしました５種類の学校選択制の一つである、

特認校制を使った小規模特認校制度に関して、山鹿市教育委員会発行の第３次山鹿

市教育基本計画、教育委員会が令和元年度の事務に関する評価をした令和２年度版

の点検評価報告書、令和２年８月14日更新の2020山鹿市教育要覧などにも全く記述

がない小規模特認校制度を、鹿北小・中学校に導入する政策を誰が決定をしたのか。 

また、それを受けて、どういう過程を経て、教育委員会が決定したのかという疑

問点解消のため、令和元年度以降の教育行政に関係のある会議録を読んだ結果、市

長と教育委員会が出席をして開催をされます総合教育会議の議事録には、小規模特

認校に関する記述はありませんでした。同様に、教育行政の所管委員会である総務

文教常任委員会会議録にも記述はございませんでした。 

教育行政の基本方針、施策等について、協議・議決を行うため、毎月開催される

教育委員会会議録で、令和２年４月27日開催の教育委員会会議録の中に、鹿北小・

中学校に来年４月から小規模特認校をスタートさせていく予定という趣旨の発言が

ございます。それ以前の政策決定かと思いましたが、そうであるならば、令和元年
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度の教育委員会会議録や2020教育要覧の第３章第１節子ども輝きプラン事業等の取

り組みが書かれております地域・家庭と連携した学校教育の充実という場所にも書

いてあるのかなと思いましたけれども、当該年度に制度化し、導入する事業ですけ

れども、何らかの記載があってもよいかなと考えましたが、ございませんでした。 

教育委員会会議録で、最初に小規模特認校が議題として上がっていたのは令和２

年５月20日開催分で、小規模特認校の指定についての説明を受けて、鹿北小中学校

を指定することを承認したことが記載をされております。 

発言の中に、「先日の委員協議の席でも説明をしましたが」とありますので、事

前レクチャーや協議がなされていたのは事実でしょう。委員からの質問は全くなく、

承認をされております。 

教育委員会会議録によりまして、令和２年５月20日に教育委員会委員の皆様が承

認して、最終決定をされたことは判明をいたしましたが、そこに至るまでの政策決

定過程をお答えいただきたいと思います。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、政策決定過程について、お答えをいたします。 

まず、小規模特認校とは、児童・生徒が減少している学校において、小規模のよ

さを生かした特色ある学校運営を進める場合に限り、その自治体全域から児童・生

徒が通うことが認められた制度でございます。 

これまでも教育委員会に対しましては、多様化する保護者や児童・生徒のニーズ

として、少人数の中のスペースで学校生活を送らせたい、大人数の規模の学校では

人間関係を築けない、不登校や登校渋りなどの子供たちへの対応が求められていた

ところでございます。 

そのような中で、児童・生徒が減少傾向にある鹿北小・中学校は、平成28年度か

らの２年間、文部科学省の校種間連携の研究指定を受け、校舎がつながっている利

点を生かし、小・中学校の修学期間の９年間で一貫した教育を進められていること

も、特認校に指定する条件の１つとし、児童・生徒の減少に歯どめをかけることが

できると判断をしたところでございます。視点を変えれば、他の地区から児童・生

徒を受け入れることで、多様な価値観に触れる機会を生み出すことにもつながって

まいります。 

このようなことを背景に、令和元年度より、教育委員会では小規模特認校制度を

既に導入している自治体の先進事例を調査研究し、事務局案をまとめ、市長部局と
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も協議を行い、令和２年５月12日の法令審査会に諮り、令和２年５月13日、教育委

員会臨時会議後に協議会を開き、鹿北小・中学校の小規模特認校の指定についてを

議題とし、意見を伺ったところでございます。 

その後、５月20日開催の定例教育委員会会議において、同議題の案について、正

式にご承認いただいたところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

この小規模特認校制度の導入過程についてはわかりました。私が、決定過程を時

系列での答弁で求めればよかったのですけれども、できればいつどの会議で制度導

入が提案されたのか、市長部局との協議日時などはいつだったのか、もう少し具体

的な答弁が聞けたらと思いました。そういたしますと、十分な調査計画時間、審議

時間を取っての運用開始か、それとも運用開始日ありきの性急な計画、審議であっ

たのかなどが判断できるからと思います。 

それでは、次の質問、規制関連の質問に移ります。 

この特認校制度は、法令に明定されたものではありませんので、教育委員会規則

で制度規定ができます。山鹿市では、平成17年山鹿市教育委員会規則第13号の山鹿

市立小中学校就学等に関する規則と、平成17年山鹿市教育委員会規則第12号の山鹿

市立学校通学区域に関する規則の一部を改正すればよいということになります。 

そこで、対象となる規則を例規集で見てみますと、就学に関する教育委員会規則

13号では、概略ではございますが、現在ある第９条に小規模特認校の指定等の１条

を加えて、第９条の２として教育委員会が条件はありますが、必要と認めれば小規

模特認校の指定をすること、第９条の２の２項として、鹿北小中学校を小規模特認

校として指定すること、第９条の３項として、入学申込みの申請期間等が定められ、

附則といたしまして、この規則は公布の日から施行し、鹿北小・中学校を小規模特

認校と指定した規定の適用日は令和３年４月１日と定めています。 

また、通学区域に関する教育委員会規則12号では、小規模特認校に係る特例とし

て第４条を追加して、小規模特認校の通学区域を山鹿市全域とすることが書かれ、

附則として、この規則は公布の日から施行し、鹿北小・中学校を小規模特認校と指

定した規定の適用日は、令和３年４月１日とすることが定められています。 

この規則で、小規模特認校制度規定が確立をされまして、教育委員会が小規模特

認校を指定し、そこに通学することを希望する人は、定められた期間内に申請をし、
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教育委員会から認められますと、山鹿市内どこからでも通学できるという制度運用

ができることになります。 

でも、この規則には、問題があると考えます。なぜかと言いますと、先ほどの質

問に際し、教育委員会会議録により、教育委員の皆様が鹿北小・中学校を小規模特

認校に指定することを承認されたのは令和２年５月20日ということは明白でありま

す。にもかかわらず、同年５月13日付で公布された山鹿市立小・中学校就学等に関

する規則第９条の２の２項に、前項の小規模特認校として指定する学校は、山鹿市

立鹿北小学校及び鹿北中学校とすると明記されております。つまり、教育委員会で

決定した制度校承認日以前に公布されていたことになりますが、問題はないのでし

ょうか、お尋ねをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、規則の承認日と公布日について、お答えをいたします。 

本件の経過につきましては、さきに答弁いたしましたとおり、令和２年５月12日

に法令審査会の審査を経て、翌13日の教育委員会の協議会に諮り、同月20日の定例

教育委員会会議において、山鹿市立小・中学校就学等に関する規則及び山鹿市立学

校通学区域に関する規則の一部改正が承認をされたところでございます。 

このような経緯もあり、公布日は承認された５月20日以降とすべきところを、協

議会開催日の５月13日を公布日としたところでございます。 

したがいまして、議員ご指摘のとおり、本来は教育委員会の承認後に公布すべき

ところでございましたが、事務手続きの不備による不手際に対しまして、お詫びを

申し上げます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

小規模特認校制度導入の決定者は教育委員会であります。教育委員会が対象とな

る規則を改正すれば導入ができます。法令等審査委員会がその改正する規則の審議

を行い、その後、教育委員会の協議会で事実上の承認を受けたとして、同日付での

公布日としたとの答弁でございます。 

事務手続の不備をお認めになられましたけれども、いずれにしろ、みずからが計
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画をし、運用規則を定め、公布をするわけですから、必要な書類がそろっていれば

必然的に問題はないという結果になるとは思いますが、重要な施策として行う事業

の制度規定を定める規則の公布日です。慎重な対応をお願いしておきます。 

それでは、次の質問に入ります。小規模特認校制度を導入するには、少人数なら

ではのきめ細やかな指導や地域の特性を生かした活動など、特色ある教育を行う学

校とされています。鹿北小・中学校は小中一貫教育を進めており、切れ目のない教

育活動が可能として制度を導入をしております。 

６月定例会では、ほかの学校になじめない児童・生徒や、家庭環境が複雑な児

童・生徒を広く受け入れ、学習環境を変えてあげたいと答弁をされました。つまり

は、学校生活に悩んだり、嫌な思いをし、苦しむ児童・生徒が特認校制度を利用し

ているわけでありますけれども、このような事案も含めて、保護者や児童・生徒の

多様化するニーズに、さらにきめ細かく応えるため、平成９年に国が導入した制度

が学校選択制であります。 

学校選択制の一つの制度である小規模特認校制度を使って、令和３年度から鹿北

小・中学校に通う児童・生徒は、現在、市が指定した小規模特認校は１校ですので、

通学に難があっても、鹿北小・中学校を希望するしかないのであります。 

６月定例会の答弁の中でも、「教育環境を変えて新しい一歩を踏み出したいと考

えている子供や保護者にとって、通学手段の確保ができれば、そういう子供たちを

救えることになります」と述べられております。 

学校選択制の中の特認校制は、何も条件がつかず導入できる制度で、導入すると

市内全域からの就学・通学が可能となります。市内に何校かの特認校制度を導入し、

選択肢をふやすことで、居住地の近くの行きたい学校を選択できるような施策を行

えば、通学の問題は解決できると思いますがいかがでしょうか、お尋ねをいたしま

す。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の特認校制度の導入による複数の特認校の設置に関し、お答えをいたしま

す。 

特認校を複数校設けることは、学校の通学区域を定める上で混乱が生じるおそれ

もあり、毎年の児童・生徒の人数の把握が難しくなるなど、学校運営に支障を来し

たり、地域のつながりを希薄にしたりするという指摘もございます。 

また、先に述べましたが、小規模特認校との趣旨、制度の違いもございます。 
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以上のことから、本市のように人口が５万人規模の自治体でコミュニティーの醸

成が深い地域においては、特に複数の学校選択制の採用は望ましくなく、慎重を期

するべきであると考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

最初の質問の答弁で、少人数の中のペースで学校生活を送らせたい、大規模校で

は人間関係を築けないなどへの対応を含めて、小規模特認校を鹿北小・中学校に導

入したとの説明でありました。学習環境を変えるということは、何も小中一貫教育

だけではないはずであります。その環境で学ばせたいという子供もいれば、単純に

今の環境を変えたいというだけの子供もいるかもしれません。仮に特認校を複数設

けて、数名の児童・生徒が他校区に転校することで事務的な問題や学校運営に支障

が生じるでしょうか。また、地域のつながりが希薄になるのでしょうか。さらに、

本市のような、コミュニティーの醸成が深い地域においては、特に複数の学校選択

制の採用は望ましくないとの答弁ですが、小規模特認校も特認校も同じ校区外への

通学なのに、なぜ特認校だけに答弁のような弊害を懸念をされるんでしょうか。 

数年前、小学校を核とした地域コミュニティーのつながりがなくなるということ

で、小学校の地域内存続を訴えた住民たちの願いを無視いたしまして、統廃合事業

を推し進めた結果、現在、その地域では小学校を核とする地域のつながりは希薄と

いうよりも、なくなりつつあるのが現状であります。そのような現状を招いた当事

者である教育委員会が、地域コミュニティーのつながりが希薄になるということを

理由に、特認校導入に反対をされるには大いに違和感を覚えますということを申し

上げて、次の質問に移ります。 

近年では、山鹿市を含め、各公共機関や自治体が広報、各種の募集・申請等はイ

ンターネットを利用する時代となり、インターネットでの小規模特認校と検索いた

しますと、全国の自治体の募集案内が見られます。その条件欄を見ますと、通学は

自己負担というのが全てといっても過言ではありません。本事業の成否について、

県下の小規模特認校制度導入校では、通学手段の確保が一番の課題だと伺っている

とも、６月定例会の答弁で述べられました。 

私は、小規模特認校制度は、小規模な小中学校が減少する児童・生徒数の増加を

図ることにより、学校運営の健全化を目指すのが目的だと、６月定例会で申し上げ

ました。山鹿市も、本日、最初の質問に対する答弁の中で、初めて目的の一つとし
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て児童・生徒の減少に歯どめをかけることも含まれていることをお認めになりまし

た。ほかの自治体が小規模特認校を導入するのは、児童・生徒数の増加を目的とし

ての施策であります。したがって、みずからが選択する通学に対して、公費は支出

せず、保護者負担の原則を守っていることだと考えます。 

山鹿市は、「本事業はどんな子供にもチャンスを与えようとする、大切にすると

いう取り組みで、保護者の送迎を基本としながらも、特殊な事情に配慮し、公費負

担をした」と、６月定例会で答弁をされました。山鹿市が制度を導入・検討すると

きには、鹿北小・中学校に市内全域から通学するとなると、公共交通機関網が脆弱

であり、国道３号線では10年前に登校中の女児が重大な被害を受けた交通事故が発

生をしています。地理的条件を考慮し、通学時間や子供の安全を考えるならば、通

学は保護者の送迎が基本と考えての募集だったのではと想像いたしますが、実際に

は公費負担での送迎であります。 

６月定例会答弁での、通学に要する費用を公費負担とした理由説明での事例や文

脈から、特殊な事情とは保護者の送迎が難しい場合と、私は解釈をいたしました。

そういたしますと、小規模特認校制度利用の小学生４名全員、中学生７名中５名の

タクシー通学者全員が、特殊な事情該当者となり、単純に９名の保護者全員が送迎

不可能と判断をされたことになりますが、さすがにそれは考えづらいと思いますの

で、特殊な事情とは別のことを指すことになります。そうなると、考えられること

は、小規模特認校転入学申請書に記載する保護者の希望理由を特殊な事情と捉える

しかないのですが、教育委員会が公費負担と決める特殊な事情の意味と、それを認

定するのは誰かをお尋ねをいたします。 

あわせて、制度利用のタクシー通学者全員が、特殊な事情該当者なのか、また答

弁が可能でありますれば、制度利用の11名が本来通学すべき校区名と人数をお答え

ください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の公費負担と認めた特別な事情について、お答えを申し上げます。 

特別な事情に関しましては、プライバシー保護の面から一つ一つのケースを詳し

く申し上げることはできませんが、主なものでは不登校傾向にある児童・生徒が、

複雑な家庭環境の影響で、保護者による鹿北までの遠距離の往復の送迎が不可能な

ケースが大半で、複雑な家庭環境といたしましては、個別な事情がそれぞれにござ

います。 
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次に、特別な事情の認定に至るまでの経緯は、まず保護者との面談で事情を聞き

取り、その事情が特別なものに該当するか否かについて、局内で協議・審査し、そ

の結果をまとめた上で、教育長へ報告し、決裁を受ける手順で進めてきております。 

次に、お尋ねの11名の本来通学すべき学区名と人数につきましては、小学生４名、

中学生７名、いずれも山鹿地域の校区から通学いたしております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

公金支出のもととなる特殊な事情の意味が知りたくてお聞きをしたのですけれど

も、プライバシー保護の面から、おのおののケースは言えないとして、主なもので

は大半が鹿北までの保護者による送迎ができないこと、そのほか家庭環境による個

別な事情も含めているということが、抽象的でよくわかりません。その認定は、局

内で協議・審査後、教育長の決裁という手順で進めているということですが、山鹿

地域からの入・転学者11名のうち、９名の子供たちは特殊な事情としてタクシー通

学をしております。このことから、事例を紹介されました何名かの送迎ができない

場合を含めまして、自分で通学をしている２人を除き、個別の事情で特殊な事情が

あるとして認めたということだというふうに解釈をいたします。 

次に、募集に関しての質問に移ります。小規模特認校の児童・生徒募集期間は、

教育委員会規則13号の第９条の２の３項で、前年度の７月１日から12月28日までと

定めてありますが、令和３年度から事業開始のため、令和２年９月１日から11月30

日が現在の制度利用者の募集期間でありました。 

締め切り後に開催をされました、令和２年12月18日の教育委員会会議録では、小

学校３名、中学校３名の合計６名が決定と報告をされております。しかし、新年度

がスタートした後の５月末発行、広報やまが６月号では、小学生４名、中学生７名

との記事がありました。締め切り後の小学生１名、中学生４名は、どうして入学ま

たは転校ができたのか疑問を持ちました。 

広報紙ゆめーる第48号、広報やまが令和３年６月号に記載された「学年途中から

の転学も可能です」の文言、加えて広報やまが６月号には「随時募集」と記載をさ

れています。教育委員会規則には、募集期間が定めてあるだけで、どこにも学年途

中の募集が可能とか、随時募集するなどとは定めていませんし、市のホームページ

に令和２年９月１日登録された学校案内、令和３年度から鹿北小・中学校が小規模

特認校になりますパンフレットには募集期間のみが書かれており、学年途中や随時
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募集の記述はありません。 

私は勝手に募集締め切りを12月18日、本年度分は11月30日でありましたが、とし

たのは入学・転学をしてくる児童・生徒のため、年度末までに教育委員会が行う事

務手続き等に要する期間を考慮しての締め切りだと解釈をし、新入生だけではなく、

学年途中の児童・生徒も、この募集期間に申請をし、認められれば新年度から転学

可能と受け取っていました。学年途中の文言は、文字通りのいつでもという意味で

しょうか、お尋ねをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の学年途中からの転学について、お答えをいたします。 

応募の期間を設けていますのは、議員ご指摘のとおり、教育委員会が行う事務的

な手続きを考慮した上のものでございます。 

しかしながら、学校を転学するということは、家族や本人にとって想像する以上

の影響を与えかねず、即断できずに、決断に至るまでに時間を要する場合もござい

ます。 

本来の学校に通いたい、通わせたいという気持ちとの葛藤の中で、ギリギリまで

悩み、考えてから決定される場合がほとんどでございます。また、そういう学校な

ら行ってみたいと子供が思うタイミングも大切になってまいります。タイミングを

失すれば、転学すると決心した気持ちが子供の場合は変わることも多く、結果とし

て壁を乗り越えられなくなることにもつながってまいります。応募の期間を過ぎて

も、切実な相談を受ける中で、学年途中や随時募集という配慮がどうしても必要と

判断をし、応募条件の１つとして表記いたしたところでございます。 

次回以降は、応募期間の中に、原則として、あるいはただし書きとして明記をし、

応募の期間に幅を持たせることで、柔軟な対応ができるよう対処してまいりたいと

考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

今年度以降の募集要項に、ただし書き等で明記するとのことですので、よりわか

りやすくなると思いますけれども、私は１年中応募、転学ができるとは考えており
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ませんでした。もちろん募集期間設定もありますが、個別に特別な事情を抱えた児

童・生徒が、いつでも応募してきて転学を認めるとなると、事務局や学校の対応が

大変だと思ったからであります。 

ただいまの答弁の考え方で、締め切り後の追加生徒５名の入・転学の理由もよく

わかりました。 

次に、公費負担に関する質問をいたします。小規模特認校の募集開始時の広報紙

ゆめーる第48号、鹿北小・中学校のホームページに、現在もあります募集案内と学

校紹介のパンフレット、制度運用開始を知らせた広報やまが令和３年６月号には、

通学方法に関する記述はなぜか記載がありません。唯一、記載があるのが、山鹿市

のホームページの学校案内に、令和２年９月１日登録されたパンフレットで、「通

学方法として、基本的には保護者の送迎となりますが、特別な事情がある場合はご

相談をください」との記載をされています。「いました」と、過去形にしたのは、

現在は同日付で令和３年度から鹿北小・中学校が小規模特認校になりましたという

見出しだけで、添付書類がないので確認ができないからであります。 

ほかに通学方法に関しての書類として確認できたのは、令和２年12月18日開催の

教育委員会会議録の中に、委員からの通学に関してはどうなりましたかとの質問に、

通学については今から詰めていくところです。教育委員会としては、スクールバス

を出すように要請はしてありますと答えています。残念ながら、この日付前の会議

録に記録がないので、想像ではありますけども、質問の内容から、協議会等で通学

に関する検討等が行われていたのでしょうが、内容はわかりません。わかることは、

教育委員会は公費負担、すなわちスクールバス運行で動いていたということであり

ます。 

議案第39号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算の中で、小規模特認校制度利用

の鹿北小・中学校の補正予算は、遠距離通学対策事業費として計上されました。私

は、遠距離通学対策事業費の対象は、教育委員会規則により、通学規則を定めた山

鹿市立小・中学校通学区域により、学校統廃合に伴い遠距離通学となる場合と、も

ともと指定された学校までの距離が遠い児童・生徒、へき地児童・生徒援助費等補

助金対象の場合と解釈をしています。要は、通学できる学校が指定されている場合

と考えていました。 

国の遠距離通学対策事業も対象であるバス購入分の２分の１補助、通学費の２分

の１補助、５年間が過ぎれば、あとは市の単費で全額負担でございますが、国の補

助金を支給してもらうために、県の教育委員会を経由して国に申請をいたします。

通学区域が定められている鹿北小・中学校に通う対象の児童・生徒に対しては、ス

クールバス、スクールタクシーの送迎運転をしていますが、国に申請をして認めら
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れた通学対策であります。これは、山鹿市が行わなければならない通学支援です。 

それに対しまして、小規模特認校制度を利用して通学する児童・生徒は、同じ学

校ではありますけれども、行政から指定された学校ではなく、市内一円から任意で

通学するのに、これが対象事業になるのか。つまり、県を経由して、国に補助金申

請ができる通学対策なのかという疑問を持ちました。 

確かに、諸事情がある子供たちに救いの手を伸べるのは、意味のある、とても重

要でよい事業だと私も思います。だからといって、スクールタクシーを全額公費負

担ということにはならないと思っております。これも最初にお尋ねをした政策制度

導入の場合と同様、どのような過程を経て公費投入が決定されたのか、また何を根

拠にした遠距離通学対策事業費としての計上なのか、お尋ねをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の公費投入の決定過程について、お答えをいたします。 

誰ひとり取り残さない教育の実現に向けた取り組みの１つの柱といたしまして、

本事業が持つ役割は極めて重要なものがあると考えております。 

このため、教育委員会では特認校制度がその役割を十分に果たせるよう、いろい

ろな角度・側面から協議を行い、特に特認校の通学に関しましては、基本は保護者

の送迎としております。しかし、特認校へ行きたいのに交通手段がないという児

童・生徒が、自分を生かせる場所があるのに通えない、楽しい学校生活が送れるは

ずなのに送ることができない、まさに誰ひとり取り残さない教育の実現から離れて

しまうという観点からも、特別な事情がある子供たちを救うために支援が必要と判

断をし、教育委員会といたしましては、令和３年度の重点事業と位置づけ、遠距離

通学対策と同様のスクールタクシーによる運行支援の予算をお願いすることといた

しました。 

次に、遠距離通学対策事業費計上の根拠について、お答えをいたします。 

特認校の通学方法において、通学距離がおおむね４キロ以上の小学生の児童及び

同６キロ以上の中学校の生徒につきましては、特別な事情により配慮を要する児

童・生徒に対して、スクールバス運行管理規則に準じて、その対象者とし、必要な

経費を計上したところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 
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［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

確認でございますけれども、公費負担の根拠はスクールバス運行管理規則に準じ

て、小学校の児童はおおむね４キロメートル以上、中学校の生徒はおおむね６キロ

メートル以上については、特別な事情により配慮を要する児童・生徒の対象者と認

めたことで、必要な経費を計上したということですので、それはスクールバス運行

管理規則第４条の第３号を適用したとの解釈でよろしいのでしょうか、お尋ねをい

たします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、公費負担の特別な事情の解釈について、お答えをいたします。 

議員ご案内のとおり、スクールバス運行管理規則第４条の第３号にございます、

特別の事情を有する児童等で、スクールバスを利用する必要があると教育委員会が

認める者の規定に基づくものでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

答弁をお聞きする限りでは、これに要する公的費用を出したのは、みずからの政

策的判断での公費支出だと思います。 

根拠とされました規則は、スクールバス運行管理規則第４条の第３号、特別の事

情を有する児童等で、スクールバスを利用する必要があると教育委員会が認めた者

で、学校長の承認を得た者となっています。つまり、ここでも教育委員会が認めて、

学校長が認めたら、スクールバス、タクシーの運行ができることになります。 

国のへき地児童・生徒援助費等補助金対象の、遠距離通学対策事業に定められた

小中学校の通学距離、おおむね４キロメートル、同じく６キロメートル以上の児

童・生徒は公費負担ができますので、それに準じた距離設定ですと、こういう説明

をされますと、何か平等な制度設定で小学校児童、おおむね４キロメートル以内と、

中学校生徒、おおむね６キロメートル以内は対象外のように聞こえますが、小規模

特認校制度で通学する児童・生徒は、全て鹿北校区以外からの通学ですので、ほと

んどの児童・生徒が対象者となってしまいます。つまり、この条項を使う限り、特
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認校の通学は保護者の送迎を基本としているとの文言は絵に描いた餅でしかありま

せん。 

先ほど、公費負担を決める特殊な事情とは何かを質問し、いただいた答弁が、抽

象的でよくわからないとコメントをいたしましたが、この答弁を聞いて、よく理解

ができました。スクールバス運行管理規則第４条の第３号を適用すれば、通学距離

に関係なく、特別な事情を有する児童・生徒の対象になれるのであります。したが

って、公費支出が可能です。 

今年度も途中での転学も可能ですし、次年度以降、市内どこからでも通学でき、

通学方法は考えなくていいのですから、応募者がふえると思われますが、募集要項

では申し込みが多い場合は抽選にしますとなっています。定員数の提示がしてない

のでわかりませんけれども、そういう事態になったとき、本当に手助けが必要な人

が抽選に漏れたらどうするのかも気になりますし、小規模特認校の理念を言われま

すと、通学費の公費負担に反対しづらいのですけれども、みずからが選択して通学

するということを考えると、公平性という観点からは問題のある支出と思いますし、

八幡小学校との統合がなくなり、山鹿小学校と山鹿中学校が指定された通学校とな

ります平小城小や三岳小の保護者や子供たちが特認校制度を使って、鹿北小中学校

を選択するのかも含めて、またこの事業は教育委員会みずからが立案し、審議、承

認、そして運用と、その間、特段の法令的な問題や補助金等の問題もないので、外

部からの審査・審議もほとんどなく、一部署での決定事案ということなども含めま

して、この事業を引き続き注視していきたいと思います。 

以上、終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、有働議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午前11時08分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時18分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、立山大二朗議員の発言を許します。立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

皆様、こんにちは。 

議席番号12番の立山大二朗です。 
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発言通告により、一般質問を行います。 

それぞれ一問一答にてお願いします。 

安倍内閣での官房長官時代より地方創生を力強く推進されてきた菅総理が、自民

党総裁選に今度は出馬されないとの表明をされたことは、大変衝撃的なニュースで

ございました。 

個人的なことで恐縮ですが、かつて菅総理が官房長官を務められていた際に、今

の文部科学大臣であられる萩生田先生のご厚意で、菅総理から直接ご指導賜る機会

をいただきました。お互いが地方出身者ということもありまして、特に政治家はふ

るさとのために何ができるかを考え抜いて決断し、実行することが一番大事だと。

そのお言葉が実に印象的で、そのお言葉をやっぱり私の政治活動における軸として、

これまでまいりました。 

新型コロナウイルス感染症への対策が不十分であるとの批判の声が日増しに国民

の間に高まりましたが、現行憲法内での私権制限を行わず、世界的なワクチン不足

の中で、根気強い交渉によるワクチンの迅速な確保に尽力され、これだけの短期間

で高齢者へのワクチン接種が進んだことも、これはまた事実です。 

それでも批判の声はあるでしょうが、諸外国との比較を行った際に、例えばイギ

リスやアメリカ合衆国などはワクチン接種だけでなく、初期感染者の数が多かった

ことによる集団免疫ができている。そういったことによる数字もございますし、ま

たデルタ株の登場以降、日本よりも悪化しているのが現状です。また、抑え込みに

成功していると言われるドイツなどの数字と比較しても、決して日本が劣っている

わけではございませんし、感染割合はかえって現状では低いという状況もあります。 

残念ながら、新型コロナウイルス感染症によって亡くなられた方、後遺症に悩ま

れている方、またこの状況下で経済的な困難に直面されている方もあることでしょ

うが、首相の施策により、どれだけの生命や生活が守られたことか。１日100万回

接種という目標を菅首相が立てたときに、野党はこぞってＰＣＲ検査回数をもっと

拡充すべきだと主張していましたが、結果的には接種スピードは国際的に見てもト

ップクラスの実績となっているわけです。 

ほかにもコロナ対策だけでなく、日本が国際的に立ちおくれていたＤＸ、デジタ

ルトランスフォーメーションの分野では、例えばデジタル庁の設立を短期間になし

遂げられ、行政手続きのデジタル化をいや応なしに推進されるでしょう。こういっ

たことは、もちろん本市にかかってくることでございます。 

また、市民生活においては、携帯電話の料金引き下げにより、国民の情報アクセ

スをより容易にしたことなどは特筆に値することだと思います。 

それだけではありません。国際的な課題とされているカーボンニュートラル、温
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室効果ガス排出量の実質ゼロの強力な推進は、全世界に好意的に迎えられています。

先ほど古川議員の一般質問の中で市長答弁もありましたけれども、二酸化炭素の排

出量をどうやって抑えていくかというのは国際的な課題です。こういったことに関

しては、もう本当に世界的に評価されるようなことをなし遂げられた。 

また、不妊治療、こちらに関しての保険適用ですとか、所得制限の撤廃、これも

大きなものでございました。 

ほかに広島黒い雨訴訟の上告断念、こういったことは党派を超えて評価されるべ

きことでしょうし、首相としての決断としては、これにはいろんな声もあると思い

ますが、原発処理水の海洋放流決定、種苗法改正の成立、日米豪印４カ国の連携枠

組み、Ｑｕａｄの推進など、野党などの批判を覚悟の上で、首相としての職務をし

っかり果たされたものと存じます。 

国内では、任期いっぱいで辞められるということが、当然のような受けとめ方が

なされていますが、むしろ海外メディアのほうが、これだけコロナ禍で政策実現を

行っていた菅首相の電撃退陣に関して、退陣といいますか、任期いっぱいで終わら

れるということに関して、驚きをもって報道しているようです。 

大変困難な状況下での約１年間の在任期間で、多くの功績を残されたことに敬意

を表しつつ、任期の最後まで新型コロナウイルス感染症への対策を初めとする、さ

まざまな課題の取り組みを存分になさっていただきたいものと存じます。 

さて、東京オリンピックに続き、開催されました東京パラリンピックが、きのう

で閉会しました。新型コロナ禍における開催には、これまたさまざまな意見が噴出

し、また国際オリンピック委員会、日本オリンピック委員会のあり方、さまざまな

不祥事、開会式・閉会式の演出や、その人選をめぐるトラブルなど、いささかポジ

ティブとはいえないような話題に事欠かない大会でもありました。 

確かに両大会の開会式・閉会式は、国家の威信をかけたような、これまでの各国

で行われてきた歴代大会とは異なり、私自身もその内容に不満に思うところがない

わけではありませんでしたが、価値観が多様化した現代においては、大仰なマスゲ

ームや過剰な演出などよりも、実にコンパクトで淡泊であった、このような形がか

えってよかったのかもしれないとも思いましたし、また十全であったとは言い切れ

ないものの、無観客での開催や感染症対策などが奏功した部分も大きく、日本とし

ては国際社会に面目を施し、かえってアスリートファーストの観点を強調すること

に成功した大会であったものと存じます。 

本市としましても、無事にオリンピックの聖火リレーをとり行うことができまし

たし、アスリートたちの活躍、パラリンピックにおいても鹿本高校出身の浦田選手

が、メダルをとられたりですとか、そういった活躍も我々の生活に活力をもたらし、
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教育上でも寄与するところも大きかったものと存じます。 

とりわけパラリンピックにおいては、国立競技場を初めとする競技会場のみなら

ず、公共交通機関やさまざまな施設でのバリアフリー化が推進され、こちらも国際

社会から高く評価されているようです。そして、この観点は東京オリンピック・パ

ラリンピックのレガシーとして、引き続き取り組んでいく必要があるものと存じま

す。 

一方で、物理的なバリアフリーに関しては整えられたものの、この新型コロナ禍

において、精神的なバリアフリーについては実に残念な状況にあると言わざるを得

ません。無論のことながら、これは本市に限った話ではなく、全国的・世界的な問

題ではあるでしょうが、私自身の周囲でも感染者やその家族、職場等に対する誹謗

中傷が、本市で感染者が出たり、クラスターが発生したりするたびに、うわさ話と

して、またＳＮＳなどのインターネットで拡散されている現状があります。 

また、事実に基づかない、想像の域を出ないような荒唐無稽な個人・団体に対す

る誹謗中傷も、はっきり言って見受けられるわけでございますが、本市としてこれ

までこのような人権を脅かすような状況に対して、どのように取り組まれてきたの

か伺います。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

立山議員のご質問、新型コロナ禍における人権に関する取り組みについて、お答

えいたします。 

新型コロナウイルスに感染された方への人権の配慮については、これまで広報や

まが、ホームページ、やまがメイト、ツイッター等を通じて、広く市民へ情報発信

をしてまいりました。 

また、差別や偏見による人権侵害の防止を訴えるチラシの全戸配布、同じくポス

ターを各自治会の掲示板や公共施設、コンビニ、スーパー、ドラッグストアに掲示

していただくようお願いをしております。 

そのほか、昨年度、オンデマンドで開催しました人権フェスティバルの中で、人

権擁護委員の方々が新型コロナウイルス感染症をめぐる人権をテーマに寸劇を演じ

て啓発されたり、ふれあい人権講座の中でもインターネットと人権をテーマに、誹

謗中傷の事例を取り上げた内容の講座を行っております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 
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立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

本市として取り組める最大限の情報発信、こういったことに努められている話で

すとか、また人権啓発の活動について答弁いただきました。 

実際問題として、新型コロナウイルスに対応されている保健所というものは、県

の所管でありますし、情報の収集から公開に関しても、本市独自で行えることに限

界があることは十分に承知しております。そのような環境にあっても、感染対策を

初め、経済対策の分野、幅広い分野で本市が非常に尽力されていることは理解して

いるつもりです。 

とは言うものの、新型コロナウイルス感染症については、従来型ではないデルタ

株や、さらなる新型株などの、非常に感染力の強いウイルスの脅威にさらされてお

るわけで、世界的にも収束するような方向には至っておりませんし、また本市にお

きましても、これまでのさまざまな取り組みにもかかわらず、複数のクラスターが

発生しております。それはそれとして、現実的な対応を粛々と進めていかなければ

ならないところではございますが、一方で遺憾ながら、感染者や感染場所等を特定

するような憶測、うわさにより、本来、関係のない方々に二次的・三次的な被害が

出ているような状況もございます。 

そこで、正しい情報に基づいた判断をしていただくため、市としてどのような取

り組みを考えられているか、こちらを伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

人権に配慮した今後の取り組みについて、お答えをいたします。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止につきましては、ワクチン接種を初め、公共

施設の入り口に非接触型の体温測定器や手指消毒液の配置、対面接客を行う店舗等

への感染防止資材購入助成など、さまざまな感染防止対策を進めているところでご

ざいます。 

しかしながら、どれだけ感染防止対策を講じても、誰でも感染する可能性はあり

ます。引き続き、市民の皆様には、憶測やうわさを信じて、安易に情報を拡散する

のではなく、公的機関が発信する正しい情報に基づいた冷静な判断と行動を強くお

願いしてまいります。 

また、特にクラスターが発生した場合は、場所名や感染者数が報道されることで、
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人々の関心が集まるため、風評被害も含めて、重大な人権侵害につながる可能性が

ございます。そうならないように、１日も早い収束を願うとともに、市民の皆様に

は感染者の気持ちに寄り添う思いやりの心をもって見守っていただくよう、さまざ

まなツールを用いて、啓発に努めてまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

ただいま、さまざまな感染防止策だけでなく、人権問題としての風評被害につい

て、こちらも答弁いただきましたが、まことに残念なことに、感染者やクラスター

発生箇所の特定、こういったことも問題ですけれども、さらには濃厚接触者の特定

といったことまで市中の話題となるなど、度を超した風評被害が蔓延している状況

がございます。 

それらの情報を探ったり、話題とされる市民の皆様におかれては、必ずしもこう

いったことが人権侵害に至るものだといった発想がないのではないかと。あくまで

新型コロナ禍への自己防衛の１点において、焦燥感に駆られてなさっているところ

もあるものと存じます。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症は人も場所も選ばず、誰でも感染する

可能性があるものでございます。以前の一般質問でずっと伺っておりますけれども、

感染拡大防止の最前線で真摯に取り組まれている、そういった方も厳しいリスクを

負われているわけですし、最大限に自己防衛に取り組まれている方でも、図らずも

感染してしまう可能性もあることは否めないものです。 

感染は誰でもあり得る、そこを大前提として、心構えと対策を講じていく必要が

あるわけですが、それでも誹謗中傷等で心を痛めている方がおられます。このよう

な方々を一人でも減らしていくために、市長として山鹿の全市民の皆様にメッセー

ジをお願いします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

新型コロナ禍においては、人々の間でさまざまな反応が見られます。身体的距離

の確保、マスク着用や手指消毒、不要不急の外出の自粛等に努めながら日常生活を

続けているうちに、疲労や不安を感じることも多くなりがちです。ウイルスにどん
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なに気をつけていても、誰でも感染する可能性はあります。自分は感染していない

からといって、感染した人を責めるような風潮は決してあってはならず、お互いを

思いやる心と優しさを忘れずに、この苦難を市民が心を一つにして乗り越えていか

なければならないと強く思っております。 

こうしたことを踏まえ、昨今のＳＮＳ等の誹謗中傷も含めて、自分の言葉や行動

が差別や偏見につながっていないか、誰かのことではなく、自分のこととして考え

ていただきたいと切に願います。 

市民の皆様には、正しい知識と情報をもとに行動していただくことをお願いいた

します。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

市長より、苦難を市民が心を一つにして乗り越えていかなければならないと強く

思っておりますと、そういったメッセージをいただきました。また、誰かのことで

はなく、自分のこととして考えていただきたいと切に願いますと、こういうお言葉、

まさしく傾聴に値すべきものと受けとめました。 

こういったときに、やっぱりトップのメッセージってとても大事だと思うんです

ね。冒頭で、菅首相の話をさせていただきましたけれども、それだけ政策実現に取

り組まれてきたのに、なかなか国民の理解、評価が得られなかったところというの

は、やっぱり発信不足のところがどうしてもあったのかなと。トップリーダーとし

てのメッセージが足りなかったのかなと。市長が足りないと言ってるわけでは、も

ちろんないんです。やっぱりトップというのは、そういったことが必要なんだなと

いうのを改めて痛感するところでございます。こういった形で、市長からメッセー

ジをいただけるのは、とても市民にとってもいいことなのかなと思うわけです。 

ちょっと話題は変わりますけど、私や深牧議員が所属している山鹿商工会議所の

青年部では、昨年より、コロナ禍への対策として、大宮神社境内に在します八坂神

社の祇園祭り、こちらの故事に由来するぎおんちゃん、ちよまるのキャラクターを

用いた新型コロナウイルス感染症に対する啓発活動を行い、各種メディアでも山鹿

の独自の手法として好意的に取り上げていただいております。 

また、ことしの頭から、福井県の小浜商工会議所青年部と連携して、新型コロナ

ウイルスに対する行動指針として、正しい理解と思いやりの心で差別・誹謗中傷は

絶対しませんなどとする、対新型コロナウイルスKan-yo宣言、こちらを発表し、感

染予防に努めながら、正しい知識を涵養し、感染者にも寛容な誹謗中傷のない地域
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を目指したい。そういった思いを込めて、ポスターの作成や、またフェイスブック、

ホームページでの啓発活動、こういったことを行っております。 

大変ありがたいことに、山鹿の商工会議所のみならず、本市執行部の皆さん、ご

理解いただいて、また民間事業者にもご理解いただいて、ポスターの掲示などでご

協力をいただいております。そして、地元の熊本日日新聞でも記事として取り上げ

ていただくなど、啓発活動の広がりを感じておりました。にもかかわらず、やはり

いまだ感染者や濃厚接触者への人権侵害、またいわれのない誹謗中傷が多発してい

ることは、まぎれもない事実でございます。 

これは極端な話ではございますが、インターネット上での誹謗中傷対策を強化す

るため、法務省は刑法の侮辱罪、こちらを厳罰化し、懲役刑を導入する方針を固め

ています。これは新型コロナ禍とは無関係なところで、ＳＮＳ上での誹謗中傷によ

り自殺される方、タレントなどの相次いで、そういった現状を鑑みて検討が進めら

れたことではありますが、法務省は昨年６月にプロジェクトチームを設置し、罰則

のあり方などを検討してきました。 

とりわけＳＮＳなどでの中傷は、不特定多数から寄せられる上、拡散してネット

に残り続けるなど、被害が深刻化しており、懲役刑の導入は必須と判断したようで

す。今月中に開催予定の法制審議会にて、同法の改正を諮問することになっており、

罰則の引き上げに伴い、公訴時効も１年から３年に延長されます。また、１年以上

の懲役・禁固と30万円以下の罰金を追加することとしています。 

名誉棄損罪よりも対象が広くなる、そのために罰則も少し異なる点はありますが、

公然と人を侮辱した行為に対して、このような罰則がとられることにも、一つの観

点として市民の皆さんにはご理解いただきたいものと存じます。 

つまり、これまで申し上げてまいりました事象に対して、究極的には刑事罰の対

象となり得ることも、あえてどういった形でかはちょっと何とも言いがたいですが、

示す必要があるのではないかと申し上げるところです。 

これまで人権啓発課の皆さんも、また本市としても、人権問題に取り組まれてき

て、さまざまなイベントであったり、ネットでの告知などされてきていますけれど

も、そもそも残念ながら関心の高い方しか、なかなかそういったイベントには参加

されないですし、普段の言動ですとか市民生活が、実は差別につながっているんだ

とか、他者の不利益につながっているんだということに、なかなか思いが至らない、

そういったことも事実としてあるわけです。 

その上で、いろんな抑止力というものがあるのではないかというところを申し上

げております。改めて、先ほど市長からの熱いメッセージをしっかりと受けとめて、

また本市としてもそれをしっかりと発信していくことで、無辜の市民の無用な被害
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を食い止めることにも注力していただくことを願います。 

重ねて、情報発信の部分なんですけれども、先ほど新型コロナウイルス感染症の

情報については、県の発表、報告に依存しなければならない現状について申しまし

たが、その上で例えば本市ホームページなどでは、もちろんコロナウイルスのいろ

んなリンクであったり、情報発信がされていますけれども、ただ県のものにリンク

を貼るとか、県からもらったＰＤＦをつけるとかではなく、それだけではとどまら

ず、例えば本市自体の感染者割合、病床使用割合、そういったもの、本市独自の数

字をきちんと告知、報告していただくことなども、市民の当事者意識、危機感の醸

成に寄与するものと存じます。 

いたずらに情報がたくさんあっても、やっぱりなかなかどれを見ていいかわから

ないという状況もあると思うんですね。だから、もう例えばトップページに本市何

人ですと、死亡率何パーセントですとか、10万人の感染者割合はこうですと、そう

いったものがトップページにどんとあるだけでも、かなり違うんじゃないかなと思

うんですね。 

加えて申し上げますならば、先ほどから申し上げているとおり、本市のトップた

る市長のメッセージ、これまで以上にやはり本市が活用できている、各種メディア、

ＳＮＳなども含みますけれども、それを通じて発信していただければ、されている

部分もあるんですけれども、どこかにリンクが飛ぶとかではなくて、ＳＮＳ上でし

っかり見られるような形で発信していただければ、市民の意識涵養、精神的な安寧

に通じるものと存じますので、それらの対応も検討していただければと存じつつ、

この項を閉じます。 

続きまして、本市の文化政策の展望に関して、一般質問を行います。 

単刀直入に申しまして、いわゆる文化行政が現状の社会教育課に統合されている

状況を解消してはいかがかという点について伺います。 

かつては、歴史文化に関して集中的に取り組む部署があったにもかかわらず、現

状の本市の体制では、文化行政が社会教育課に統合され、社会教育の枠組みの中で

各種の施策に取り組まれているわけですが、文化政策の独立性・持続性を鑑みて、

他自治体の動向を踏まえた上での分離について見解を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の社会教育と文化担当を分離したらどうか、文化課の新設について、お答

えをいたします。 
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文化行政の所管といたしまして、国では文化庁が芸術文化や文化財部門を担当し、

総合的な文化施策を推進しております。 

県内14市の状況は、熊本市、玉名市、宇土市などの５市が、文化財課や文化課を

設置しており、本市を初め、八代市、菊池市など９市は、社会教育課、生涯学習課

並びに文化振興課として所管をいたしているところでございます。 

本市では、平成26年度の組織改編によって、それまでの文化課と社会教育課が統

合されたことにより、社会教育課内に管理係、生涯学習係及び文化係が配置され、

現在に至っておるところでございます。 

これにより、より社会教育と連携した文化行政となり、イベントの企画・運営等

で協力体制が強化されるなど、特に生涯学習などの地域学習の分野で相互に効果が

あらわれております。 

文化係が所管いたします事務は、文化・芸術の振興、文化財の保護活用並びに文

化団体の育成支援のほか、施設面では八千代座、博物館などの管理・運営を担当し

ているところでございます。 

組織の再編は、これまでも最も効率的で効果的な事務運営ができることを目的に

組織されてきたものと認識をいたしているところでございます。 

今後は、本市文化行政を取り巻く環境の変化を見極めつつ、全体的な見地に立っ

て、そのあり方について検討を継続していく必要があるものと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

本市における文化課と社会教育課の統合、その後の施策について、答弁いただき

ました。 

もちろん、私としては、社会教育の活動を否定するものではありません。しかし

ながら、先述のとおり、文化政策と社会教育政策はかつてと異なり、全て合致する

ものではなく、やっぱり文化政策として独立したものが求められていくのではない

かと思うんですね。平成26年に統合されていますけれども、その統合がどちらかと

いうと、文化課が文化係に限定されてしまっているようなところもちょっと感じる

わけですよ。 

答弁にありましたように、例えば政府におきましては、平成30年６月に国会で文

部科学省設置法改正が成立したことを受けまして、博物館に関する事務をこれまで

の文部科学省の社会教育担当部署から文化庁に移管されているわけですね。これが
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今のトレンドといいますか、文化行政は社会教育の所管ではなく、それ単独で存立

し、むしろ広範の分野とのコラボレーションが期待されているものです。文化は社

会教育だけでなくて、本当にさまざまな分野に活用していくべきだという考え方で

すね。 

実際に、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法

律、いわゆる文化観光推進法が第201回国会において成立し、令和２年法律第18号

として公布され、同年５月１日に施行されています。 

ここで、文部科学省による当該法の概要を引用しますと、文化観光推進法は、文

化の振興を観光の振興と地域の活性化につなげ、これによる経済効果が文化の振興

に再投資される好循環を創出することを目的にすると。このために、文化施設がこ

れまで連携が進んでこなかった地域の観光関係事業者等と連携することによって、

来訪者が学びを深められるよう、歴史的・文化的背景やストーリー性を考慮した文

化資源の魅力の解説・紹介を行うとともに、来訪者を引きつけるよう積極的な情報

発信や交通アクセスの向上、多言語、Ｗｉ-Ｆｉ、キャッシュレスの整備を行うな

ど、文化施設そのものの機能強化や、さらに地域一体となった取り組みを進めてい

くことが必要となる。このような観点から、文化観光推進法においては、文化観光

拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、主務大臣が定める基

本方針に基づく拠点計画及び地域計画の認定、当該認定を受けた計画に基づく事業

に対する特別の措置等について定める、そういうふうにあるわけです。 

以上は、その地域の文化というものをいかに活用していくかという観点からの政

策でして、これはあらゆる分野におけるデジタルトランスフォーメーションや観光

政策への寄与などの観点からも、看過できないものと存じます。 

答弁の中で、効率的な事務運営、そういった内容がございました。それはそれと

して結構ではありますが、一方で乱暴なものの言いようであることはあらかじめお

断りした上で、私の見解ですけれども、文化とは効率というものとはちょっとほど

遠いものではないかなと思う部分があるわけです。観光や経済面での効用、それは

文化がそれとしてあった後からついて来るものであって、それらのために文化が従

属するものではないと存じます。我々の父祖たる先人が、時代時代の営みの中で生

み出し、現代に継承されている文化遺産をどのように次世代に継承していくか、か

つ現代の文化を発展させ、それも次世代にどう受け継いでいくか、ここを再検討す

る必要があると思うんです。 

そこで、もう少し具体的な形而下の事例として、博物館行政について伺います。 

こちらにつきましては、平成29年６月定例会でも日本遺産認定の活用策と博物館

等の整備についてと題しまして似たような質問を行っておりますが、改めて伺いま



－ 154 － 

す。博物館周辺の肥後古代の森や旧サイクリングターミナルと一緒に整備を進めた

らどうかということですね。旧サイクリングターミナルに関しましては、その設備

の老朽化と耐震性の問題、利用者の減少により廃止されたものでありますが、そも

そもは昭和51年３月定例会で、博物館建設に関しての議案が提案され、博物館だけ

では閑古鳥が鳴くと。だから、閑古鳥が鳴かないようにということで、九州で２番

目のサイクリングターミナルを誘致し、一体的に運営していくとの執行部説明があ

った上で可決されて、建設が進められたものです。 

実際のところは、博物館建設はサイクリングターミナルの場所が予定されていた、

サイクリングターミナルのところに建設する予定だったものの、当該地区が農振地

区に指定されていることから、指定解除に時間がかかるため、急遽、予定地の北側

の山林を購入して建設に至ったなんていう話があるようです。そして、昭和52年３

月に着工、８月に完成、なかなかの突貫工事でございます。翌昭和53年４月に開館

式が執り行われています。 

加えて、旧豊前街道沿いのため、大型バスが進入できないことを踏まえ、交通の

便宜を図るため、当時の都市計画課により、道路と国鉄バスのバス停新設を進めた

ということです。これは当時の副館長、のち館長をされた轟木氏のご尽力があった

ようですけれども、轟木氏と言えば、私もかつて博物館でチブサン古墳のガイドと

か、アルバイトに従事したことがあるんですけれども、その採用試験として、その

轟木氏に古墳時代、収蔵品に関する事柄など、非常に細かくチェックされたといい

ますか、質問されたことを懐かしく思い出します。 

それはそれとして、博物館の経緯に関してちょっとお話しましたが、改めて今後

の博物館の整備について伺いたいと思います。鍋田地区のコミュニティーといった

面ももちろんあるんですけれども、先ほどから申しておりますような、一体的な博

物館整備、こちらについて伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

お尋ねの博物館整備について、お答えをいたします。 

ご案内のとおり、市立博物館は昭和53年に、現在の川辺地区の鍋田に開館をいた

しております。開館から43年を迎え、これまで50万人を超える入館者があっており

ます。 

この間、地元の歴史を掘り起こし、検証していく学術的な企画展や歴史講座、あ

るいは子供向けのチャレンジ教室や音楽祭と、幅広く特色あるイベントを継続して
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開催するなど、本市の文化振興、歴史学習の学びの場として中心的な役割を果たし

てまいりました。 

また一方では、学芸員による歴史資料の調査や収集活動の拠点としての役目も担

ってまいりました。 

しかし、施設の老朽化とともに、耐震化、バリアフリー化のおくれ、展示室や収

納庫の不足などの課題もあることから、平成27年度には博物館等環境整備検討委員

会が設置をされ、博物館を取り巻く環境や今後の方向性などについて検討がなされ

ております。 

これらの結果を踏まえ、博物館の整備につきましては、これまで展開してきた事

業実績や、近年、生じている課題を整理・検証するとともに、地元はもとより、文

化団体やこれまで博物館の運営に携わってこられた皆様からの意見を伺いながら、

旧サイクリングターミナルエリアを含めた歴史公園などと総合的に判断してまいり

ます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

もちろん、すぐこういうふうに建設しますとか、そういう話が出てくるとは、全

く思っていないので構わないんですけれども、先ほども申しましたように、平成29

年６月定例会で同様の質問をしておりますが、そのときの答弁を引用しますと、博

物館につきましては、昭和53年４月に開館し、その当時39年、もう今43年ですね。

ちょうど私と同い年ですけれど、経過しており、老朽化が進んでおります。今後の

博物館のあり方を有識者で協議いただくため、平成28年１月に博物館等環境整備検

討委員会を設置し、平成29年３月までに５回の会議を開催し、さまざまな面からご

協議いただいているところでございます。本市におきましては、今般、弥生時代の

大規模集落遺跡群方保田東原遺跡から出土した遺物が国の重要文化財指定の答申を

受け、また先ほどもご説明いたしました、菊池川流域のストーリーが日本遺産認定

となるなど、博物館を初めとする文化財関連施設の役割が一層重要になってまいり

ます。このことを踏まえ、本市の文化振興と情報発信、観光誘客の拠点としての文

化財関連施設の今後のあり方を見定め、整備の方針を確立していきたいと考えます

と、これが平成29年６月定例会での答弁です。 

その４年前の答弁から、一体何が検討され、進捗がどのようにあったのか。整備

方針を確立するとあるんですけれども、残念ながら現状で目に見えるような形では
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何も進んでないと断言せざるを得ません。私自身が歴史学・考古学も愛好するとこ

ろで、また博物館が企画される展示会、いろんな展覧会、大変共感と理解をすると

ころがあります。山鹿の博物館というのは、非常に意欲的な取り組みをされている

んですよね。郷土の、もちろん博物館として持っていらっしゃる収蔵品の展示もさ

れるんですけど、常設展示のほかに企画展示、昆虫を扱ったりですとか、本当に博

物館の機能というものを非常によく発揮されていると思います。ですので、私自身

もそこら辺に共感と興味があって、比較的、足しげく通っている市民の一人である

と自認しておりますが、それだけに現行の箱物としての博物館には悲観的にならざ

るを得ない点を幾つでも指摘できます。 

先述の平成29年６月定例会、こちらでも申しましたが、方保田東原遺跡の出土品、

こちらが国の重要文化財として一括指定されていながら、保管に関しても、展示に

関しても、今のままで本当にいいのかと。もちろん激しく問題があるとは言いませ

んけれども、非常に狭い展示スペースで、どれだけの規模感かというふうなのをご

覧いただく方に、ちょっと魅力が伝わらないんじゃないかと思うんですね、残念な

がら。 

先ほど申しましたけど、意欲的な企画展をたくさん催されていますが、果たして

現行の展示スペースだけで当初の目的が達成可能なのか、本当に狭いですよ。展示

する壁とかですら少ないです。ショーケースとか、ガラスケースですら、あまりな

いんです。 

根本的に、博物館は多くの方々に開かれてしかるべきなのに、今回の一般質問の

冒頭でも申しましたバリアフリー化の面で、階段を使わねば展示スペースに至るこ

とができない、これは一体どういうことかと。文化保護の観点から申し上げるなら

ば、歴史と伝統ある誇り高き本市の文化財を保管し、収蔵し、研究し、展示する施

設として十全の機能があるか。そもそも耐震性の問題からサイクリングターミナル

が廃止されたにもかかわらず、同時期に建設された博物館について、どのように考

えられているのか。 

また、文化課の問題にも重なりますが、歴史ある本市では民間の皆様がそれぞれ

で継承されてきたも古文書や歴史的遺物がたくさんあるわけです、町なかにもです

ね。それらを保護して次世代に継承する取り組みがどれほどなされているか。はっ

きり申し上げて、できてない。もちろん取り組まれている部分はなきにしもあらず

なんですが、全国に誇るべき装飾古墳、古代から中世、近世に至るあまたの資料、

西南戦争を初めとする近代史の資料、それらの調査研究、かつて文化課があったと

きと比較しても、やっぱり大きく推進できるような環境が現今、用意されていると

は言えないと思うんですね。 
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例えばですけれど、ちょっと博物館に戻しますが、以前に博物館で古文書の勉強

会があった際に、文学博士で横井小楠研究の第一人者であられる堤克彦先生がお見

えになって講演されたんですけれども、またご指導いただいたんですけれど、ちょ

うど私が所蔵している横井小楠ですとか、あと元田永孚、こちらの掛け軸をちょっ

と持参して、中身の検討をしていただいたことがあるんです。ただ、博物館で掛け

軸をつるして鑑賞とか、いろいろ見るようなスペースもなかったんですよね。です

ので、大変弱って、そのときにはもうスタッフですとか、いらっしゃった皆さんの

ご協力をいただいて、机とか椅子を並べたりして、机の上に乗って、それでもちょ

っと高さが足りなくて、ちょっと椅子をさらに持っていって、工夫して何とか見た

ことがありましたけれども、掛け軸のちょっとかけて、それを見る、こんなことす

ら当たり前にできない施設なんだと。ある程度、天井の高さが要りますから、そう

いったことだと思うと、非常に悲しくなりました。 

ちょっと話が飛びますけれど、民間の古文書などの資料、こちらを収集し、保管

し、研究対象とすることができていないのも、市の博物館として非常に残念なとこ

ろです。ただでさえ人口減少、空き家問題が顕在化している中で、結構、民間から

出てくるんですけれども、引き取り先がなくて消えていっているんですよ。これは

非常にゆゆしき問題で、これは本来であれば、やっぱり文化課的なところがしっか

り対応していただきたいんですけれども、それだけ例えば出てきた古文書とかを引

き取れるような状況にあるかというと、これはまたなかなか厳しいと。こういった

課題があることもぜひ記憶していただきたい。 

加えて、本市では市の文化協会に所属されている団体を初め、市民による文化活

動が隆盛を極めておりますが、一方で発表・展示するスペースがないこともかねて

から指摘されているところです。 

先ほど申し上げたこととも共通しますが、書道の展示なんかで、掛け軸をつれる

ような天井の高さがある展示スペース、意外とないものなんです。プラザとかで展

示会をされたりしていますけれども、もう制限があるので、大物は出せない、出品

できないと最初からなっちゃってしまっているわけですね。市民交流センターの入

り口などを使われるケースもあります。あそこでしたら、もちろん高さはとれます。

ただ、これはもう皆さんご理解いただけると思いますが、展示点数にどうしても制

限が出てきます。しかも壁が多いわけではないので厳しいですよね。幾重にも重ね

て申しますが、本市が今後の観光や企業誘致などの政策を推進する際に、例えば各

種のコンベンションを行えるような施設も、これは厳しいという状況があるわけで

すね。また、前回の答弁で、観光誘客の拠点化ということについても言及されてい

るんですが、実際のところ、例えば山鹿の主な観光ルートから、ちょっと博物館は
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外れていませんかということですね。豊前街道を通って、食事したり、買物して終

わりになっちゃうんですね。例えば、そういった観光ルートの開発もありますし、

観光拠点の云々というのであれば、博物館を使ったお土産品の販売ですとか、いろ

いろあるんですよ。例えばですけれど、玉名市ではクラウドファンディングを活用

されて、日本刀の同田貫、こちらを模したはさみを返礼品につけるなど、博物館収

蔵品ですとか、地元のそういった歴史的なものを活用した取り組みがありまして、

これは非常に評判になりました。私も実は購入したんですけれども、はさみがさや

の中に入っていて、ぱっと抜くと切れるようになっていたり、ペーパーナイフとし

て使われるものなんですけれども、やっぱり歴史好きの人にはとてもくすぐります

し、玉名って面白いことをやっているなって注目がばっと全国的にあるわけですよ。

博物館をコンテンツとして活用する、こういったこともやっぱり本市はどうしても

比較して遅れているんじゃないかなと、そういう危機感があるわけです。このよう

な観点からも、サイクリングターミナル跡地の再開発と一体的に、やっぱり博物館

についてもご検討いただきたいと思います。 

本市には、市博物館だけはなくて、同様のミュージアムとして、清浦記念館です

とか、またその文化財の保護・保管というところ、研究ということでは出土文化財

管理センター、方保田のほうにあるんですけれど、ただあるだけではいけないんで

す、やっぱりそういったものを活用していかないと。そして、さらにやっぱり専門

性の高い学芸員などいらっしゃるわけですけれども、そういった方々をいろんな分

野に使うのも、もうだめとは言わないんですけれども、できれば人材活用の面から

もったいないなと、私は思うんです。本市にこれだけの歴史的な資料ですか資産が

あるわけですから、そこの専門性の高い研究を行っていただくことが、実は今はお

金にならないけれども、将来的な大きな投資になってくる。我々が子孫に残してい

くべき、本当の価値あるものになるんじゃないかなと思うんです。ですので、効率

性ですとか、短期的な利益追求ではなくて、長期的な観点からも、やっぱり文化行

政と博物館、こういったものに対する取り組みをまたご検討いただき、そして本当

にこの４年間でちょっと進んでなかったように、私は感じるんですけれども、果敢

なる決断・実行をしていただければありがたいなと思います。これは大きな可能性

を秘めた、本市としても確実に実りのある投資になると思います。 

多くのことは民間に、また民間と手を取り合っていくのが地方自治の主流となっ

ていますが、収益性が大前提となる民間では厳しいのが、こういった文化政策です。

これはやっぱり行政が取り組まなくて、誰が取り組むのか。我々は、チブサン古墳、

方保田東原遺跡、鞠智城、八千代座、山鹿灯籠、ほかにも歴史遺産や伝承文化の恩

恵に預かっているわけです。それらの持続性が問われているものと存じます。 
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ドイツの詩人、ハインリヒ・ハイネの歌の本という詩集があるんですが、こちら

にこのような一節があります。「Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie 

immer neu.」、これは古い物語ではあるが、しかし常に新しくもあるのだ。ドイツ

語の物語「Die Geschichte」というのは歴史と同義です。つまり古い物語だけれど

も、常に新しくある。我々の祖先が受け継いできたあらゆる歴史は、現代の我々が

直面している課題に対してもアクチュアルなもので、また活用できるべき資産で、

資本で、教育上も経済上も次世代に継承すべき物語として扱われるべきものです。 

大仰な話だと思いますけれども、やっぱり文化を軽視し、無視し、功利性の名に

おいて侵略してしまう、そういった姿勢の結果は、結局、取り返しのつかない事態

をもたらします。 

今回、文化保護の観点からの質問を行いましたが、改めて博物館に限らず、その

ミュージアム、文化政策、広く社会に貢献できる可能性を秘めたコンテンツですの

で、検討をお願いしたいと思います。 

最後になりますけど、ことしの大河ドラマ「青天を衝け」、こちらで近現代日本

の資本主義のあらゆる基盤整備に尽力した功労者、渋沢栄一を主人公としています。

先日の放送で、パリ万博の応対等をしている際に、幕府の瓦解に直面し、右往左往

する人々を前にして、臥薪嘗胆すべきことを説いたシーンがありました。久しぶり

に聞いたんですね、臥薪嘗胆て、改めてそういった言葉があるよなと。この新型コ

ロナ禍においてはまさしく臥薪嘗胆すべきことが多々あります。しかしながら、臥

薪嘗胆の故事をひもとけば、ただただ忍耐するだけではなく、苦しさを忘却しない

ようにしつつも、いつかめぐってくる好機に備えて努力し続けることにほかなりま

せん。また、その渋沢翁の話題が出ましたから、同時期の近代日本のオピニオンリ

ーダーたる福沢諭吉が説いた痩せ我慢の説というのがありますけれども、こちらを

思い起こせば、世評に動揺することなく、目先の利益を追求するでもなく、真に世

の中に必要とされる大目標に向かって、やっぱり現状をこらえながら、至福のとき

を過ごすべきものであります。それらの忍耐が後に花開くように持っていかねばな

りません。 

多々、私見を述べさせていただきましたが、現状の新型コロナ禍において、市民

の皆様に寄与するような感染症対策、経済対策、こちらはもちろん喫緊の課題とし

て執行されるべきものではあるものの、今回、私が一般質問を行いました人権問題、

こちらの解消、これは人の精神面にかかわることで、なおさら厄介ですけれど、ぜ

ひ強いリーダーシップ、責任感に基づいた情報発信の改善を求めてまいりたいと思

いますし、強い対応、即応性、こちらが求められるわけですけれども、後ほど申し

ました文化政策に関しましては、一朝一夕に実現することが可能なものではありま
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せんので、なればこそしっかり今のうちのチャンスをうかがいつつ、来るべきに備

えて、根気強く持続して取り組み、発信し、一旦好機が到来したら、即行動に移せ

る、そのような観点でご検討いただければ幸いです。 

長くなりましたが、以上で私の一般質問を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、立山議員の一般質問は終了いたしました。 

これをもちまして、通告による質疑・一般質問は全部終了いたしました。 

これにて、質疑・一般質問を終結いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 委員会付託 

○服部香代 議長 

日程第２、委員会付託を行います。 

議案第43号から議案第53号、認定第１号から認定第11号については、付託表のと

おり、それぞれの常任委員会に付託いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

散 会 

○服部香代 議長 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

午後０時11分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１５日(水曜日) 



－ 163 － 

令和３年（第４回）山鹿市議会９月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第５号） 

 

令和３年９月15日（水曜日）午前10時開議 

第１ 議案第43号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第２号）） 

議案第44号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）） 

議案第45号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第４号）） 

議案第46号 専決処分の承認を求めることについて 

（熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について） 

議案第47号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第５号）） 

議案第48号 山鹿市手数料条例の一部を改正する条例 

議案第49号 山鹿市税特別措置条例の一部を改正する条例 

議案第50号 山鹿市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例 

議案第51号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第６号） 

議案第52号 令和３年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第53号 山鹿市過疎地域持続的発展計画 

認定第１号 令和２年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

認定第２号 令和２年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

認定第３号 令和２年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第４号 令和２年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

認定第５号 令和２年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

認定第６号 令和２年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第７号 令和２年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第８号 令和２年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第９号 令和２年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 
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認定第10号 令和２年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

認定第11号 令和２年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

（委員長報告） 

討   論 

採   決 

第２ 議案第54号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第７号） 

議案第55号 工事請負契約の締結について 

第３ 意見書案第２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求

める意見書 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（20名） 

１番  関 口 和 良 

２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 

４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 

８番  山 下 誠 治 

９番  古 川 和 博 

10番  金 光 一 誠 

11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 

14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 

20番  永 田 紘 二 
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―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 

教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長    大 林 秀 樹 

市 民 部 長    中 尾 雄 二 

福 祉 部 長    佐 藤 ア キ 

経 済 部 長    石 井 耕一郎 

経済部首席審議員    池 田 淳 志 

建 設 部 長    古 江 光 拡 

教 育 部 長    渡 邊 義 明 

消防本部消防長    中 原 茂 昭 

総 務 部 次 長    木 村 隆 男 

市 民 部 次 長    白 石 浩 二 

福 祉 部 次 長    山 﨑 寿 雄 

建 設 部 次 長    松 尾 正 都 

水 道 局 長    阿蘇品   健 

財 務 課 長    迎 田 祐 樹 

鹿北市民センター長    堤   高 治 

福 祉 課 長    飯 川 浩 一 

商 工 観 光 課 長    吉 岡   隆 

社 会 体 育 課 長    栗 原 昭 浩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    中 村 武 志 

書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 議案第43号～議案第53号 

認定第１号～認定第11号 

○服部香代 議長 

日程第１、各常任委員会に付託してありました議案第43号から議案第53号、認定

第１号から認定第11号までの全案件を議題といたします。 

各常任委員長の報告を求めます。冨丸建設経済常任委員長。 

［冨丸洋一郎 建設経済常任委員長 登壇］ 

○冨丸洋一郎 建設経済常任委員長 

おはようございます。 

建設経済常任委員会からの報告をいたします。 

本定例会において当委員会に付託されました案件は、議案４件、認定７件であり

ます。 

去る９月８日午前10時から、本庁５階501会議室におきまして、委員全員出席、

執行部に関係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

議案審査に先立ち、現地調査を行いました。 

調査内容は、令和３年８月の豪雨による本市の被害状況を確認するため、鹿北町

椎持地内の河川及び農道、また同地区の林道八方ヶ岳西線の被災状況を調査し、担

当職員から詳しい説明を受けました。 

やはり自然災害の猛威というのは、この目で見て強烈にやっぱり大変な結果をも

たらすんだなというような、そういった思いをもって帰ったところでございます。 

現地調査終了後、委員会を再開、初めに建設部所管の議案を、その後、経済部所

管の議案を慎重に審査いたしました。その結果について、ご報告をいたします。 

議案第44号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度山鹿市一般会計

補正予算（第３号））中所管、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第47号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度山鹿市一般会計

補正予算（第５号））中所管、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第50号 山鹿市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

議案第51号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第６号）中所管、原案のとお
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り可決すべきものと決しました。 

認定第１号 令和２年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について（中所管）、

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第４号 令和２年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第６号 令和２年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第７号 令和２年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第８号 令和２年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第９号 令和２年度山鹿市水道事業会計決算の認定について、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

認定第11号 令和２年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

以上、建設経済常任委員会の報告を終わります。 

○服部香代 議長 

小川市民福祉常任委員長。 

［小川榮二 市民福祉常任委員長 登壇］ 

○小川榮二 市民福祉常任委員長 

皆さん、おはようございます。 

市民福祉常任委員会から報告をいたします。 

本定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案６件、認定５件

であります。 

去る９月９日午前10時から、501会議室において、委員全員出席、執行部に関係

職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

初めに、市民部所管の議案を、その後、福祉部及び市民医療センター所管の議案

を慎重に審査いたしました。その結果について、ご報告いたします。 

議案第43号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度山鹿市一般会計

補正予算（第２号））中所管、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第45号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度山鹿市一般会計

補正予算（第４号））中所管、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第48号 山鹿市手数料条例の一部を改正する条例、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 
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議案第49号 山鹿市税特別措置条例の一部を改正する条例、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

議案第51号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第６号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

議案第52号 令和３年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

認定第１号 令和２年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について（中所管）、

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第２号 令和２年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第３号 令和２年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第５号 令和２年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第10号 令和２年度山鹿市病院事業会計決算の認定について、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

以上、市民福祉常任委員会の報告を終わります。 

○服部香代 議長 

勢田総務文教常任委員長。 

［勢田昭一 総務文教常任委員長 登壇］ 

○勢田昭一 総務文教常任委員長 

おはようございます。 

総務文教常任委員会からご報告をいたします。 

本定例会において当委員会に付託された案件は、議案７件、認定１件であります。 

去る９月10日午前10時から、501会議室において、委員全員出席、執行部に関係

職員の出席を求め、委員会を開催をいたしました。 

初めに、教育部所管の議案を、その後、総務部及び消防本部所管の議案を慎重に

審査いたしました。その結果について、報告をいたします。 

議案第43号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度山鹿市一般会計

補正予算（第２号））、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第44号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度山鹿市一般会計

補正予算（第３号））、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第45号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度山鹿市一般会計

補正予算（第４号））、原案のとおり承認すべきものと決しました。 
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議案第46号 専決処分の承認を求めることについて（熊本県市町村総合事務組合

規約の一部変更について）、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第47号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度山鹿市一般会計

補正予算（第５号））、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第51号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第６号）、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

議案第53号 山鹿市過疎地域持続的発展計画、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

認定第１号 令和２年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について、委員より、

小中学校で行われているフッ化物洗口について、学校集団で行われることは安全性

が懸念されるため、教育費のフッ化物洗口に関する支出には賛成できないとの反対

討論があり、挙手採決の結果、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

以上、総務文教常任委員会からの報告を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、各常任委員長の報告を終わります。 

これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論の通告があっておりますので、順次発言を許し

ます。芋生よしや議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

皆さん、おはようございます。 

議席番号14番、日本共産党の芋生よしやです。 

私は、認定第１号 令和２年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について、認

定第２号 令和２年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、認定第３号 令和２年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、認定第５号 令和２年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、反対の立場から討論を行います。 

令和２年度は、100年に一度の感染症といわれる新型コロナウイルス感染症に対

して、感染拡大防止と医療提供体制の整備、市民生活への影響の最小化、雇用の維

持と事業の継続、柔軟な社会構造、強靱な経済構造の構築の４つの枠組みに総力を

挙げて取り組んで、対策を実行したと市は述べてあります。 
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それに対する事業費は67億4946万1000円、うち特別定額給付金事業が51億3368万

1000円で、残りの16億2911万9000円は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金11億2911万9000円、国庫支出金２億4371万4000円、県支出金が3416万7000

円となっています。国や県からの財源で支援が行われたわけです。 

一般会計歳入歳出決算に対する山鹿市監査委員の意見書には、決算は黒字、歳入

は地方消費税交付金、普通交付税の要因で増加をした、歳出は令和２年度７月豪雨

災害復旧費、会計年度任用職員制度開始による人件費、新型コロナウイルス感染症

対策事業費の増加によるとされています。確かに財政運営状況に関する指標では、

経常収支比率は98.7％と弾力化指標は低下し、硬直化しているとも述べられており

ます。 

そういった山鹿市の財政状況ではありますが、長引く新型コロナウイルス感染症

の影響で、地域経済のダメージは大きく、本市の財政運営は今後ますます厳しさを

増すであろう。宿泊や飲食サービスなどの回復には、まだ相当の期間を要すると思

われる。市民生活の維持と市内経済を効果的に循環される取り組みに重点を置き、

市民の信頼に応える必要な行政サービスを安定して提供されたいとも、やはり述べ

られております。 

本来ならば、国が野党の憲法第53条に基づく求めに応じて国会を開き、政府が自

宅療養で命が奪われるような事態や、長引く自粛に伴う市民の命と暮らしを守る取

り組みを議論し、国として対策を取るべきですが、コロナ対策に専念すると総裁選

に不出馬を表明した菅首相は、３カ月も国会審議に出ておりません。国として、政

策がしっかり取られていないという状況です。 

では、今、2020年３月議会では、市民が安心を取り戻し、暮らし・福祉を向上さ

せるために、予備費、財政調整基金、寄附金などを活用して力を尽くすことを、私、

求めておりました。長引く自粛や不安の中にいる市民の命と暮らしを守る役割は、

市民に一番身近な自治体の役割です。コロナ禍の厳しい市民の暮らしを支える点で

は、令和２年度の決算も不十分だったのではないかと言わなければなりません。 

財政のことは、これからもしっかり考えてもらうとして、今回、一般会計の中で

はマイナンバーカード、社会保障税番号制度システム関連費と小中学校で引き続き

取り組まれていますフッ素洗口について、反対の立場で討論をいたします。 

私たち日本共産党は、マイナンバー制度自体に反対をしています。マイナンバー

制度は、2016年に運用が本格化をいたしました。日本国内で住民登録した全員に12

桁の番号を割り振り、税や社会保障の分野で個人情報の確認などで利用するという

仕組みですが、多くの国民、ほとんど使う機会はなく、またシステムのトラブルな

ども相次ぐなど、制度のあり方そのものや、個人情報漏えいに対する懸念の声は今
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も絶えていません。政府の取得促進ＣＭなども行われておりましたが、それにも関

わらず、山鹿市では令和元年度18.1％の取得から、令和２年度24.6％、6.5％、わ

ずかの伸びではありませんか。全国的に、この取得の伸びは同様の状況です。 

国民が求めていないマイナンバー制度は、セキュリティー強化などによる際限の

ない税金投入が必要です。制度維持のためにシステム改修がたびたび行われていま

す。それらの改修費用、自治体への費用負担は相当な額になります。また、それを

めぐって動くお金は巨額で、ＩＴ産業やコンサルタント会社などが利益をむさぼる

構造となっています。このマイナンバー制度、これからも無理に推進するのではな

く、一度立ち止まって見直すべきだと考えます。 

また、フッ素洗口について、これまでも集団で取り組むべきではないと一貫して

反対をしてきました。私自身も化学物質に過敏なこともありまして、これまで保育

士としても化学物質などについて学んできました。なるだけそういうものは取り込

まない生活も送ってまいりました。 

日本弁護士会が、市民団体から人権救済申立てがなされたことを契機として、化

学物質は水俣病などの健康被害も生み出し、多種多様な化学物質が環境中に拡散し、

化学物質過敏症も増大しているなどとして、集団フッ素洗口・塗布の中止を求める

意見書を出しているところです。 

その中止を求める問題点としては、１つ目に、フッ素洗口・塗布には急性中毒、

過敏症状の危険性がある。フッ素の暴露量、年齢・体質によっては歯のフッ素症の

危険性、病気ですね。危険性も否定できず、全身への影響の懸念も払しょくされて

いない。２つ目、有効性、予防効果は従前に考えられていたよりも低い可能性があ

る。３つ目、虫歯は急性感染症ではない上に、予防法はフッ素洗口・塗布以外にも

さまざまあり、学校保健活動上、集団的にフッ素洗口・塗布を実施する必要性・相

当性には重大な疑問がある。４つ目、実施上の安全性、集団によるフッ素洗口では、

試薬が使用される点で、劇薬の保管、洗口液の調剤・管理、洗口の実施などが学校

職員に一任されるなどの安全体制に問題があり、安全性も確保されていない。５つ

目、有効性・安全性について、追跡調査がなされていない。６つ目、環境汚染、集

団洗口による廃液によって水質汚濁防止法、下水道排水規制違反など、環境汚染の

おそれがある。こういった問題点やその効果などを考えると、行政などの組織的な

施策のもと、集団で実施していくのは個々人の自由意思決定も阻害されるなど、フ

ッ素洗口・塗布に関する施策遂行には、違法の疑いがあるとしているものです。同

様に、集団洗口に、私も反対をいたします。 

次に、認定第２号 国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算ですが、国民健康保

険制度は国民皆保険制度の中核として、国民の生活を支える重要な役割を担ってお
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ります。また、保険証があれば全国どこの医療機関でも受診でき、一定の割合の自

己負担額を支払えば、全ての国民が高度な医療を公平に受けられる世界にも類を見

ない制度です。新型コロナウイルス感染症の拡大状況から見ましても、今後ますま

す重要な制度になると思われます。 

しかし、新型コロナウイルス感染症では、持病を持っている方が感染症を悪化・

促進させ、また今、自宅療養を余儀なくされ、亡くなる方まで出ている状況です。

こういう状況は、何よりも早く持病など、病気を発見し治療を行うことで、感染リ

スクなどを低くすることにつながります。 

しかし、そんなときに保険税が払えず、診察が受けられない状況をつくっていく

べきではありません。山鹿市の差し押さえ執行件数は112件、また短期証発行が590

世帯、資格証明書は80世帯という実態があります。国は、医療機関にかかれば全額

自己負担をしなければならない資格証明書では、コロナ感染によって重症化や感染

拡大をさせることにならないよう、その資格証明書を保険証とみなすよう通知を出

してもおります。公平性確保をうたうならば、子供に係る均等割減免などの実施、

国に公費投入を求める、また国保基金や一般会計からの繰り入れも行い、保険料の

引き下げを行うことが必要だと考えます。つまり、短期証、資格証などの発行より

も、税を低くし、皆が払える保険料とすることが必要だと考えて、国民健康保険事

業特別会計の決算に反対といたします。 

認定第３号の後期高齢者医療特別会計歳入歳出の決算については、まず後期高齢

者医療制度は高齢者を年齢で差別し、給付の抑制や負担を増す問題のある制度だと

いう点が第１です。 

また、山鹿市の後期高齢者医療被保険者の医療費は、県内では低い状況となって

います。また、山鹿市が健康指導などの努力も実り、効果を上げているのかと思い

ます。しかし、年金が実質引き下げられ、消費税増税で生活を切り詰めようにも切

り詰めることができない状態の高齢者の状況もあり、滞納者が毎年70人を超え、令

和２年度は78人という滞納者の実態は、高齢者世帯の生活の厳しさが伺える状況だ

と思います。こちらも短期保険証の交付や分納誓約などを行い、税務課との連携で

滞納処分を行うと述べられておりますが、滞納者は減少していない状況が続いてい

ます。 

年金が実質下がる中で、負担ばかりがふえる、このような状態を過ごすことはで

きません。運営主体は県の広域連合ではありますが、市としても意見を上げ、保険

料の引き下げを求めるべきです。 

認定第５号 令和２年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、

反対の主な理由は、高すぎる保険料です。介護保険料は、大半、年金からの引き落
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とし納付となっていますが、滞納処分を実施する状況が見られます。この間、介護

保険サービスから切り離す要支援者の方々へのサービス低下も始まっており、利用

料が払えないなどの理由で、必要なときに必要な介護サービスが受けられないとい

う事態も出てきています。国の社会保障の削減路線のもとで、自治体は厳しい運営

を強いられていますが、市民の負担を少しでも軽減することを求め、反対といたし

ます。 

以上をもって、私の反対討論を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、芋生議員の討論は終了いたしました。 

これをもちまして、通告による討論は終了いたします。 

ほかに討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

これより、採決を行います。 

議案第43号から議案第47号までの５案件を一括採決いたします。 

議案第43号から議案第47号までの５案件に対する委員長報告は承認であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、５案件は原案のとおり承認することに決しまし

た。 

次に、議案第48号から議案第50号までの３案件を一括採決いたします。 

議案第48号から議案第50号までの３案件に対する委員長報告は可決であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、３案件は原案のとおり可決することに決しまし

た。 

次に、議案第51号及び議案第52号の２案件を一括採決いたします。 

議案第51号及び議案第52号の２案件に対する委員長報告は可決であります。委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 
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ご異議なしと認めます。よって、２案件は原案のとおり可決することに決しまし

た。 

次に、議案第53号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、認定第１号に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

次に、認定第２号に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

次に、認定第３号に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

次に、認定第４号に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

次に、認定第５号に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

次に、認定第６号から認定第11号までの６案件を一括採決いたします。 

認定第６号から認定第11号までの６案件に対する委員長報告は認定であります。
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委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、６案件は原案のとおり認定することに決しまし

た。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 議案第54号～議案第55号 

○服部香代 議長 

日程第２、議案第54号及び議案第55号の２案件を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

議案第54号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第７号）につきまして、ご説

明申し上げます。 

今回、追加提案申し上げます補正予算につきましては、令和３年８月11日から18

日までにかけての豪雨により被害を受けた農林業用施設及び土木施設の災害復旧に

係るものであります。 

１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の補正額は３億7445万1000円です。補正後の総額は300億

4898万5000円であります。 

３ページをお願いいたします。 

第２表は、地方債補正です。災害復旧について変更するものです。 

予算の内容につきまして申し上げます。 

10ページをお願いいたします。 

（款）災害復旧費、（目）農業用施設災害復旧費の補正額3182万6000円は、豪雨

により被害を受けた農業用施設に係る測量設計に要する経費です。 

次の（目）林業用施設災害復旧費の補正額1737万5000円は、林業用施設に係る測

量設計及び一部の復旧工事に要する経費です。 

11ページをお願いいたします。 

（目）土木施設災害復旧費の補正額３億2525万円は、土木施設に係る応急対策、

測量設計及び復旧工事に要する経費です。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

渡邊教育部長。 
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［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

議案第55号 工事請負契約の締結について、ご説明をいたします。 

本案は、山鹿市民球場改修工事の請負契約について、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を経る必要

があり、提案するものでございます。 

契約の目的は、山鹿市民球場改修工事（第Ⅱ期工事）でございます。 

契約の方法は、一般競争入札です。今回の一般競争入札は、２または３社が共

同・連携して工事を請け負う特定建設工事共同企業体方式で、代表構成員、構成員

ともに山鹿市内に主たる営業所を有することを条件といたしております。 

契約の金額は、２億900万円です。 

契約の相手方は本山・竹熊建設工事共同企業体、代表者は山鹿市鹿央町千田60番

地１、株式会社本山建設、代表取締役、本山幸嘉氏でございます。 

工事の場所は山鹿市熊入町416番地、工事の概要は山鹿市民球場の建築物の防水

改修工事、外壁改修工事、劣化補修工事等、建築改修工事一式でございます。 

工期は、本契約成立日の翌日から、令和４年３月25日まででございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

ここで議案審査のため、しばらく休憩いたします。 

午前10時42分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時05分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これより、ただいま議題となっております全案件について、質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

質疑なしと認め、質疑を終結します。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております２案件につきましては、会議

規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、委員会付託は省略することに決しました。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

討論なしと認め、討論を終結します。 

これより、採決を行います。議案第54号について、原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議案第55号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第３ 意見書案第２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充

実を求める意見書 

○服部香代 議長 

日程第３、意見書案第２号を議題といたします。 

 

意 見 書 案 第 ２ 号  

令和３年９月15日提出 

 

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意

見書 

 

地方自治法第99条の規定による意見書を会議規則第14条第１項の規定により提

出する。 

 

提出者 

山鹿市議会議員 有 働 辰 喜 

賛成者 
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山鹿市議会議員 永 田 紘 二 

山鹿市議会議員 冨 丸 洋一郎 

山鹿市議会議員 勢 田 昭 一 

山鹿市議会議員 小 川 榮 二 

山鹿市議会議員 立 山 大二朗 

山鹿市議会議長 服 部 香 代 様 

 

新型コロナウイルス感染症のまん延により、地方経済にも大きな影響が及び、

地方財政は来年度においても引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状

況に直面している。 

地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確

保、地球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てを

はじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など、将来に向け増嵩

する財政需要に見合う財源が求められる。 

その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。 

よって、国においては、令和４年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実

現されるよう強く要望する。 

記 

 

１ 令和４年度以降３年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改

革の基本方針2021」において、令和３年度地方財政計画の水準を下回らないよ

う実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関

係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せ

がなされないよう、十分な総額を確保すること。 

２ 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす

見直しは、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金

などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置

は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。 

３ 令和３年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標

準額を令和２年度と同額とする負担調整措置については、令和３年度限りとす

ること。 

４ 令和３年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の

臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 
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５ 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与

税として地方に税源配分すること。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

令和３年９月15日  

熊本県山鹿市議会  

衆 議 院 議 長     大 島 理 森 様 

参 議 院 議 長     山 東 昭 子 様 

内 閣 総 理 大 臣     菅   義 偉 様 

内 閣 官 房 長 官     加 藤 勝 信 様 

総 務 大 臣     武 田 良 太 様 

財 務 大 臣     麻 生 太 郎 様 

経 済 産 業 大 臣     梶 山 弘 志 様 

経済再生担当大臣     西 村 康 稔 様 

 

○服部香代 議長 

意見書案第２号について、提案理由の説明があれば発言を求めます。 

提出者、有働辰喜議員。 

○有働辰喜 議員 

ありません。 

○服部香代 議長 

これより、意見書案第２号について、質疑を行います。質疑はありませんか。 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

意見書案なんですけれども、今、財源が本当に厳しい中で、財源を確保するとい

うところは、私、必要だと思います。しかし、今回、新型コロナの感染症で市民な

どに対して税などの緩和、固定資産税などを優遇するという市民を補助する立場で

行われている固定資産税などの期限を確実に終了することが、また令和３年度限り

とするようなことになっていますが、環境性能割も延長しないということですが、

補てんが国から行われているのではないかと思いますが、そこをちょっとご説明を

お願いしたいと思います。 
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○服部香代 議長 

暫時休憩いたします。 

午前11時09分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時32分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

答弁を求めます。有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

先ほどの芋生議員の質疑に対して、お答えをいたします。 

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書とい

うのを検討する際に行いました趣旨についてご説明を申し上げます。 

芋生議員の質疑でございますけども、土地に係る固定資産税は、３年に１度、確

実に評価がえと負担調整措置を行うことを前提として成り立つ市町村の極めて重要

な基幹税である。令和元年度決算額は、全国で約３兆4853億円となっております。 

特別な措置により、地価の上昇により、固定資産税が増額した者のみが、本来納

めるべき税額より少ない税額を納めることとなります。 

このような特例は、公平性の観点からも極めて問題があり、その繰り返しは固定

資産税に対する住民の信頼を失うことになりかねないということで、令和３年度限

りという文言になっております。 

以上、答弁といたします。 

○服部香代 議長 

ほかに質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案につきましては、会

議規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います、これにご

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、委員会付託は省略することに決しました。 

これより討論を行います。討論はありませんか。芋生議員。 
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［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

議席番号14番、日本共産党の芋生よしやです。 

ただいま提案されました、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源

の充実を求める意見書、財源が本当に厳しい中ですので、地方税財源充実は大変好

ましいと思います。 

しかし、先ほど申しましたように、今の新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、

緊急経済対策として出されています、この税制措置は新型コロナウイルス感染症が

我が国の社会経済に与える影響が甚大であること、またそのまん延防止の措置で大

変厳しい状況に置かれている納税者の皆さんに対して、緊急に必要な税制上の措置

を講ずるとされているものです。 

感染症の拡大で、事業者の収入が急減しているという状況で、国税や地方税、社

会保険料について、納付を要するなどの特例を設けるとともに、厳しい経営環境に

ある中小事業者などに対して、令和３年度課税の１年分に限り、償却資産及び事業

用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を２分の１またはゼロとするという

ことで、感染症で減収しているから、それを補うというか、支援をするという目的

のものです。 

これについては、これらの措置による減収額については、全額、国の費用で補て

んをするとうたわれています。そうであるならば、まだこの先、コロナに影響がど

ういう状況になるかわからない中で、国から補てんがあるものでしたらば、市民に

は負担を寄せてはならないと私は考え、意見書の中の２番に固定資産税は極めて重

要な基幹税、これももちろんそれはわかります。しかし、現行の特例措置は今回限

りとして確実に終了すること、また３番には負担調整措置については令和３年度限

りとすることとなっています。 

しかし、もしもっとコロナの影響が引き続き、事業者また市民の皆さんが事業費

減、本当に収入が減っていく状況が続いていくならば、国もまた対策は考えるでし

ょうが、今度限りで、令和３年度限りで行わないとすれば、自分の収入が減った方

の市民に対して課税をするということになるので、その点において反対といたしま

す。 

○服部香代 議長 

ほかに討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

討論なしと認め、討論を終結します。 
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これより、採決を行います。意見書案第２号について、原案のとおり決すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

閉 会 

○服部香代 議長 

これをもちまして、本議会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。

よって、令和３年（第４回）山鹿市議会９月定例会を閉会いたします。 

午前11時40分 閉会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

 

       山 鹿 市 議 会 議 長   服 部 香 代 

 

 

 

       山 鹿 市 議 会 議 員   山 下 誠 治 

 

 

 

       山 鹿 市 議 会 議 員   豊 田 新二郎 
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